


はしがき 

 

本報告書は、当研究所が平成 27～28 年度外務省外交・安全保障調査研究事業（発展型

総合事業）の一つとして実施した研究プロジェクト「インド太平洋における法の支配の課

題と海洋安全保障『カントリー・プロファイル』」の 2年間の成果を取りまとめたものです。 

インド太平洋地域の領土や海域、海洋資源をめぐって法の支配の原則に対する挑戦が顕

在化しています。こうした中、安倍晋三首相は 2014年に「法の支配三原則」を提唱し、地

域の各国が国際法に則り、領土や海域の問題を解決する重要性を強調してきました。自ら

を「開かれ安定した海洋」を追求する海洋国家と位置づける日本は、2016年 7月に下され

た南シナ海における仲裁判断を、最終的かつ法的拘束力を持つ判断として強く支持し、紛

争当事国が判断に従う必要性を訴えています。 

日本が「開かれ安定した海洋」に向けて主導的な役割を果たしていくためには、視野を

広げ、大きな構想力をもち、長期的な施策を立てて行く必要があります。そのために本事

業では、国際法そのものに内在する問題点を検討する国際法学のアプローチと、各国の海

洋安全保障政策の比較や地域における信頼醸成や危機管理に向けた取り組みの実態調査と

いう地域研究のアプローチを組み合わせ、インド太平洋の海洋安全保障問題に関する学際

的な調査・研究を進めてきました。 

地域研究会では、インド太平洋地域の海洋主要国についての「カントリー・プロファイ

ル」を作成するとともに、地域枠組みにおける法の支配に向けた取り組みを評価・分析す

ることを目的としています。本報告書には、2 年間にわたって研究会メンバーが、主要な

海洋国の海洋法解釈や、領域警備態勢を含む海洋安全保障政策や課題などを調査・研究し、

議論を積み重ねた成果である、各国の「カントリー・プロファイル」が収められています。 

ここに表明されている見解はすべて個人のものであり、当研究所の意見を代表するもの

ではありませんが、本中間報告書が、わが国の外交・安全保障に関する政策研究や議論の

向上に資することを心より期待するものであります。 

最後に、本研究に真摯に取り組まれ、報告書の作成にご尽力いただいた執筆者各位、な

らびにその過程でご協力いただいた関係各位に対し、改めて深甚なる謝意を表します。 
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序論 

 

菊池 努 

 

日本政府が 2013 年 12 月に策定した「国家安全保障戦略」が指摘するように、日本は自

由で開かれた海洋に国家の生存を依拠する海洋国家である。今後もこの自由で開かれた海

洋秩序が維持されることが日本の平和と繁栄にとって不可欠である。 

しかし今日、戦後の日本の平和と発展を支えてきた海洋の秩序を脅かす動きがインド太

平洋の各地で顕在化している。領土や海洋権益をめぐる争いが深刻化している。係争地域

における力による圧迫や領土の奪取、環礁の埋め立てなどの一方的な現状変更への動き、

係争地域への軍事施設の建設、国際法に基づかない海洋権益の主張、航行の自由への侵害

行為など、海洋秩序を脅かす行為が東シナ海や南シナ海などの日本の最も重要な通商路が

通る海域で深刻化している。海洋をめぐる争いはさらに拡大し、今日、インド洋の安定に

とっても海洋安保問題への対応が急務になっている。こうした悪化する海洋安全保障の環

境を改善するための積極的な施策が日本には求められている。 

日本が直面する海洋安全保障の問題に取り組むために、本事業では、国際法上の課題を

取り扱う「国際ルール検討グループ」（国際法研究会）とアジア太平洋地域の各国の海洋安

全保障政策を比較する「国別政策研究グループ」（地域研究会）を立ち上げ、これらがそれ

ぞれの研究を独自に行いつつ、研究における相互乗り入れや合同研究会の開催を通じて有

機的に連携し、インド太平洋に自由で開かれた海洋秩序を維持するための方策を検討して

きた。 

「国別政策研究グループ」では、各委員による国別のカントリー・プロファイルの作成

を中心的な課題にしつつ、研究委員による定期的な会合に加え、各国専門家との意見交換、

海洋に関する海外の会議やセミナーへの研究会メンバーの派遣、国内でのセミナーの開催、

若手人材育成のための海洋安保講座の開催など多様な事業を過去２年の間に実施してきた。 

1 年目は各国の海洋法解釈や領域警備態勢を含む海洋安全保障政策の現状分析と比較

研究を行い、各国のカントリー・プロファイルをデータベースとして、この問題に関心を

有する内外の関係者に提供してきた。2 年目（2016 年度）はこのカントリー・プロファイ

ルをさらに充実させながら、地域における信頼醸成や危機管理、平和的解決に向けた努力

の現状と課題も研究し、それに基づいて自由で開かれたインド太平洋の海洋秩序の維持強

化のために取るべき日本の方策を検討した。 

本報告書はこの中の「国別政策研究グループ」の 2 年にわたる活動を踏まえた最終報告



序論 

 －2－

であり、その活動の中心的課題であるインド太平洋地域の主要海洋国のカントリー・プロ

ファイルを国別に子細に検討している。 

われわれがこの事業で取り上げた諸国はアメリカや中国といった大国ばかりではない。

本報告書が示すように、研究会では大国といわれる諸国以外の国々を可能な限り包摂しよ

うと試みた。この背景には、インド太平洋の国際関係についての独自の認識がある。一般

に、国際社会の将来を展望するときに、「大国」と呼ばれる国を中心にみるのが普通である。

実際、インド太平洋地域の諸国の関心は米中関係の推移に向けられている。米中が協調関

係を築くのか、それとも両国の対立が深刻化し、インド太平洋は対立と紛争の地域になる

のか、という問題関心がそこにはある。 

ただ、こうした見方はいささか一面的に過ぎると思われる。アメリカも中国も大きな力

を持った国であるが、内外に様々な脆弱性と拘束を抱えている。アメリカがかつてのよう

な世界で圧倒的な力と影響力を持つ時代は確かに過去のものになりつつある。しかし、ア

メリカにとって代わるほどの力と影響力を中国がこの地域で獲得しているわけではないし、

今後中国がそうした力を持ちうるのか判然としない。 

「台頭する国家（中国）」と「既存の覇権国（アメリカ）」による地域秩序の将来をかけ

た激烈な闘争という見方は、この地域の国際関係についての一面的な、皮相な見方なので

はないか。米中いずれも巨大な力を有した国だが、一国でこの地域の海洋秩序の将来を決

められるほどの力を有していないし、今後もそうであろう。米中の対立と紛争が激化して

いるのは事実だが、それがアジアの国際関係の基本構造を形成するとは考えにくい。逆に、

インド太平洋の国際関係は、米中以外の諸国が一般に考えられている以上に大きな役割を

担う余地が大きいことが特徴である。つまり、インド太平洋の今後を展望する際に、米中

以外の諸国の動向が大きな影響を及ぼすということである。 

実際、米中両国も近年、インド太平洋諸国との関係強化に余念がない。アメリカのオバ

マ政権の「リバランス」の政策の中心テーマがこの地域の諸国との関係強化にあった。ト

ランプ政権のアジア政策やインド太平洋政策の輪郭は依然として不透明ではあるが、また、

トランプ政権の今後の施策についてのこの地域の諸国の不安と懸念は依然として大きいが、

その一方で、就任当初予測されたような「アジア離れ」は起こってはいない。アメリカの

「レーダー・スクリーン」から消えてしまったといわれていた東南アジアについても、最

近、政権首脳から政策の継続を予想させる発言がなされている。 

中国も近年、「周辺外交」の強化を主要な外交課題とし、インド太平洋諸国との関係強

化を進めている。「アジアインフラ投資銀行」の設立を主導し、「一帯一路」構想を積極的

に推進しているが、その対象はインド太平洋の諸国である。この地域の幅広い諸国との関
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係強化が急務であるとの認識がその背景にある。 

海洋の問題も例外ではない。米中共に、自ら希望する海洋秩序を構築するには地域の他

の諸国の支持と協力が不可欠である。実際、米中ともにインド太平洋の諸国の支持を求め

て活発な活動を展開している。 

インド太平洋の諸国も米中の動きを傍観しているわけではない。彼らも望ましい海洋秩

序を求めて関係諸国の連携を強めるなどの活動を積極的に推進している。インド太平洋の

諸国は、大国間の権力政治を傍観するだけの弱い存在ではない。大国政治の荒波にもまれ

ながらも、その中で自らの外交空間を拡大し、大国との間の交渉力を強めようとしている。

米中以外のインド太平洋の諸国における対外交渉力と影響力は、一般に考えられている以

上に大きいのである。そして、これらの諸国が今後どのような施策を採用するかが大国間

政治と海洋秩序の将来のあり方にも影響を及ぼす。つまり、インド太平洋の海洋秩序の将

来は、米中それぞれの政策動向や米中関係の推移と同時に、米中以外の諸国が今後海洋を

めぐる諸問題に関して、どのような政策を推進していくかがきわめて大きな意義を担って

いるのである。海洋安全保障の問題を考えるにあたってわれわれは、「米中関係を超えて」

幅広い視点を持つ必要があるのである。 

この地域の多くの諸国が開かれたリベラルな海洋秩序によって大きな利益を得てきた。

この意味でインド太平洋の多くの諸国は、国連海洋法条約をはじめとする国際的なルール

によって支えられた、自由で開かれた海洋秩序を支持している。しかし同時に、これらの

諸国の間には、先進諸国主導の秩序原理への警戒心や先進諸国への不信感もある。今後こ

れらの諸国がリベラルな秩序をより深く支持する可能性もあれば、逆の可能性もありうる。

そして、これらの諸国の政策動向がインド太平洋の海洋秩序のあり方に影響を及ぼす。 

したがって、海洋の秩序に関する日本の主要な外交課題のひとつは、これらの諸国がリ

ベラルな規範やルールを着実に受け入れ、その維持強化に日本とともに努力する方向に誘

導することである。2016 年 7 月の国連海洋法条約に基づく仲裁裁判所の判断に対する各国

の対応なども含む、インド太平洋の主要国の海洋安全保障に関する姿勢を包括的にまとめ

た本報告書は、そうした具体的かつ包括的な日本の対応策を検討するための基礎的かつ重

要な情報であると確信する。本報告書が、インド太平洋の海洋の将来と日本の海洋安全保

障の今後に関心を持つ多くの方々に活用されることを切望する。 
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第１章 中国の海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

土屋 貴裕 

 

1. 海洋法の解釈 

（１）領海（および群島水域）における無害通航権についての考え方 

 1996 年 5 月 15 日、中国は国連海洋法条約（United Nations Convention on the Law of the Sea: 

UNCLOS）に批准、パラセル（西沙）諸島に対して領海基線を設定1。また、2012 年 9 月

10 日、尖閣諸島に対して領海基線を設定した2。UNCLOS では、外国軍艦の無害通航が認

められているが、中国は 1992 年 2 月に制定した「中華人民共和国領海および隣接区法」

（後述）で外国の船舶が領海を無害通航する際には、外国商船に対して事前通知、外国軍

艦に対しては許可・同意が必要と規定している（同法第 6 条）。 

 他方、2014 年 9 月 4 日、米国領海内（アラスカ沖・ベーリング海、アリューシャン諸島

から約 6 海里）を、中国海軍艦艇 5 隻が通過。また、2015 年 12 月 26 日には、中国の情報

収集艦 1 隻が千葉県房総半島沖に接近。中国国防部は、同月 31 日の定例記者会見で「中国

人民解放軍海軍の艦艇が他国の領海以外の区域において正常に航行することは、国際法お

よび国際的な実際の行動に合致する。中国側は関係する沿岸国が国際法に基づき享受して

いる権利を尊重しており、関係各国も中国側が関係海域で国際法に基づき享受する航行の

自由の権利を尊重するよう希望する」と発言した3。 

 米国の「航行の自由」作戦に対しては、2015 年 10 月 9 日、中国外交部定例記者会見に

おける華春瑩報道官の発言に見られるように、「いかなる国も航行と飛行の自由の擁護を名

目に、南沙諸島における中国の領海・領空を侵犯することは絶対に許さない」との立場を

とっている4。 

 2015 年 10 月 27 日、米国が南シナ海において海軍駆逐艦「ラッセン」（USS Lassen）に

よる「航行の自由」作戦が行われたが、これに対し、同日の中国外交部記者会見で陸慷報

道官は、「中国政府の許可を受けない、不当侵入だ」、「南沙諸島のサンゴ礁周辺海域におけ

る米艦船の行動は中国の主権と安全を脅かし、地域の平和と安定を損なう」ものであり、

「強烈な不満と断固たる反対」等と発言5。中国は海軍艦艇のミサイル駆逐艦「蘭州」と巡

視艦「台州」による監視・追尾・警告を実施、中国の「領海および隣接区法」に基づき、

軍艦艇に対する無害通航の許可を得るよう要求した。 

 中国は従来スプラトリー（南沙）諸島そのものに主権が及ぶとしており、人工島につい

ても「安全」のみならず、中国の「主権」が及ぶ範囲とみなしているものと解釈可能であ
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る。しかし、中国が埋め立てを行い人工島となっているスービ（渚碧）礁は元々「低潮高

地」であり、領有権や領海（12 海里規定）、「排他的経済水域」（Exclusive Economic Zone: EEZ）

の宣言を主張できない（UNCLOS 第 13 条）。 

 また、2016 年 1 月 30 日には、パラセル諸島のトリトン（中建）島の 12 海里内に米海軍

ミサイル駆逐艦「カーティス・ウィルバー」（USS Curtis Wilbur）が 3時間にわたり無害通

航を実施。同日、中国国防部の楊宇軍報道官は「米軍艦が許可なく侵入」したのは「故意

の挑発」であるとして、「島嶼部隊と海軍が監視や警告」等の措置を実施したとの談話を発

表した6。 

 

（２）EEZ における航行権および上空飛行についての考え方 

 中国は、自国の海岸から 200 海里の EEZ について、外国の航空機は上空飛行、通信の自

由を享受できるが、「中国の関係法規を遵守しなければならない」（「中華人民共和国領海法」

第 8 条、第 13 条）と規定し、安全保障上の権利義務を重視している。 

 2015 年 5 月 19 日、海南島東方約 210km の南シナ海（中国の EEZ 内）で監視活動に当たっ

ていた米海軍「P-8」対潜哨戒機に対して中国空軍の「J-11」戦闘機が約 6m に迫る異常接

近を行い、「軍事警戒区域に接近」したとして監視活動の中止を要求した。中国は、「軍事

警戒区域に接近」した航空機に対しては「追尾・駆逐可能」（「中華人民共和国領海法」第

14 条）と規定している。 

 他方で、2012 年 12 月 13 日、国家海洋局所属の航空機「Y-12」が、日本の領空を侵犯。

2015 年 9 月、山東半島の東約 130km の黄海の公海上の空域において、米軍の「RC-135」

偵察機に中国海軍「SH-7」が約 150m に迫る異常接近を行っている。 

 また、2013 年 11 月 23 日には、「東海防空識別区」を設定7。区域内を飛行する全ての航

空機に対して事前に飛行計画の提出を要求、従わない場合は「防御的な緊急措置をとる」

と規定した。これは、領空侵入を目的としない航空機をも識別するなど、日本をはじめと

する他国の防空識別圏（Air Defense Identification Zone: ADIZ）とは異なる運用規定である。

実際、2014 年 5 月 24 日には、「東海防空識別区」内を飛行していた航空自衛隊の観測機

「OP-3C」と電子測定機「YS-11EB」に対して中国軍の戦闘機「Su-27」が約 30m から 50m

に迫る異常接近を行っている。 

 なお、中国政府が公表した「東海防空識別区」の地図では、尖閣諸島周辺に中国の領海

基線が引かれている。新華社が「軍事専門家」の肩書きで空軍指揮学院政治工作系教員の

柴立丹に行ったインタビューによれば、「釣魚島上空は領空」であり、「釣魚島と付属の島

は中国の固有の領土で、釣魚島上空の空域は中国の領空である。したがって、日本が釣魚
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島上空に“防空識別区”を設けるのは不法である」との見解を示している8。 

 

（３）国際海峡における通過通航権についての考え方 

 中国の海軍艦艇が西太平洋上における演習や遠洋航海を行う際、日本近海の国際海峡を

通過する必要があるが、近年海峡の通過通航経路を多様化させている。 

 2016 年 6 月 15 日、中国人民解放軍海軍のドンディアオ（東調）級情報収集艦 1 隻が鹿

児島県口永良部島西側の日本領海に侵入。中国国防部は、「トカラ海峡は国際航行に使用す

る領海海峡、中国軍艦の当該海峡通過は『航行の自由原則』に基づいたもの」と説明し、

国際法上、「領海内への無害通航」ではなく、「国際海峡の通過通航権」を理由にした通過

通航を主張9。 

 2016 年 10 月 18 日、北海艦隊所属の艦艇編隊（ジャンカイ<江凱>Ⅱ級 054A型ミサイル

護衛艦「塩城」および「大慶」、フチ<福池>級 903型総合補給艦「太湖」）が、ニュージー

ランド（11 月 16-21 日）、米国（12 月 6-9 日）、カナダ訪問（12 月 15-19 日）に向け出航10。

同月 20 日、東シナ海から鹿児島県沖の大隅海峡を通航して西太平洋へ。2017 年 1 月 5 日、

津軽海峡を青森県沖の西太平洋から西進して通過。同月 10 日、日本海を南下、長崎県沖の

対馬海峡を東シナ海へ向けて通航。 

 2016 年 12 月 25 日、空母「遼寧」編隊が沖縄県沖の宮古海峡を西太平洋に向けて通過。 

 

２．海洋安全保障政策 

（１）海洋安全保障に関する国内法・政策 

 中国は近接する海域 473万平方キロメートルを「藍色国土」あるいは「海洋国土」と称

し、「海洋権益の擁護」を掲げ、国内の海洋関連法律法規および声明・文書を発出し、同海

域における主権主張を強化している11。また、国内法律法規により、国際的な法規範と異

なる行動や独自の解釈を行っている12。 

 

（a）国内の主な海洋関連法律法規および声明・文書 

・「領海に関する中華人民共和国政府声明」（1958 年 9 月 4 日） 

・「中華人民共和国外交部声明」（1971 年 12 月 30 日） 

・「領海および接続水域法」（1992 年 2 月 25 日）13
 

・「排他的経済水域および大陸棚法」（1998 年 6 月 26 日） 

・「海域使用管理法」（2001 年 10 月 27 日批准、2002 年 1 月 1 日施行） 

・「物権法」（2007 年 3 月 16 日批准、2007 年 10 月 1 日施行） 
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・「海島保護法」（2009 年 12 月 26 日） 

・「釣魚島およびその付属島嶼の領海基線に関する中華人民共和国政府声明」（2012 年 9

月 10 日） 

・「中華人民共和国外交部声明」（2012 年 9 月 10 日） 

・政府白書『釣魚島は中国固有の領土である』（2012 年 9 月 25 日） 

・「南シナ海における領有権と海洋権益に関する中華人民共和国政府の声明」（2016 年 7

月 12 日） 

・政府白書『中国は南シナ海における中国とフィリピンの紛争の話し合いによる   

解決を堅持する』（2016 年 7 月 13 日） 

・中国人民最高法院、領海や EEZ、大陸棚を中国の国内法が適用される「管轄海域」と

規定、他国船の取り締まりを「合法」であるとする解釈規定を公布・施行（2016 年 8

月 2 日） 

 

（b）その他関連法律・法規 

 ・「海洋環境保護法」（2000 年 4 月 1 日） 

・「海域使用管理法」（2002 年 1 月 1 日） 

・「無人島の保護と利用に関する管理規定」（2003 年 7 月 1 日） 

 ・「海南省沿海国境警備治安管理条例」（2012 年 11 月 27 日改正） 

 

（c）南シナ海における「9段線」 

 中国は、南シナ海における「9段線」について、UNCLOS採択以前の「1948 年から主張」

しており、「同海域に議論の余地のない主権を有し、管轄権を持つ」としている。また、南

沙諸島には、「国連海洋法条約に基づいて、中国の国内法で領海および排他的経済水域、大

陸棚を有すると規定している」と主張しており、9 段線内の島々に主権が及ぶかのような

言行がみられる。なお、UNCLOS では 12 海里の領海線についてのみ規定されている。た

だし、南シナ海については、西沙諸島を除いて、まだ領海基線を画定していない14。 

 2016 年 7 月 12 日の仲裁裁判の裁定直後に発表された「南シナ海における領有権と海洋

権益に関する中華人民共和国政府の声明」でも、中国は南シナ海諸島（東沙・西沙・中沙・

南沙諸島）に対する主権と歴史的権利を有し、南シナ海の諸島は内水、領海、接続水域を

有するとともに EEZ と大陸棚を有する、との主張が繰り返されている。 
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（d）習近平政権下の海洋安全保障政策 

 習近平政権発足前の 2012 年 9 月、中央海洋権益工作領導小組が創設15。2012 年 11 月の

中国共産党第 18回全国代表大会における胡錦濤総書記の政治報告では、「海洋資源の開発

能力を高め、海洋経済を発展させ、海洋生態環境を保護し、断固として国家海洋権益を守

り、海洋強国を建設すること」が掲げられた16。 

 2013 年 7 月 30 日には、「海洋強国」建設に関する中国共産党中央政治局第 8回集団学習

を開催。学習を主宰した習近平総書記は、中国が大陸国家であるとともに海洋国家である

との認識を示し、「海洋強国の建設は中国の特色ある社会主義事業の重要な部分」であり、

「海洋強国建設の推進で新たな成果を収めなければならない」と述べた上で、「海洋権益を

守る能力を高め、自国の海洋権益を断固守る」ことを強調した17。 

 

（２）個別問題への対処：南シナ海における漁業規制 

 1999 年以降、毎年 5 月 16 日～8 月 1 日の期間、北緯 12度以北からトンキン湾を含む中

越海上境界線までの南シナ海で、海洋資源保護を理由に中国は漁業活動や漁業禁止令を発

出。同海域にはベトナムの EEZ が含まれている。 

 

（３）交渉・国際裁判での紛争処理例 

 これまで、中国は UNCLOS に基づく法的措置の経験はない。2013 年 1 月、フィリピン

が UNCLOS の紛争解決手続きを申し立てたが、中国は「フィリピンが南シナ海行動宣言

（Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea: DOC）に反して一方的に仲裁に

付託」したものとして、常設仲裁裁判への出廷・参加を拒否している。 

 2014 年 12 月 7 日には、中国外交部が管轄権に関するポジションペーパー「フィリピン

共和国が付託した南シナ海仲裁事案の管轄権問題に関する中華人民共和国政府の立場につ

いての説明書」を公表18。フィリピンによる常設仲裁裁判所への提訴に対して、中国は常

設仲裁裁判所の強制管轄権を認めないという立場を表明した。（南シナ海仲裁への対応は後

述参照） 

 

（４）南シナ海問題に関する方針および南シナ海仲裁裁定への反応 

（a）歴史的経緯 

・1956 年、パラセル諸島の東半分を占拠。 

・1974 年、南ベトナムと交戦、パラセル諸島の西半分を占拠。 

・1988 年、ベトナムと交戦、ジョンソン南（赤瓜）礁等を占拠。 
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・1995 年、フィリピンと交戦、ミスチーフ（美済）礁を占拠。 

・1998 年、ミスチーフ礁に対する構築物を強化。 

・2001 年、米海軍の「EP-3」と中国海軍の「J-8」が空中衝突。 

・2009 年、海南島南方沖約 120km で米海軍音響観測船「インペッカブル」の航行を妨

害。 

・2012 年、フィリピンと対峙、監視船を派遣。中国国家海洋局がスカボロー礁（黄岩

島）、パラセル諸島と尖閣諸島の周辺海域を人工衛星や航空機で遠隔監視する「海域

動態監視観測管理システム」の範囲内へ組込み。 

・2013 年 12 月、空母「遼寧」を南シナ海に初めて派遣、各種の訓練実施。同月、海南

島付近で、米海軍巡洋艦「カウペンス」への中国空母艦隊の揚陸艦による異常接近、

航行妨害。 

・2013 年 8 月中旬から、中国海警船編隊が北ルコニア礁（北康暗沙）、南ルコニア礁（南

康暗沙）への巡航・監視を継続的に開始19。 

・2014 年 1 月、南海艦隊の訓練艦隊、南シナ海を横断、インド洋にて遠洋訓練実施。 

・2015 年 10 月 19-20 日、成都にて、2002 年の南シナ海行動宣言（DOC）に基づく行動

規範（COC）策定に向けた第 10回高官協議、第 15回合同ワーキンググループ実施。 

・2016 年 1 月、ファイアリークロス（永暑）礁に造成した飛行場に、中国政府がチャー

ターした民間航空機 2機が離着陸。 

 

（b）島礁の造成、滑走路等の建設 

 中国が造成、滑走路等の建設を進めている島礁は、ファイアリークロス礁、ガベン（南

薰）礁、ジョンソン南礁は 12 海里の領海権を有すると判断可能な岩礁であるが、ヒューズ

（東門）礁、ミスチーフ礁、スービ礁は埋立て前には満潮時に水没する「低潮高地（暗礁）」

であり、本来、UNCLOS に基づく領有権や領海を主張できない。2017 年 1 月現在、南シナ

海における ADIZ は未宣言。埋め立てた島礁を基にいかなる権益を主張するかは未だ不明

であるが、前掲の「南シナ海における領有権と海洋権益に関する中華人民共和国政府の声

明」に基づけば、これらの島礁にも領海、接続水域、及び EEZ と大陸棚を有するとの主張

を行うものと見られる。 

 2016 年 12 月 13 日、米シンクタンクの戦略国際問題研究所（CSIS）によるウェブサイト

「アジア海洋透明性イニシアチブ」（AMTI）は、衛星写真から中国が南シナ海に造成した

7 つの人工島全てにミサイル迎撃システムや防空システム等を配備していることを確認し

た20。これに対して、中国国防部新聞局は、「主に防御と自衛に利用するものであり、正当
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で合法的である。他人が玄関先で武力を誇示しているのにパチンコ 1 つさえも準備しても

いけないのか」等と反論している21。 

 

（c）南シナ海仲裁裁定への対応 

・裁定に先立ち、中国の立場を支持する国際世論を形成しようと試み、「数十か国以上

が中国の立場を公式に支持している」と主張22。 

・2016 年 7 月 12 日、UNCLOS付属書Ⅶに基づく仲裁裁判所の裁定に対して、中国政府

は「南シナ海における領有権と海洋権益に関する中華人民共和国政府の声明」を発

表。同日、習近平国家主席がドナルド・トゥスク欧州理事会議長との会談の場で、「中

国の南シナ海における領土主権と海洋権益はいかなる状況においても仲裁裁判の影

響を受けず、中国は仲裁裁判に基づくいかなる主張や行動も受け入れない」等と発

言。中国外交部も「声明」を発表するとともに、陸慷報道官が「比新政権との対話

の扉は開いている」等と発言。王毅外交部長は「法律の衣を纏った政治的茶番」等

と発言、中国国防部は「仲裁結果にかかわりなく軍は主権を断固守る」等と発表。 

・2016 年 7 月 13 日、中華人民共和国国務院新聞辦公室が政府白書『中国は南シナ海に

おける中国とフィリピンの紛争の話し合いによる解決を堅持する』を発表、中比二

国間で交渉との立場を堅持。8 月、ロドリゴ・ドゥテルテ比大統領の特使としてフィ

デル・ラモス比元大統領が香港を訪問し、傅瑩・全国人民代表大会外事委員会主任

委員、呉士存・中国南海研究院院長らと会談し、漁業および観光問題等について議

論。 

 

３．海上警備態勢 

（１）海軍・海上法執行機関 

（a）人民解放軍海軍（隻数は 2016 年 12 月末時点）23 

・海軍人員数：約 235,000 人（2013 年公表値）24。 

・予算：海軍のみの予算・決算額は非公開。 

・北海艦隊（司令部・青島）：航空母艦 1 隻、攻撃型原子力潜水艦 4 隻、通常動力潜水

艦 18 隻、駆逐艦 8 隻、護衛艦（フリゲート）10 隻、揚陸・両用戦闘艦 2 隻、ミサイ

ル哨戒艇 18 隻、コルベット 7 隻。 

・東海艦隊（司令部・寧波）：通常同力型潜水艦 19 隻、駆逐艦 8 隻、護衛艦（フリゲー

ト）25 隻、揚陸・両用戦闘艦 21 隻、ミサイル哨戒艇 30 隻、コルベット 11 隻。 

・南海艦隊（司令部・湛江）：攻撃型原子力潜水艦 5 隻、弾道ミサイル(SLBM)搭載原子
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力潜水艦 4 隻、通常動力型潜水艦 20 隻、駆逐艦 11 隻、護衛艦（フリゲート）15 隻、

揚陸・両用戦闘艦 26 隻、ミサイル哨戒艇 38 隻、コルベット 12 隻。 

※2015 年 12 月 31 日、中国国防部定例記者会見で国産空母の建造を初めて公表25。 

※2016 年 2 月、人民解放軍の組織改編により、北海艦隊は北部戦区海軍、東海艦隊は

東部戦区海軍、南海艦隊は南部戦区海軍として、各戦区に隷属。 

 

（b）海上法執行機関（国家海洋局・中国海警局） 

・国家海洋局編成人員数：372 人（2013 年 6 月規定値）26。 

・中国海警局編成人員数：16,296 人（2013 年 7 月公表値）27。 

・予算28
：中国海警局としての予算額等は非公表。 

・「海洋管理事務」費 …2014 年決算額：約 84億 4,305万元（予算比 54.03%増） 

  2015 年決算額：約 81億 9,604万元（予算比 5.96%減） 

   2016 年予算額：約 43億 6,864万元 

  内「海洋権益維持」費 …2015 年予算額：約 6,370万元（決算額は非公開） 

  2016 年予算額：約 6,370万元 

  内「海洋法執行・監察」費…2015 年予算額：約 15億 4,008万元（決算額は非公開） 

 2016 年予算額：約 12億 1,660万元 

・中国の沿岸警備は 3 つの海区に分けられ、それぞれ総隊を配備。 

・黄渤海区（遼寧、河北、天津、山東） 

・東海区（江蘇、上海、浙江、福建） 

・南海区（広東、広西、海南） 

・沿岸警備船 390 隻以上、内 1 千トン級以上の中国海警船は 118 隻以上（2016 年末時

点、就役ベース：1万トン級 2 隻、5 千トン級 5 隻、4 千トン級 8 隻、3 千トン級 29

隻、2 千トン級 4 隻、1 千トン級 45 隻、海監・漁政船 24 隻以上）。その他、1 千トン

級以上の海洋調査船 13 隻29。 

・海上法執行機関の統廃合 

・1998 年 3 月、国土資源部国家海洋局内に中国海監総隊を設立。 

・2007 年、中国の全領海域で「権益擁護」（原語は「維権」）のための巡航による法

執行を実施。 

・2008 年 12 月、中国海監が魚釣島から 12 海里の領域に侵入、「権益擁護」のための

巡航による法執行活動を実施。 

・2013 年 3 月 14 日、第 12期全国人民代表大会第 1回会議の第 4回全体会議におけ
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る「国務院機構改革・職能転換案に関する草案」採択により、国家海洋委員会の

創設や海洋当局の再編を実施30。 

・国家海洋委員会…中国共産党中央外事（工作領導小組）辦公室海権局（＝中央海

洋権益工作領導小組辦公室31、局長：鄧中華・元外交部辺海司司長）が、国家海

洋局、外交部、公安部、農業部、人民解放軍等の海洋関連部門と協調して海洋権

益に関する事柄を統一して計画するハイレベルの調整機関。国家海洋発展戦略の

制定と海洋に関する重大事項を統一的に計画、調整する責任を負う。国家海洋局

が具体的な業務を担当。 

・国家海洋局／中国海警局…国家海洋局、国土資源部国家海洋局（中国海監）、農

業部漁業局（中国漁政）、公安部（辺防海警）、海関総署(海上緝私警察)の職責を

整理、統合。国家海洋局の下に中国海警局を創設32。国家海洋局は国土資源部の

管理下に置かれ、公安部の業務指導のもと中国海警局名義で海上権益保護法執行

を展開33。 

・ただし、国家海洋局および中国海警局の権限の所在、上位機関、海軍との関係等

は不明瞭34。その他、国内水域の保安を担当する海事局・海巡が存在。 

 

（２）省庁間連携の状況（海洋情勢把握など） 

（a）中国の海上法執行機関と人民解放軍との連携 

・2012 年 10 月 19 日には、東シナ海で国家海洋局の海監や農業省漁政局の魚政と人民

解放軍海軍との海上合同演習「東シナ海協力―2012」を実施。 

・海南省三沙市では、海上合同法執行訓練を行うだけでなく、2015 年 7 月 25 日に人民

解放軍、海上法執行機関、海上民兵（軍・警・民）からなる合同指揮センター（三

沙軍警民聯防指揮中心）をウッディ（永興）島に設置する等、軍と海上法執行機関

とが密接に連携しあうことで、中国の「領土主権」、「権益保護」を実施している。 

（b）海上民兵 

・漁業・水産・港湾関係者（海洋・漁業局所属の企業を含む）を中心に構成されており、

平時は漁業等に従事し、必要に応じて訓練や演習に動員される。 

・民兵は、予備役とともに中央軍事委員会国防動員局（および国家国防動員委員会）が

所管する中国の武装力の一部として位置づけられており、各地方の人民武装部が組

織し、各地方の党委員会および人民解放軍の二重指揮を受ける 。 

（c）海洋当局間の情報共有 

・海洋に関する情報は、沿海各省・直轄市・自治区の海洋・気象・保安関係当局間にお
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ける共有が進められるとともに、国家海洋局の直属機関である国家海洋情報セン

ター（国家海洋信息中心、http://www.nmdis.gov.cn/）に集約されている。 

・海洋環境や海洋災害に関する予報や警報は、同じく国家海洋局の直属機関である国家

海洋環境予報センター（国家海洋環境予報中心、http://www.nmefc.gov.cn/）に集約さ

れている。 

（d）海洋情勢把握（中国海事局） 

①中国海事局船舶動態監視・コントロールセンター（上海） 

・沿革：2011 年、上海海事局が、近海の船舶動態監視ネットワークを確立するととも

に、上海市浦東新区の張江ハイテクパークに船舶動態監視・コントロールセンター

の運用準備を開始35。2012 年 1 月、運用開始36。2014 年 10 月、交通運輸部が正式に

批准37。2016 年 2 月 26 日、船舶動態監視・コントロールセンターにて、上海海事局

と華為技術有限公司が海事システム共有データベースプロジェクトの建設に合意、

署名38。 

・システム：6 つ（搭建集船舶、船員、船舶検査、通航環境、危険貨物、法規等）の静

的データベースと、4 つ（沿岸と衛星による船舶自動識別システム<AIS>、国際海事

通信衛星による船舶長距離識別・追跡システム<LRIT>、リモートセンシング衛星に

よる合成開口レーダー<SAR> 、船舶交通サービスシステム<VTS>）の動的データを

運用。 

②スマート海上監視サービスプラットフォーム（広東） 

・沿革：2013 年、広東海事局が、広東スマート海上監視サービスプラットフォーム（広

東智慧海事監管服務平台）の研究開発を開始39。2014 年末、オンライン接続。2015

年以降、省内各海事局へ展開。2016 年 6 月、広東省中山海事局で全国海事システム

「スマート海事」建設現場推進会開催
40。 

・システム…ユビキタスネットワーク、クラウドコンピューティング、ビッグデータ、

SOA、「インターネット＋」等の新技術と新しい理念を積極的に応用し、AIS、レー

ダー、CCTV、水文等の感知信号を基に、海事船舶、船員、船舶検査など 11 のデー

タベースを構築、運用。 

（e）海洋情勢把握（人民解放軍） 

・「重要な国家プロジェクト」として、西太平洋における海上戦略早期警戒システムの

建設プロジェクト、ハイエンド衛星探査システムの構築、海上基盤早期警戒探査ネッ

トの整備と海上・陸上早期警戒能力の向上を計画、推進41。 
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（３）重要海域の警備状況42 

（a）東シナ海における主な行動 

・常時 2 隻以上の中国海警船が巡視活動を「常態化」43。2012 年 9 月 14 日以降、尖閣

諸島のうち 3 島（魚釣島・北小島・南小島）の民法上の所有権を、民間人から国に

移したことを理由として、連日接続水域に入域。2013 年末以降、中国公船等による

尖閣諸島周辺の領海への侵入状況は、3 隻体制による月平均 3回の領海侵入となって

いたが、最近、4 隻体制（2016 年 9 月以降）による月平均 3回（2016 年 11 月以降）

の領海侵入へと増加44。 

・2013 年の国防白書『中国の軍事力の多様化された運用』で、「民兵が戦備任務に積極

的に参加し、辺海防地区の軍・警・民の共同防衛を行う」ことや、「海監・魚政など

の法執行部門の連携した仕組みを構築し、軍・警・民の共同防衛を構築、整備する」

ことに言及45。2015 年 12 月 29 日、福建省福州市で全国初の海上動員辦公室が成立46。 

・2016 年 8 月 5-9 日、中国の漁船および公船が尖閣諸島周辺海域を航行、領海侵入。 

・2016 年 8 月 7 日、防衛省が 6 月に東シナ海油田にレーダーおよび監視カメラの設置

を確認したことを公表。 

（b）南シナ海における主な行動 

・近年、「三沙海防民兵哨所」による警戒・監視を「常態化」47。海軍と海上法執行機

関、海上民兵の融合を掲げ、民兵を第一線、海警など海上法執行機関を第二線、軍

を第三線として位置づける48。 

・2015 年 9 月、スプラトリー諸島のファイアリークロス礁で滑走路が完成。2016 年 1

月 2、3、6 日、ファイアリークロス礁で中国政府がチャーターした民間航空機によ

る滑走路への離発着試験飛行を実施。7 月 12 日、中国政府が徴用した民間の飛行機

「CE-680」によるミスチーフ礁およびスービ礁への検査飛行を実施。 

・2016 年 7 月 10 日、許如清・交通運輸部海事局局長が「寧波中国航海日フォーラム」

の開幕記者会見で、南シナ海のクアテロン（華陽）礁、ジョンソン南礁、スービ礁、

ファイアリークロス礁で灯台が完成したと公表。 

・2016 年 7 月 18 日、スカボロー礁等の島礁付近空域にて、空軍の「H6-K」戦略爆撃

機等が哨戒を実施。同 19-21 日、海南島の南東海域にて、艦艇 100 隻余り、戦闘機数

十機による 3 艦隊合同の実弾射撃、空中戦闘等を含む軍事演習を実施。8 月 6 日、ス

カボロー礁等の島礁付近空域にて、空軍の「H6-K」戦略爆撃機、「Su-30」戦闘機、

早期警戒機、偵察機、空中給油機などが「戦闘巡航」を実施。 

・2016 年 9 月 3 日、フィリピン国防部が南シナ海のスカボロー礁に中国海警局の船舶 4
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隻を含む中国船 10 隻が活動していることを確認、10 月 25 日に中国船が同礁周辺か

ら撤収したことを公表。 

 

４．他国との関係 

（１）日本との協力の経緯と今後の課題 

（a）日本との協力の経緯 

・2004 年 10 月、東シナ海をめぐる日中協議再開。（2007 年までに 11回の公式協議） 

・2008 年 6 月 18 日、東シナ海問題について原則合意。 

・日中海空連絡メカニズムについては、日中間で領海・領空に適用するか否かをめぐる

見解に相違。中国は領海・領空への適用を主張。高級事務レベル海洋協議は、2012

年 5 月の第 1回実施以降、一時停止。2014 年の日中首脳会談で交渉再開が決定49。そ

の後、2014 年 9 月（第 2回）、2015 年 1 月（第 3回）、2015 年 12 月（第 4回）、2016

年 9 月（第 5回）、2016 年 12 月（第 6回）に実施。また、2016 年 11 月 25 日には、

日中海空連絡メカニズム専門家チーム協議第 6回会議を東京で開催。 

※米中間では、1998 年 1 月 19 日、米国国防省と中国国防部による米中軍事海洋協議で

合意（U.S.-China Military Maritime Consultative Agreement）。 

（b）今後の課題 

・日中海空連絡メカニズムの早期合意。中国の行動や法解釈、規定などに対応した領海

や領海内の国際海峡に対する国内法の整備。 

・2016 年 6-8 月の環太平洋合同演習（Rim of the Pacific Exercise）における日本との交

流拒否などを踏まえた多国間の枠組みにおける中国との協力、働きかけ強化。 

・南シナ海をめぐる仲裁裁判の裁定を踏まえた中国および周辺諸国への働きかけ強化。 

 

（２）第三国との協力関係 

（a）中国・ASEAN 間の海上衝突回避メカニズム構築 

・2016 年 9 月 7 日、第 19回中国・ASEAN首脳会議で「中国と ASEAN 諸国が海上緊

急事態に対応するための外交高官ホットラインプラットフォームの指導方針（ガイ

ドライン）」および「南シナ海における海上衝突回避規範（CUES）の適用に関する

中国と ASEAN 諸国による共同声明」を採択。 

（b）主な軍事交流・訓練など 

・2013 年 11 月 12-14 日、仮想第三国で災害が起きた場合に人道支援・災害救助（High 

Availability/ Disaster Recovery, HA/DR）を行うための机上シミュレーションを中国軍
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と米軍が陸地で合同演習を実施。2014 年には米国・タイなどと多国間共同訓練「コ

ブラ・ゴールド」に初参加。2015 年 1 月 16-18 日には、海南省海口市で中米両軍が

人道救援減災合同実兵訓練を実施。 

・2008 年 12 月から今日まで、アデン湾およびソマリア沖海域に船舶護衛のために海軍

艦艇を断続的に派遣50。 

・2015 年 9 月 17-22 日、マラッカ海峡で、中国海軍とマレーシア海軍が合同軍事演習

を実施。海軍艦艇による友好訪問や軍高官の往来、合同軍事演習等、第三国との協

力関係構築のために積極的な軍事外交を展開。 

・2016 年 1 月 17-21 日、中国海軍の海賊対策第 21次船舶護衛編隊がスリランカ・コロ

ンボを友好訪問。コロンボの外港でスリランカ海軍と海上合同訓練を実施。 

・2016 年 2 月 9 日、中国海軍第 21次船舶護衛編隊がインドの第 2回国際海上観艦式へ

の参加後、ビシャカパトナム沖でインドの空母「ビラート」や駆逐艦「コルカタ」

をはじめとする 17 隻の艦艇および米英等 8 か国 10 隻の海軍艦艇と合同航行演習を

実施。 

・2016 年 9 月 12-19 日、南シナ海（広東省湛江周辺海域）にて中ロ海軍による合同軍

事演習「海上連携 2016」にて錨地防御課目、海上合同作戦演習、合同防空・対潜科

目訓練、島嶼奪取訓練などを実施。 

・2016 年 11 月 15-21 日、中国とパキスタンの海軍が合同海上軍事訓練をパキスタン・

カラチ周辺海域で実施。主砲による射撃、ヘリコプターの相互着艦、編隊運動等 10

項目の訓練科目を実施。 

（c）主な海上法執行機関の交流・訓練など 

・2011 年から、メコン川流域で、中国・ラオス・ミャンマー・タイの 4 か国による合

同パトロールを実施するなど、法執行にかかる国際協力を実施51。 

・2016 年 6 月 13-17 日、中国海警船「海警 21115」が韓国を訪問。韓国海洋警備安全本

部および済州海洋警備安全署と交流。中国海警船が海外を訪問・交流したのは初。 

・2016 年 9 月 27 日、広東省海事局で中国・ASEAN 海上合同捜索救助の机上演習を実

施。中国と ASEAN 諸国の捜索救助機関の代表が机上演習に参加。 

・2016 年 11 月 10-12 日、中国海警船「海警 46305」がベトナム・ハイフォン市を友好

訪問。中国海警船がベトナムを訪問したのは初。 

・2016 年 12 月 15-16 日、フィリピン・マニラにて、中比海上警察海上協力合同委員会

の第 1回準備会議を開催。 
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本稿におけるインターネット情報の最終アクセス日は 2017 年 1 月 15 日である。 
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第２章 米国の海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

八木 直人 

 

はじめに 

 本稿では、この「航行の自由」作戦の背景にある「海洋国家としての米国」を概観する

ことによって、海洋安全保障政策の一端を探る1。また、軍事組織と法執行の問題について、

米国の伝統的な考え方である「民警団法」の側面から考察する。2015 年 10 月以降、米国

は海軍を実行者として南シナ海における Freedom of Navigation（FON）作戦を定期的に実

施し、一般に「航行の自由」と訳されるが、その概念はより広範である2。また、米国の権

利として、1983 年の米国の海洋政策から「航行及び上空飛行の権利」を規定している。FON

作戦実施の参考は、米海軍法務部ホームページにおいて各国の領海や排他的経済水域

（Exclusive Economic Zone：EEZ）、大陸棚等の海域設定、軍艦の領海内の事前通報義務等が

整理され、1991会計年度年以降のFONについては国防省のホームページで公開されている3。 

  

１ 「航行の自由」作戦の分析 

 (1) 報告書の概要   

 1992 年 2 月、当時の国防長官チェイニー（Dick Cheney）は、大統領と議会に対し FY1991

（90 年 10 月 1 日～91 年 9 月 30 日）における「航行の自由（Freedom of Navigation: FON）」

作戦を報告した4。それ以降、ほぼ毎年 FON の対象国及びその理由を含んだ報告書が国防

省から提出されている。その内容のうち、実施対象国と抗議の概要を年次毎にまとめたも

のが、巻末の図表であり、実施対象国、その理由及び抗議内容を記載している。 

(2) FON 対象国と抗議内容 

 年度ごとの報告書からは、以下の特徴が指摘できる5。 

ア UNCLOS 発効以前の主張 

 1990 年代前半は冷戦終結期であり、新たな国際的制度である国連海洋法条約（UNCLOS）

発効直前の時期である。FY1991（1990.10-91.9）の報告書では、90 年 8 月のイラク軍のク

ウェート侵攻、10 月のドイツ統一、91 年 1 月の多国籍軍の「砂漠の嵐作戦」等が背景にあ

る。実施対象国は 13 ヶ国であり、その大部分が領海幅 12NM の超過と直線基線の延長に

対する抗議である。FY92、FY93 は、軍艦の領海内航行に対する事前許可・通報に対する

抗議が増加している。UNCLOS は 73 年の第三次国連海洋法会議に続き交渉を継続し、82

年ジャマイカにおける最終議定書・条約署名会議で採択、84 年までに 159 ヶ国が署名（日



第２章 米国の海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 －22－

本は 83 年 2 月）し、94 年 11 月に発効した6。これは海洋法の法典化として国際社会は歓

迎したが、同時に、沿岸国管轄権が沖合に拡張され、公海の縮小という問題を内包した7。 

 米国は 1994 年の UNCLOS 発効以前に、自国の主張を明確にし、権利を擁護するための

活動として FON を実施した。FY91 の対象国はエクアドル、リベリア、ニカラグア等の途

上国であり、その理由は 12NM を超える領海幅の主張（ベニン、エクアドル、リベリア、

ニカラグア、ペルー、シエラレオネは 200NM を主張）への抗議、デンマーク、ハイチの

長すぎる直線基線への抗議である8。米国の主張は、伝統的な公海自由の原則に基づき、

「1982 年の国連海洋法会議、法益のバランスに則り、世界中での航海及び上空飛行の自由

に関する権利を主張し、実行」することである9。また、米国は UNCLOS に署名せず、深

海底の開発等、先進国の利益や原則を棄損する複数の問題を提示した10。その方策は、以

下の 3項目である。① 航海や上空飛行等の伝統的な海洋使用に基づく利益追求のための行

動、沿岸国の権利の均衡。② 海洋法会議の法益に基づく航海及び上空飛行の自由に関する

権利の主張と実施。③ 200NM の排他的経済水域の設定宣言である。特に FY94 報告では

「機動性と海洋法」の節を設け、UNCLOS の発効に伴って沿岸国の権利が拡大し、米軍の

機動性の低下と安全保障上の影響を懸念している。UNCLOS 発効に伴い、米軍の行動の自

由に制約が課されることが、最大の関心事であった。一方、FY91 では湾岸戦争と重複す

る時期にも拘わらず、多国籍軍の一員であったデンマークの直線基線に対する抗議を実施

し、同様に、日本に対しても FY99、FY10、FY12 に直線基線に対する抗議を行っている。 

イ 軍艦の領海内無害通航、ホルムズ海峡  

FY92、FY93 の FON の大部分は、領海内での軍艦の無害通航の制約への抗議である。オ

マーン及びイランはホルムズ海峡を自国領海と主張し、また、軍艦の無害通航に制約を加

える意図を有している。同海峡は最狭部が 21NM であり、12NM主張の両国の領海が重複

している。オマーンは 89 年の UNCLOS批准に際し、無害通航を事前許可制、潜水艦の浮

上を条件とし、同様にイランも軍艦に対する事前許可を宣言している11。この両国に対し

て継続的な FON が実施され、対イラン 20 回、対オマーン 15 回と抗議が成されている。

FY93 報告書ではオマーンに対し、「国際海峡に対する通過通航ではなく無害通航」を主張

している12。また海峡中央部には、海上における衝突の予防のための国際規則に関する条

約（COLREG 条約）に基づく分離通航帯がオマーン領海内に設定されている。国際海峡に

ついて、マゼラン海峡におけるアルゼンチンに対する行動とは量的な差異があり、「軍艦の

マゼラン海峡、領海通過に先立つ通報」への抗議は 2008 年以降 4回のみである13。 

ウ 原子力関連艦艇への制限 

 FON は、領海内に原子力関連の制約を課する国に対して実施されている。対象国は、ジ
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ブチやイエメン、エジプト、マレーシア、モルジブであり、最も継続的な抗議対象となっ

ているのはマレーシアである。各国の原子力規制の時期と FON 実施時期には、明確な関連

性がない。例えば、エジプトの場合 83 年の UNCLOS批准時、軍艦、原子力推進艦艇、核

物質搭載艦船及び汚染・危険物搭載艦船は領海内の無害通航に関し事前許可を求めた。こ

れに対し、米国がエジプトに実施した FON は 1993 年からであり、原子力関連の規定への

抗議、と明示したのは 2000 年以降である14。イエメンは 67 年以降、バブ・エル・マンデ

ブ海峡を含む領海内の通過に際し、外国軍艦及び原子力推進艦艇の事前許可を宣言してい

た。米国の FON は FY95 に実施され、原子力関連規定への抗議、と明示したのは FY99 で

ある15。マレーシアは 1996 年、UNCLOS批准時に原子力推進艦艇、核物質積載艦船に、領

海侵入許可制度を宣言したが、米国は FY07 に FON を実施した16。全体を通じ、米国は、

国際海峡を重視しており、マラッカ海峡に接するマレーシア、地中海とインド洋を結ぶス

エズ運河、紅海（バブ・エル・マンデブ海峡）に接するエジプト、ジブチ、イエメン等が

対象とされ、戦域間移動における国際海峡通過への制約に反応している。 

エ 戦略的意図の反映（対象国及び頻度） 

 図表の集計から、FON 対象国は 57 ヶ国、期間 25 年であり、合計 316回の実施が確認さ

れる。上位 10 ヶ国―イラン、フィリピン、カンボジア、インド、モルジブ、オマーン、中

国、インドネシア、マレーシア、ビルマ―に対象国が限定されて行くのは、2000 年代中盤

以降である。そこには世界システムの構造的変化や米国優位の相対的低下等の要素が考え

られる。90 年代中盤までは、単極かつ圧倒的優位の時代であり、海洋に関する原則の主張

が明確に反映されている。しかし、9.11後のアフガニスタンやイラク戦争を経て、多極化

やパワーシフトに従い、特定の地域や国家を意識した戦略的・政策的 FON に移行している。

例えば、中国に対しては FY06 までは数年間の間隔が認められるが、FY07 以降、毎年実施

され、アジア回帰やインド太平洋重視のシフトが考えられる17。 

 

２ 南シナ海における FON 

 南シナ海は、「世界経済の人口学的中軸」（demographic hub）と言われ、米国が公海上で

追求する「航行の自由」の重要性が一段と強調されている。公海における航行の自由は経

済的理由だけでなく、米国の軍事力の海外展開にとって極めて重要である18。中国は、近

年、南シナ海において人工島の建設と軍事基地化を進め、沿岸国であるベトナムやフィリ

ピンから抗議されていた。また、米国内でも、中国の一方的現状変更を懸念する傾向にあっ

た。オバマ政権は中国との関係を重視し、2012 年以降、当該海域における FON を控えて

いたが、南シナ海の現状から 15 年 10 月には FON 作戦の実施に踏み切った19。それ以前の
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状況は、次のとおりである。 

① 15 年 2 月、南シナ海での埋立て状況の世界的報道。 

② 15 年 5 月、米 CNNテレビの南シナ海報道(米海軍 P8哨戒機に同乗)。 

③ 5 月 30 日、シャングリラ・ダイアローグ（シンガポール）において、カーター国防

長官が埋立ての即時中止を要求。米軍の FON・上空飛行の権利行使の主張20。 

④ 6 月 8 日 G7サミットにおいて、「東シナ海及び南シナ海での緊張を懸念し…現状変更

を試みる一方的行動に強く反対する」との宣言21。 

⑤ 7 月 24 日、ハリス米太平洋軍司令官が中国の現状変更を非難し、ファイアリー・ク

ロス礁の戦闘機格納庫の建設、3000m級の爆撃機用滑走路等に警告を発する。 

⑥ 8 月 11 日、ASEAN地域フォーラムにおける「航行の自由と上空飛行の自由」に関す

る議長声明を発表した22。 

⑦ 9 月、米上院軍事委員会でのハリス司令官の証言に対し、2012 年以降の FON未実施

についてマケイン議長が「暗黙の認知に繋がる危険な政策」と警告した。 

⑧ 9 月 25 日、ワシントンにおける米中首脳会談において、オバマ大統領が南シナ海の

現状変更の停止を要求したが、習近平国家主席が「中国の領土」と拒否した。 

⑨ 10 月、米国は FON 作戦の実施を関係各国に通報。 

10 月 26 日、米海軍イージス駆逐艦ラッセンはフィリピン西方、スビ礁周辺海域での FON

を実施したが、公式発表は皆無であった。翌 27 日、サリバン上院議員は米上院軍事委員会

の公聴会において、FON 作戦の実施について質問したが、カーター長官は「貴方が新聞で

読んだ事は事実」と間接的な表現で認めたに留まっている。11 月に実施された東南アジア

諸国連合（ＡＳＥＡＮ）の首脳会議議長声明では、南シナ海の現状について「増加する軍

事アセットと軍事的前哨基地の拡大」について、首脳間の危機意識の共有が表明された23。 

12 月にはオーストラリア軍の P-3C哨戒機が FON 飛行を実施、豪国防省は地域の安全保

障と安定化のための「日常的海上パトロール(routine maritime patrol)」 と説明している。16

年 1 月には、米駆逐艦カーチス・ウィルバー（USS Curtis Wilbur）がパラセル諸島トリト

ン島の 12NM 内を航行した24。5 月には米ミサイル駆逐艦ウィリアム・P・ローレンス（USS 

William P. Lawrence）がファイアリー・クロス礁の 12NM 内を航行した。7 月 12 日には、

国際仲裁裁判所が中国の九段線の主張の法的根拠を否定する判決を下している。 

これまで見たように、FON は米国の国益として、歴史的に広く認識が共有されるように

なった。FON 作戦の目的は、国際制度に関する米国の立場の主張である場合、或いは特定の

国家の行動に対する抗議等、様々な意味を有している。その効果については、即効性ではな

く、多角的な分析に基づき、米国海洋政策の一貫性の表明として評価する必要があろう。 
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３ 海洋国家米国の発展と「航行の自由」概念 

米国は建国以来、「海洋の自由を死活的な国益」と認識し、海軍の使命を「大西洋、地

中海における商船の保護」と規定してきた。独立戦争時（1775 年）、大陸会議は大陸海軍

創設を承認し、27隻の艦艇を保有した。独立戦争期間を通じ、海軍は独立戦争遂行に寄与

したが、独立戦争の勝利が確定すると大陸海軍は解体され、1785 年までに艦艇はすべて売

却された。独立後、憲法制定の議論を通じ、米国の海洋国家としての進路を求めたのがハ

ミルトン（Alexander Hamilton）であり、通商国家としての発展と海軍の建設、また、造船

所や軍需工場、沿岸部の要塞に言及した。1794 年には海軍法（Naval Act of 1794）が成立

し、フリーゲート艦６隻の建造が開始された25。フランスとの紛争の間（1798-1800 年）に

米海軍は商船改造を含め、49 隻の軍艦を保有し、米英戦争（1812-15 年）では、英国の通

商破壊や五大湖での戦闘を通じ、戦争の早期終結に貢献した。ナポレオン戦争後、西洋列

強は協調体制を共有し、18 世紀後半から 19 世紀は英国の海上覇権が確立し、米海軍は南

北戦争期を除き衰退の途を辿った26。ローズヴェルト大統領は「海洋国家アメリカ」を強

く信奉し、大統領就任時（1901 年）の海軍力世界第 5位から 8 年後には世界第 2位にまで

成長させ、「現代海軍の父」と称された。同様の思想はウィルソン大統領の 14 ヶ条の平和

原則にも示されており、「絶対的な航海の自由」を万国共通の原則として、第 1 次世界大戦

参戦の意義を説明した27。戦間期には、海洋秩序構築のため、海軍軍縮条約等の諸条約を

締結した。第 2 次大戦参戦 3 か月前、ルーズベルト大統領は炉辺談話で「海軍や航空機に

よる哨戒…海洋の自由という米国の政策遂行（duty of maintaining the American policy of 

freedom of the seas）」と海洋の自由が、米国の死活的国益であることを国民に説明した28。 

このように歴史的な背景を持つ「海洋の自由」「航行の自由」原則に基づき、米国は第 2

次大戦後、「国際法に基づき全ての国家が有する航海及び上空飛行の自由と権利」を擁護し

促進するための非公式プログラムを実施してきた。その目的は歴史的水域の確認や領海基

線の適正化、軍艦の無害通航の容認等であり、反面、航行の自由を阻害する規制に対する

拒否の主張を海軍が行ってきた。1960 年代には、ソ連海軍の拡張と伴に、ソ連艦艇の活動

が増大し、米海軍艦艇に対する危険行為が増加、時に衝突事故が生起した29。洋上におけ

る米ソ艦艇による緊張関係の頂点は、キューバ危機である。1962 年のキューバ危機に際し、

米海軍が海上阻止活動を実施―戦争行為に含まれる「封鎖」（blockade）ではなく、検疫・

隔離を意味する“quarantine”と呼称―、商船のみならず、潜水艦の位置局限と強制浮上等、

海上における圧倒的な優位（制海）によって危機を収束した。ケネディ大統領は 1963 年、

米空母艦上で「キューバ危機が示す様に、制海とは安全保障を意味し、制海が平和をもた

らし、制海こそが勝利へと導く」と演説した30。このフレーズは現在でも米海軍でも継承
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されており、2010 年公表の戦略文書でも強調されている。キューバ危機後の 1967 年 5 月、

日本海で日米共同訓練実施中の米駆逐艦ウォーカーとソ連駆逐艦の衝突事故が発生した。

機動部隊の１艦であったウォーカーは、5 月 10 日と 11 日の 2 日間に、それぞれ別のソ連

艦艇と衝突した。この事態について、米国議会は、個艦防御のための武器使用を含む特別

のガイダンスの必要性を認めた。1970 年 9 月のヨルダン危機に際しては、レバノン沖の米

ソ艦艇が、相手方航空機に FCS（射撃指揮装置）レーダーを照準する事態が生起した。こ

のような状況下、偶発事故の回避を目的に米ソ海上事故防止協定 (Incidents at Sea 

Agreement: INCSEA)交渉が開始され、1972 年モスクワでの米ソ首脳会談において調印され

た31。その結果、米ソ間では、不測事態の生起や意図しないエスカレーションの危機を回

避しようとする共通認識が成立し、やがて各国海軍に共有される認識となるのである。 

一方、1979 年頃には、国際社会が従来の国際法概念とは異なる海洋での規制強化を主張

し、カーター政権が公式に「航行の自由プログラム（Freedom of Navigation Program）」を

政策化した。このプログラムは、外交と作戦行動の整合が原則となっている。米国は歴史

的に海洋及び航行の自由を死活的国益と捉え、それを害する行為を排除する活動を継続し

てきた。その系譜の中で、特に国際法的主張を持つ作戦行動を FON と命名し、実施する一

方、この種活動に伴う危険に関し、予測不可能な事態へのエスカレーション防止のため、

INCSEA 等の制度化も進めてきたのである。 

 

４ 民警団法と海軍／沿岸警備隊：武力集団と法施行の問題 

周知のとおり、民主主義国においては、軍隊に対する適切なシビリアン・コントロール

の原則が確立している。米国においても独立以来の伝統として、軍隊は主として対外的な

脅威に対処し、国内の治安維持等（災害対処を含む）は民警団が対応する原則が確立して

いた。歴史的には、南北戦争後、「民警団法（The Posse Comitatus Act: PCA）」が制定され、

軍隊が法執行や治安維持に従事する場合の規定を制限的に定めている。当初、PCA は海軍

や海兵隊、沿岸警備隊の活動に言及せず、適用外と考えられていた。1982 年以降、国防省

は PCA の禁止事項を海軍と海兵隊に拡大した。戦時においては、沿岸警備隊は海軍の一部

として活動するが、平時は国土安全保障省の管轄下にあり、法執行の職務に従事する。沿

岸警備隊が海軍の任務を遂行中―概ね、戦時の場合―には、海軍の命令に従うが、国土安

全保障省における平時の勤務においては PCA の適用を受けない（合衆国法典第 14 編第 3 

条）。しかし、海軍の戦闘任務に従事する場合には、PCA の対象となり制限されることに

なる。 

国防総省の顧問のウィリアム・タフトは、1979 年の議会の公聴会で、PCA の伝統と実効
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について証言した。それは、民主主義国における政軍関係の一端を表すものであり、その

趣旨を以下に紹介する。PCA は、英米の政治的な伝統であり、文民が制定した法律の執行

に軍隊を使用すれば、文民と軍隊の双方の利益を害することになる。「PCA の制定者は、

文民を統治するための極めて制限された軍隊の使用でさえ、不幸な結果が予測されるとし

ている。また、文民の問題に軍隊を関与させることは、国防に必要な資源を浪費させ、同

時に、軍隊の国を守る能力を害する。したがって、軍隊は通常、文民での対応が不可能な

重大な場合のみに法律を執行するために用されるべき」と警告している32。このことは、

薬物やテロリズムへの対処や違法な移民の取り締まり等の問題にとって、重要であり、長

期的な解決策を必要とする。しかし、その問題解決を軍事領域に委任すれば、将来的に、

軍隊の能力を衰退に導くだけでなく、文民の法律執行機関の能力を阻害し、最終的には国

力を衰退に導く結果となることが懸念される。 
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図表：FON 実施集計表 

 

 

 

出所：石原 敬浩 「米国にとっての航行の自由（Freedom of Navigation）」、『海幹校戦略研究』 特別号

（通巻第 12 号）2016 年 11 月、71 頁。 

 

 

 

 



第２章 米国の海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 －29－

－注－ 

 
1
  前回、平成 27 年度『カントリー・プロファイル』において、グローバルな戦略展開に関わる海洋安

全保障政策として、「航行の自由」作戦を検討した。本章は、本報告書の他の章と異なる構成となっ

ているが、米国の海洋法解釈、海洋安全保障政策、各国との関係、海上警備体制など研究対象となっ

ている要素を、航行の自由作戦、海洋国家としての米国を中心とした分析において、それぞれ明らか

にする。 
2
   U.S. epartment of Defense, “Freedom of Navigation Program Fact Sheet,” March 2015, Historical Background. 

3
  Maritime Claims Reference Manual, US Navy Judge Advocate General’s Corps HP, 

http://www.jag.navy.mil/organization/code_10_mcrm.htm: Under Secretary of Defense for Policy, 

DoD Annual Freedom of Navigation(FON Reports). 

なお、本稿は、以下の文献に多くを依拠している。 

石原 敬浩 「米国にとっての航行の自由（Freedom of Navigation）」、『海幹校戦略研究』 特別号（通

巻第 12 号）2016 年 11 月、64-85 頁 
4
  Secretary of Defense, Dick Cheney,“Annual Report to the President and the Congress, UA 23. .A4711 1992 c.2, 

“ February 1992.    
5
  Under Secretary of Defense for Policy, DoD Annual Freedom of Navigation （FON Reports）. 各年度国防報

告は、米国防省ホームページ参照。Historical Office, Office of the Secretary of Defense. 

  http://history.defense.gov/Historical-Sources/Secretary-of-Defense-Annual-Reports/ 
6   「海洋の国際法秩序と国連海洋法条約」、外務省、平成 26 年 10 月 1 日 
7
  池島大策「国連海洋法条約への参加をめぐる米国の対応」、『米国内政と外交における新展開』、日本

国際問題研究所、平成 25 年 3 月、148-149 頁 
8
  FY1991 報告（Dick Cheney, “Annual Report to the President and the Congress, UA23.A4711.1992.C.2,” 

February, 1992, p78.  
9
  FY1991 報告, p77. 

10
  石原 敬浩 「米国にとっての航行の自由」73 頁 

11
  中谷和弘 「ホルムズ海峡と国際法」 『東京大学法科大学院ローレビュー Vol.7』2012 年 9 月、

179-181 頁 
12

  FY1993 報告 
13

  石原敬浩 「米国にとっての航行の自由」67-69 頁 
14

  FY2000-2003 報告、本報告書は単年度ではなく、3 年間分がまとめられている。 
15

  FY1999 報告 
16

  FY2007 報告 
17

  石原敬浩 「米国にとっての航行の自由」77-78 頁 
18

  高木誠一郎、「米国の南シナ海・東シナ海政策」、『米国内政と外交における新展開』、日本国際問題研

究所、平成 25 年 3 月、98 頁 
19

  Michael J. Green, Bonnie S. Glaser, Gregory B. Poling 

“The US Asserts Freedom of Navigation in the South China Sea,” CSIS HP,  Oct 27, 2015；石原敬浩 「米

国にとっての航行の自由」79 頁  
20

  『読売新聞』2015 年 5 月 31 日 
21

  外務省 HP、「2015 G7 エルマウ・サミット首脳宣言（仮訳）」、平成 27 年 6 月 8 日 
22

  『読売新聞』2015 年 8 月 12 日 
23  『朝日新聞』デジタル、2015 年 11 月 23 日 
24  Ankit Panda , “South China Sea: US Navy Destroyer Asserts Freedom of Navigation Near Fiery 

Cross Reef,” The Diplomat, May 10, 2016 
25

  阿川 尚之「海洋国家アメリカの夢」、田所 昌幸／阿川 尚之編 『海洋国家としてのアメリカ』 千

倉書房 2013 年 3-13 頁。 
26

  岩松久「米国海軍」、『アメリカ国防・軍事政策史』（日本国際問題研究所 昭和 58 年）88 頁。 
27

  U.S. Department of Defense, “Freedom of Navigation Program Fact Sheet,” March 2015, Historical 

Background 
28

  Ibid., 
29

  David N. Griffiths, “Catalyst for Confidence: 25 years of INCSEA” 
30

  原文では、“Events of October 1962 indicated, as they had all through history, that control of the sea means 

security. Control of the seas can mean peace. Control of the seas can mean victory.” 



第２章 米国の海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 －30－

 
31

  米国務省 HP、“Agreement between the Government of The United States of America and the Government of 

The Union of Soviet Socialist republics on the Prevention of Incidents On and Over the High Seas”, また、

海上事故防止協定については、高橋弘道「海軍軍備管理論」、防衛研究所 研究資料 99RO－6H、1999

年、2-3 頁 
32

  清水隆雄 「米国の国内出動：民警団法とその例外」 『レファレンス』 2007 年 8 月 

14 頁及び 24 頁。また、タフトの原文は以下のとおり。 

Matthew Hammond, “The Posse Comitatus Act: A Principle in Need of Renewal,” Washington University Law 

Review, January 1997 (Vol.75) , pp953-984. 



第３章 インドの海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 －31－

第３章 インドの海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

伊藤 融 

 

１．海洋法の解釈 

 インドは、地政学上、「海洋国家」と「大陸国家」の双方の自己認識を有してきた。国土

の南半分がインド洋に突き出し、シーレーンの要に位置する一方で、国境の北半分は、6

カ国と陸で接し、このうち中国、パキスタンとは未解決の国境問題をめぐって実戦を交え

てきた。インドにとっての安全保障上の関心はもっぱら陸上からの脅威に向けられ、イン

ド軍の人員･予算も陸軍に偏重してきた1。しかし近年の国力増大に伴い、徐々に「海洋国

家」としての認識が強まる傾向がみられる。 

 1947 年の独立当時のインドは、自らの領海を 3 海里と限定的に規定するのみで、その他

の権利を主張することはなかった。しかし世界各国の動向に合わせる格好で、1950 年代半

ばに入るとインドは権利拡大を主張するようになった。55 年には、距離は明示しないもの

の、大陸棚の排他的主権を宣言し、56 年には領海を 6 海里まで延長するとともに、その領

海から 100 海里を漁業水域としたほか、接続水域も設定した。 

 領海における無害通航権についても、当時のインドは強い制限を求める側に立っていた。

1958 年に開催された第一次国連海洋法会議（UNCLOSⅠ）においてインドは、外国軍艦の

領海通航に関しては、当該沿岸国の事前許可が必要だとした。結果的にこの主張は受け入

れられなかったため、インドは UNCLOSⅠで採択されたジュネーブ海洋法 4 条約の批准を

拒否したのである。 

 ところが、1960 年代に入ると、インドはしだいに海洋国家として「航行の自由」に対す

る関心を抱くようになったとされる。そこで外国軍艦の通航に関しても、沿岸国への「事

前通知」のみで良いという、より柔軟な立場に転換した。 

 それでも、インドは海洋における自由拡大の方針を躊躇せず貫くわけにはいかなかった。

第 1 の理由は対立するパキスタンの動向である。1965 年の第二次印パ戦争の後、66 年にパ

キスタンが領海を 12 海里に延長すると、インドもその翌年、これに追随して対抗した。地

域の厳しい対立情況が、海洋政策を規定したのである。 

 第 2は、インド洋における資源の発見と開発技術の進展である。1970年代初めまでには、

インドはインド洋においてマンガン団塊の科学調査を開始したほか、ボンベイ沖などで石

油・ガスを発見していた。こうした経済的利得確保への期待感が、非同盟運動のリーダー

として、資源ナショナリズムの基調に沿うかたちで、海洋の経済的主権をインドに認識さ
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せたものと考えられる。 

 1973 年から 10 年に及んだ第三次国連海洋法会議（UNCLOSⅢ）は、12 海里の領海に加

え、200 海里の排他的経済水域（EEZ）設定など、おおむね当時のインドの立場と合致す

る成果をもたらした。とはいえ、外国軍艦の領海通航に関しては、「事前通知」は必要だと

主張したものの、受け入れられなかった。UNCLOSⅢでの議論が展開するなか、インドは

1976 年に「領海、大陸棚、EEZ、その他水域に関する法」を制定し、民間船舶に関しては

無害通航権を認めるものの、軍艦については「事前通知」の必要性を明記した2。なお、パ

キスタンを含むインド近隣国も同様の立場を表明している。 

 1976 年の国内法はさらに、インドの平和、秩序、安全の利益を守る必要がある場合には、

外国船の通航を差し止める可能性があるとしているほか、EEZ に関しても「航行の自由」

がインドの利益に反しないことを求めている3。こうした姿勢がより明確にされたのは、国

連海洋法条約を批准する際にインドが同条約 310 条に基づいて行った宣言であろう。ここ

では、EEZ と大陸棚における軍事演習・機動を沿岸国の同意無しに行うことは、同条約上、

認められていないとの解釈が示されている4。インドはこのように、軍艦の通航や活動に対

しては、相当制約的な立場に立っている。 

 UNCLOSⅢでインドは、戦略的に今日ますます重要性を増すアンダマン・ニコバル諸島

について、ティンディグリー海峡の通航権をコントロールすることを目論み、条約上の「群

島」とするよう求めたが、これも受け入れられることはなかった。 

 

２．海洋安全保障政策  

（１）海軍･沿岸警備隊の態勢 

 インドは UNCLOSⅢでの議論の過程で、EEZ 設定の動きが見えはじめると、上述した国

内法の制定に加え、世界で 12 番目の広さを誇る EEZ をどのように守るかを検討するよう

になった。主導したのは海軍である。1974 年、海軍本部は政府に対し、アメリカ沿岸警備

隊のような武装組織を創設すべきだと提言した。この結果、「領海、大陸棚、EEZ、その他

水域に関する法」制定の翌年の 77 年には暫定的な沿岸警備隊が組織され、78 年に「沿岸

警備法」を制定して今日に至るインド沿岸警備隊が発足した。インド沿岸警備隊は、国防

省の傘下にあり、有事の際には海軍の指揮下に入ることになっている。 

 その海軍は、伝統的に「アデン湾からマラッカ海峡まで」のインド洋を自らの海域とみ

なしてきた。しかし実際上は、冷戦期にはディェゴガルシアに基地を持つ米国が圧倒的な

影響力を誇る一方、インドはもっぱら、中国、パキスタンという陸上の脅威への対処に関

心が注がれてきた。人員、予算、装備のあらゆる面で海軍は日陰の存在に甘んじてきたの
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である。 

 この状況を変えた第一の要因は、1991 年のインド経済の自由化に求められよう。それま

での内向きの社会主義的経済体制から脱却したインドは、西側先進国、ASEAN 等との貿

易量を拡大し、成長軌道に乗り始めた。その結果として、国内のエネルギー需要も急増し、

石油・天然ガスの輸入量も拡大した。シーレーンの重要性がこれまで以上に高まったのは、

いうまでもない。第二には、とくに 2000 年代半ば以降顕在化した、中国のインド洋進出が

ある。いわゆる「真珠の首飾り」政策により、中国が軍事用にも転用可能とみられる大規

模な港湾をインド周辺国に建設していることは、「インド包囲網」と認識された。そこでイ

ンドとしても、これへの対抗策の必要性が語られるようになったのである。 

 こうした環境変化のなか、インド海軍は、2007 年、3 軍のなかで初めてとなる戦略文書、

『海洋利用の自由―インドの海洋軍事戦略』5を作成・発表する。海軍は、空母を含めた軍

事力増強により、「ブルーウォーター・ネイビー」へと飛躍する必要性が論じられるように

なり、予算も大きく増額されつつある。 

（２）領有権問題への対応 

 沿岸警備・海軍力の増強は、このようにテロリスト侵入阻止やシーレーンの安全確保、

さらには中国の進出に対する巻き返し、グローバル・パワーとしての野心といった意味合

いが強いものと考えて良いであろう。なるほどインドは陸上のみならず、海上においても

周辺国との間に領有権問題を抱えてきた。しかし、いずれについても、力による解決を図っ

たことはない。 

 スリランカとの間で懸案となっていたカチャチャイブ（Katchatheevu）島の領有権問題

については、1974 年に当時のインディラ・ガンディー首相が、戦略的見地から譲歩し、ス

リランカの領有を認めることで解決した6。スリランカのほかにも、インドは、インドネシ

アやモルディブ、タイ、ミャンマー等との間で海上に関する境界線問題を協定によって解

決してきた。また、バングラデシュとの間で係争となっていたベンガル沖海域の領海に関

しては、2014 年、25,602 平方 km の大半にあたる 19,467 平方 km をバングラデシュとする

ハーグ常設仲裁裁判所の裁定をインドが受け入れるかたちで決着した。 

 残る未解決の海上国境は、パキスタンとの間に存在するサー・クリーク（Sir Creek）と

呼ばれる湿地帯である。しかしこれに関しても、印パ間の対話枠組みによる解決が模索さ

れてきており、インドは、少なくとも海上の係争事項に関しては、力ではなく、政治的ま

たは司法的解決を追求してきたと結論づけることができる。 

（３）南シナ海問題への対応 

 この基本方針は、自らが直接の当事者ではない南シナ海をめぐる対立についても一貫し
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ている。インドは領有権問題に関しては、中立的立場を維持しつつも、近年ますます中国

が攻勢を強めるなかで、「平和的手段による解決」を強調するとともに、そこでの「航行の

自由」や「上空通過の自由」の重要性を謳うようになっている7。 

 2016 年 7 月 12 日に仲裁裁判所から示された南シナ海をめぐる裁定に対するインドの反

応は、より明確なものであり、かつ迅速であった。インド外務省は、判決からわずか数時

間後には、｢インドは国連海洋法条約に明白に反映されている国際法の原則に基づき、航

行・飛行の自由と円滑な通商を支持する｣との声明を発表し、日米と完全に足並みをそろえ、

判決を支持する姿勢を鮮明にした8。さらに翌々日の 14 日には、パリカル国防相が訪印中

の中谷防衛相と会談し、その後の共同プレスリリースには、印中双方が、「南シナ海に関す

る仲裁手続に関する仲裁判断に留意し、全ての締約国が国連海洋法条約を最大限尊重する

ことを強く求めた」との文言が盛り込まれ、中国に裁定受け入れを迫ることで一致した9。 

 中国の反論に理解と支持を表明したパキスタンとはまったく対照的な今回のインドの反

応は、以下の 3点から説明できよう。 

第 1 に、海洋における法と秩序を遵守するというインドの一貫した立場である。前述し

たように、ちょうど 2 年前に、インドはバングラデシュとの海域紛争について、裁定を受

け入れたという｢実績｣がある。 

 第 2 に、南シナ海の戦略的重要性に対する認識の高まりがある。インドの海洋上の関心

は伝統的に｢アデン湾からマラッカ海峡まで｣のインド洋とされてきた。しかし 2010 年代に

入り、インドはベトナム沖の海底油田の調査を始めるとともに、艦艇の寄港、防衛協力を

活発化するなど、いまや南シナ海は交易の面でも、資源の面でも、もはや無視し得ない海

域とみなされ始めている。日印防衛相共同声明には、｢インド洋と太平洋をつなぐ海域の安

全と安定がインド太平洋地域の平和と繁栄に不可欠｣との文言が盛り込まれた。それは事が

あれば、インドはベトナムを支持するとのメッセージだとみる識者もいる10。 

 第 3 は、対中政策上の駆け引きである。裁定直前の 6月にソウルで開催された原子力供

給国グループ（NSG）総会で、インドは自らの加盟を申請した。しかし、中国は、パキス

タンへの配慮から、核不拡散条約（NPT）非加盟国の参加に難色を示し、インドの加盟を

阻止した。これを受け、インド国内では対中強硬策の必要性が論じられるようになり、そ

のことも今回の明確な反応につながったものと考えられよう。 

 

３．海上警備態勢 

（１）現在の 3層構造と政策調整機関 

 インドの海上警備態勢はきわめて複雑である。関係する機関は、海軍、沿岸警備隊、税
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関、情報機関、港湾管理機関、内務省、海運省（Ministry of Shipping）などに加え、連邦制

のもとで、沿岸州政府の海上警察（Marine Police）など 15 ほどに及ぶ。警備実務の全般的

な責任は、海軍が担うことになっているが、排他的経済水域の 200 海里までは沿岸警備隊

の、また領海内の 12 海里までは海上警察の任務でもある。 

 政策調整の最高機関は、内閣官房長官（Cabinet Secretary）11を長として、国防省、外務

省、内務省、海運省、農業省、石油･天然ガス省、海軍、沿岸警備隊、国家安全保障会議事

務局、情報局、沿岸州・連邦直轄地首席次官などで構成される｢海洋・沿岸安全保障強化委

員会（NCSMCS: National Committee on Strengthening Maritime and Coastal Security）｣となっ

ている。 

（２）テロ事案と態勢の変化 

 こうした態勢の形成は、2 つのテロ事案が転機となった。最初の事案は、1993 年のボン

ベイ（現在のムンバイ）連続爆弾テロである。この事件に使用された爆発物が海上から密

輸されたものであることが判明したのを受け、海軍は沿岸警備隊とともに、パキスタンに

近いインド北西部海域で、｢スワン作戦｣と称する哨戒活動を実施した。さらに、沿岸各州

に海上警察を設置すべきであるとか、海洋安全保障を束ねる機関として、海洋安全保障顧

問(海軍中将)を長とする海洋安保諮問機関を設置すべきだといった議論もあったが、この

時点ではまだ、真剣な政治課題として取り上げられることはなかった。 

 そうしたなかで発生したのが、2008 年のムンバイ同時多発テロである。テロリストたち

が、パキスタンのカラチからボートに分乗して大商業都市ムンバイに上陸するのを阻止す

ることができなかったという事実は、海上警備に決定的な衝撃を与えた。 

 この事件を契機として、沿岸警備隊は領海内の沿岸警備の権限を付与された。また連邦政

府は沿岸各州に対し、海上警察の設置を義務づけた12。これにより、現在に至る海軍・沿岸

警備隊・海上警察の 3層からなるスキームが確立された。さらに、内務省の財政支援により

各州が地元漁船を活用したパトロールを開始するとともに、すべての船舶に対し、登録と航

海・通信設備を設置するよう推進した。また漁民に対しては ID カードを発行する体制を整

え、沿岸住民から異変に関する情報をいち早く収集するよう求めることにした13。 

（３）実態の遅れ 

 しかし、実態は万全な態勢とは言いがたい。まずは役割の拡大した沿岸警備隊からみて

みよう。沿岸警備法第 14 条によれば、その元来の任務は、a)人工島など海洋関連施設の安

全と保護の確保、b)漁民保護、c)海洋の環境保全、d)密輸対策の支援、e)「領海、大陸棚、

EEZ、その他水域に関する法」の施行、f)海洋における生命と財産の安全や科学データの収

集等、その他の問題と多岐に及ぶ14。 
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 組織的には、ニューデリーに司令部本部が置かれ、北西部（ガンディナガル）、西部（ム

ンバイ）、北東部（チェンナイ）、東部（コルカタ）、アンダマン・ニコバル諸島（ポートブ

レア）の 5 管区の下、2016 年時点で 14 の地区（district）本部に分けられている。さらに

拠点として、50 カ所ほどの沿岸基地、航空基地を有する。 

 しかし要員は 1万人ほどに過ぎず、装備の面でも広大なインドの領海や EEZ の安全を確

保するにはほど遠い。ムンバイ同時多発テロ事件を機に、沿岸警備の強化が図られ、人員・

装備の拡充が謳われてはいる。2008 年当時 65隻に過ぎなかった艦艇は 2014 年には 100隻

を超え、2020 年までに艦艇 150隻、航空機 100 機の体制を目指すという15。この組織の長

たる沿岸警備隊長官には、これまで海軍から中将が送り込まれてきた。しかし設立から 40

年近く経った2016年2月、ようやく生え抜きの長官が就任するに至った。これについては、

隊員の士気向上につながると期待する声がある一方、海軍と沿岸警備隊との間での政策調

整に支障が出るのではないかと懸念する向きもある16。 

 次に、沿岸各州に設置された海上警察の実態はどうであろうか。こちらについては、沿

岸警備隊以上に、予算・人員・訓練・装備とも不足している。とくにテロの大きな被害を

受けてきたムンバイを抱えるマハラシュトラ州の状況は深刻だと懸念する声がある。連邦

政府と州政府との間には、海上警備の認識に依然温度差があり、州政府はその重要性を充

分自覚していないケースがあるとされる。そもそも多くの州の海上警察はその分野の専門

家などではなく、州警察内の人事異動の一環として位置づけられ、沿岸警備隊によるわず

か数週間の訓練を受けて任務に就くのだという17。 

 大半の州政府の発想には、予算の制約もあり、海上警備は連邦政府が担うべきだとの本

音がある。こうした現状を受け、2016 年 6月、モディ政権は中央海上警察の設置の検討を

始めたと発表した。 

 マンモハン・シン前政権は、政策調整の枠組みとして 2009 年 8月に NCSMCS を設置し

た。しかしその後シン政権期の 5 年近くの間にわずか 10回ほど（年に 2回ほど）会合が開

かれたに過ぎない。海軍などから設置の声があった海洋安保顧問、海洋安保諮問機関は依

然として政治課題に上がることはなかった。シン政権が 2014 年 5月の総選挙で退陣してほ

どなく、モディ新政権は、NCSMCS に代わる恒常的な組織として｢全国海洋局（National 

Maritime Authority）設置を検討しているとの報道がなされた。しかし 2017 年 1月現在、具

体的な進展はみられていない。 

 他方で、3 層構造からなる現場での作戦調整の枠組みは、この数年で大きく進展した。

2014 年までには、海軍･沿岸警備隊･海上警察による統合作戦センターが、ムンバイ、コー

チ、ヴィシャーカパトナム、ポートブレアの 4 カ所で稼働を始めた。同年 11月には、海軍
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の基地と沿岸警備隊の基地とをネットワークで結び、インド洋を航行する一日あたり 3万

～4万の船舶を追跡できるシステム、全国指揮統制情報（NC3I）が発足
18した。首都デリー

近郊のグルグラム（旧名グルガオン）に、最新鋭の情報管理分析センター（IMAC）が設

置され、情報収集の統合がなされているという。とはいえ、現段階では、そもそもすべて

の漁船が船舶自動識別装置を（AIS）を備えているわけではない。したがって、このシス

テムにより、不審船の特定が可能になったというのは楽観的過ぎよう。海洋状況把握（MDA）

の道のりは遠い。 

 これまでの事案からみて、最も警戒すべきなのが、パキスタンに近い海域であることは

明らかである。パキスタンのテロリストがインドのウリ陸軍基地を襲撃し、それに対して

モディ政権が｢局所攻撃｣を実施したと発表したことで印パ関係が悪化した 2016 年夏以降

には、西部グジャラート州の海域の警備態勢が強化された。具体的には、9 月下旬から沿

岸警備隊が海上警察や州当局と連携し、漁民に対し、パキスタンとの海洋国境に接近しな

いよう勧告するとともに、部隊を常駐させ監視を強化し、異変があればすぐに対応できる

態勢をとった。 

 

４．他国との関係  

 インド沿岸警備隊はアジア海賊対策地域協力協定（ReCAAP）に積極的にコミットして

いるほか、スリランカ、パキスタンといった隣接国とのハイレベル協議も実施してきた。

域外では、とくに日本との間で、2000 年以降毎年、長官級会合ならびに合同訓練を行って

きた。 

 海軍も各国と活発な合同演習を行っている。米海軍との間では、1992 年以来、「マラバー

ル演習」が実施されてきた。同演習は 2007 年には日本、オーストラリア、シンガポールを

ゲストとして大規模な多国間演習を実施し、中国の強い反発を招いた。その後、インドは

他国の参加に慎重な姿勢をみせたものの、モディ首相は 2015 年末の日印首脳会談の際、海

上自衛隊をマラバール演習に正式メンバーとして受け入れることに合意した。日本として

は、2012 年に開始された 2 国間の演習に加え、同盟国である米国との 3 カ国の枠組みがで

きたことになる。合意に基づき、2016 年 6月には、インド海軍は佐世保港にフリゲート艦

など 4隻を派遣し、沖縄東方海域までの間での日米印演習が実施された。訓練中には、中

国海軍の情報収拾艦が口永良部島西の日本領海に侵入する事案が発生した。一部報道によ

れば、中国艦はインドの艦艇を追尾していたという。中国を過度に刺激することには慎重

なインドの事情を踏まえると、この枠組みが特定の国を標的にした性質のものになること

はないであろう。 
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 他方で、「メイク・イン・インディア」による経済成長と、「アクト・イースト」による

日米豪、ASEAN との関係強化を掲げるモディ政権は、インド洋を越え、インド太平洋地

域の安定にこれまでより強い利害関心を抱くようになっている19。このことを踏まえると、

日本また米国としては、この海域の安全確保に有益な普遍的な活動、すなわち海賊・テロ

対策、麻薬・密輸対策、災害・人道支援といった分野での協力を現場で進めていくことが

まずは重要であろう。同時にこの観点からの防衛装備分野での協力は、日本でも可能であ

り、双方にとって有益と期待される。海上自衛隊の救難飛行艇 US-2 の「輸出」をめぐる

協議の行方が注目されるゆえんである。とくにインド国内では、日本の高い技術力に対す

る期待は大きく、これまでのような政治的･象徴的な協力を超え、より実態的な意味を持つ

協力を求める声が強い20。 

 南シナ海における近年の中国の一方的な行動により危機に晒されつつある「航行の自由」

に関しては、上述したように、インドの伝統的な解釈は日米のそれと一致するものではな

い21。したがって現段階では、政治・外交的にその意義を強調することに留まるかもしれ

ない。しかし長期的には、インドが今後グローバル・パワーとして一層台頭し、その海軍

力が「ブルーウォーター・ネイビー」へと飛躍するならば、日米の解釈に近づく可能性が

ある。その意味において、長期的視野に立ってインドとの海洋分野での現場の信頼関係を

積み重ねていく必要があろう。現場レベルでのより活発な人的交流がその手がかりとなろ

う。 

 

 

－注－ 

 
1 インド軍の兵力は、陸軍 115万人、海軍 5.8万人、空軍 13万人とされ、三軍に占める陸軍の割合は実

に 85％を超える（Military Balance 2016）。予算面でも陸軍は依然として 5割強を維持し続けている

（Annual Report 2015-2016, Ministry of Defence, India）。 
2 同法第 4条。http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/IND_1976_Act.pdf 
3 同法第 4条及び第 7条。 
4 “The Government of the Republic of India understands that the provisions of the Convention do not authorize 

other States to carry out in the exclusive economic zone and on the continental shelf military exercises or 

manoeuvres, in particular those involving the use of weapons or explosives without the consent of the coastal 

State.” http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declarations.htm 
5 “Freedom to Use the Seas: India’s Maritime Military Strategy” 2015年には、改訂版として、“Ensuring Secure 

Seas: Indian Maritime Security Strategy”が発表された。 
6 もっとも、スリランカに隣接するタミル・ナードゥー州の意向を無視したこの決定は、両国間で今日

も頻発する漁民の拘束問題につながっている。 
7 たとえば、2014年 9月のモディ首相訪米と 2015年 1月のオバマ大統領訪印時の印米首脳会談、2015

年 9月の第 1回日米印外相協議の際の共同文書を参照されたい。 
8 https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?dtl/27019/Statement_on_Award_of_Arbitral_Tribunal_on_South_ 

China_Sea_Under_Annexure_VII_of_UNCLOS 
9 http://www.mod.go.jp/j/press/youjin/2016/07/14_j_india_jpr_j.html 
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10 筆者によるあるインド海洋安全保障専門家へのインタビュー。2017年 10月 13日、ニューデリーにて。 
11 インド行政職（IAS）の最高職、すなわち中央官僚のトップである。 
12 2009年 2月から。インド沿岸警備隊ウェブサイト参照。 
13 P.K.Ghosh, “India’s Coastal Security Challenges and Policy Recommendations,” ORF Issue Brief #22, August 

2010, pp.3-4. 
14 http://www.indiancoastguard.nic.in/Indiancoastguard/CG%20Act%201978/CG%20ACT%20AND%20RULES 

%20pdf/Coast%20Guard%20Act.pdf 
15 http://www.business-standard.com/article/pti-stories/cg-aims-to-be-fleet-of-150-ships-100-aircraft-by-2020- 

114112600534_1.html 
16 インド海軍のバンサル大佐は、2008年にインド防衛研究所（IDSA）で発表した論文で、これまで海

軍と沿岸警備隊がうまくやってこれたのは、海軍が沿岸警備隊を率いてきたからに過ぎないとして、

今後沿岸警備隊が自前で長官を輩出するようになれば、陸軍と国境警備隊の間にあるような軋轢が生

じる可能性があると指摘していた。Alok Bansal, “Synergising Indian Navy and the Coast Guard,” Journal of 

Defence Studies, 2(1), 2008, p.85. 
17 筆者によるプシュピタ・ダス（Pushpita Das）IDSA研究員へのインタビュー。彼女によれば、タミル･

ナードゥ州やグジャラート州はそれなりに態勢が整っているという。また彼女による以下のインター

ネット論文も参照。Pushpita Das, “Why Marine Police Remains the Weakest Link in India’s Coastal Security 

System?,” IDSA Comment, Nov. 26, 2014.

（http://www.idsa.in/idsacomments/WhyMarinePoliceremainstheweakestlink_pdas_261114） 
18 http://timesofindia.indiatimes.com/india/Naval-intelligence-network-launch-tomorrow/articleshow/ 

45237364.cms 
19 2015年 9月の第 1回日米印外相協議後の共同メディアノートには、3カ国がインド太平洋地域におけ

る利害を共有しているとの文言が盛り込まれた。インド政府が「インド太平洋」という概念を公式の

文書で用いるのに合意した点が注目される。 
20 筆者によるインドでの複数の海洋安全保障関係者へのインタビュー。 
21 米国は 1976年以来、インドの主張に抗議し、1985年からほぼ毎年のようにインドに対しても「航行

の自由作戦」を続けている。 
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第４章 オーストラリアの海洋安全保障政策カントリー・プロファ

イル 

 

福嶋 輝彦 

 

１．海洋法の解釈 

オーストラリアは 1994年に国連海洋法条約（UNCLOS）を批准しており、領海・接続水

域・排他的経済水域（EZZ）等については、UNCLOSの規定に依拠した解釈を採用してい

る。したがって、領海での軍艦を含む外国艦船の無害通航権を認めている。外国航空機の

領空内飛行については、政府による事前の承認と管制の支持に従うことを求めている。 

ただし、領海 12海里と 200海里 EEZを採用したのが、いずれも 1990年代以降と、海洋

境界の画定については、伝統的に保守的な姿勢を見せてきた。国連で海洋法条約が本格的

に審議され始めていた 70年代前半においても、連邦政府は、北東部のクイーンズランド州

沿岸に伸びる珊瑚礁帯であるグレートバリアーリーフ（Great Barrier Reef: GBR）に沿って

基線を引くことをしなかった。それは、GBR内の海底資源に対して、沿岸のクイーンズラ

ンド州政府が管轄権を主張してくるのを阻止するためであった1。 

オーストラリアは 1930 年代に南極探検に成功したおりに、南極大陸の 40%近くの土地

の領有権を主張しており、それに基づいて EEZも主張している。しかし、政府は南極での

科学的目的以外の利用を意図しているわけではなく、91年には環境保護に関する南極条約

議定書（Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty）を支持し、むしろ環境の

保護や資源開発などの阻止を重視する立場を採っている2。実際オーストラリアは 2004 年

には国連の大陸棚限界委員会（Commission on the Limits of the Continental Shelf）に 200海

里 EEZ を超える自国の大陸棚に関する情報を提出し、2008 年に同委員会から大陸棚の限

界に関する勧告を採択されたが3、領土権の凍結を定めた南極条約第 4条の規定を尊重する

として、申請の際には南極の大陸棚の限界については、委員会の審議の対象から外すこと

を求めている4。以上の措置により、今日のオーストラリアの領海、EEZ、大陸棚は図 1の

ように画定されている。 

航行の自由の原則を重視するオーストラリアが沿岸国の権限を強化しているレアな例

として、GBR及びトレス海峡（Torres Strait: TS）における強制水先案内制度（compulsory 

pilotage）の導入がある。この制度は、1990 年に国際海事機関（International Maritime 

Organization: IMO）が GBRを特別敏感海域（Particularly Sensitive Sea Areas: PSSA）に指定

したのを受けて、翌年からヨーク岬（York Peninsula）からケアンズ（Cairns）北までの GBR
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の内側の内水を航行する特定種の船舶に水先案内人乗船を義務づけた。2005 年に IMO が

TSも PSSAに指定すると、翌年オーストラリア政府は TSを航行する船舶にも水先案内を

義務化した。ところが、この措置に対して、国際海峡である TS で本来許されるべき通過

通航権（transit passage）の侵害として、米国やシンガポールといった国から抗議を受けた5。 

罰金の額が大きいため、GBRでも TSでも強制水先案内制度に違反する船舶は少ない。

一方で、罰金は違反を犯した船舶が次回オーストラリアに寄港した際に徴収される手続き

になっており、税関船等による追跡はされないので、洋上でのトラブルも起こらないし、

公用船や軍艦は制度の対象外とされている。トレス海峡は国際海峡ではあるが、そこは狭

く浅く航海の難所でもあり、しかも PSSA に指定されており、そこでの事故の未然の防止

はグローバルな利益にかかわる問題でもある。TS での強制水先案内制度は、「安全な」通

過通航権の確保のためのやむをえない措置と見るべきであろう。 

 

２．海洋安全保障政策 

オーストラリアは開かれた海域を重視する一方で、近年はその海洋安全保障政策で周辺

海域への監視・管理を強化する動きを見せている。オーストラリアの海洋状況把握

（Maritime Domain Awareness: MDA）の範囲は非常に広い。オーストラリアの EEZは南極

を除いても 810万平方 kmで、世界 3位の広さである。2008年に国連に認められた大陸棚

の総面積も 250万平方 kmに及ぶ。その捜索救難区（search and rescue region: SRR）は、西

はスリランカの南までの東インド洋、東はニューカレドニアとの境界に至る南西太平洋、

南は大陸までに及ぶ南極海を含み、総面積 5300万平方 kmと、地球の表面積の約 10分の

1に相当する広大な海域での救難活動にも備えている6。 

非常に広い海域を監視するため、海洋探知システム（Australian Maritime Identification 

System: AMIS）を構築し、基線から千～2千海里、航行時間では 48～96時間以内の海域内

を自国に向けて航行してくる船舶情報の収集、500海里・24時間以内海域の船舶の所在確

認、EEZ内の船舶の自国に対する脅威のアセスメントを日常的に行っている。広範な海域

を探知するためには、民間委託航空機や空軍（Royal Australian Air Force: RAAF）哨戒機に

よる目視、北方 2千 kmまでの海域をカバーする RAAFの水平線上捕捉レーダー・ネット

ワーク（Jindalee over-the-horizon radar network: JORN）から探知される情報、民間商業衛星

画像、国防省の宇宙諜報機関（Australian Geospatial-Intelligence Organisation）の衛星画像、

信号諜報局（Australian Signals Directorate）の傍受音声など、政府横断的に広く情報が収集

されている7。さらに改良船舶追跡通報システム（Modernised Australian Ship Tracking and 

Reporting System: MASTREP）を導入し、広い SRR内を航行するすべての豪船籍船舶とオー
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ストラリアに入港してから最後に出港するまでの期間に限って外国船舶に対して、自動所

在確認システム（Automatic Identification System）と呼ばれる高周波データリンクを駆使し

て、船舶の位置をオーストラリア政府当局に通報することを義務づけている。これは海上

での遭難事故などが起こった場合に、現場から最短距離に位置する船舶の情報を把握する

ことを主な目的としている8。また豪海域で操業するすべての漁船に船舶監視システム

（Vessel Monitoring System: VMS）の装備を義務づけ、そこから国際衛星を通じて航行する

漁船の位置等の情報を把握している9。 

強制水先案内制度と同じ理由から、オーストラリアは GBRと TSを航行する特定種の船

舶に対して、当局への通報を義務づける GBR及び TS船舶通報システム（Great Barrier Reef 

and Torres Strait Ship Reporting System: REEFREP）を採用している。その後 GBRにおける

船舶の座礁事故を受けて、オーストラリア政府とクイーンズランド州政府が共同で、GBR

及び TS船舶管制局（Great Barrier Reef and Torres Strait Vessel Traffic Service: REEFVTS）を

設立し、海域内を航行する船舶に交信状態を保ち REEFVTS からの指示に従って航行する

ことを義務づけた。再び座礁事故を受けて、2010 年にはケアンズから北に限られていた

REEFVTS対象海域を南に延伸し、GBR全体をカバーすることを IMOに承認されている10。 

オーストラリアの海洋安全保障政策のもう 1つの特徴は、きわめて厳しいボートピープ

ル対策である。21世紀に入ると中東などからオーストラリアに到来するボートピープルの

数が急増し、難民認定審査のため国内に設けられた収容所（detention centres）に収まりき

れなくなった。2001年 8月に 400名以上ものボートピープルを乗せた船が、ジャワ島の南

のインド洋に浮かぶ豪領クリスマス島に迫ると、ハワード（John Howard）首相率いる保守

連合（Coalition）政権はその入港を拒否し、洋上でボートピープルを警備艇に乗り換えさ

せ、援助と引き換えにナウルに開設した収容所へと移送した。以後、オーストラリアに接

近する違法入国疑惑船舶（Suspected Illegal Entry Vessels）は洋上で警備艇などが捕捉し、

ナウルとパプアニューギニア（PNG）のマヌス島（Manus Island）の収容所に移送して難民

審査をすることになった。この措置は太平洋解決策（Pacific solution）と呼ばれ、非人道的

として人権団体などから激しい非難が浴びせられたが、2001年には過去最高の 5千人以上

に達していたボートピープルの数が目に見えて激減し始め、国民の圧倒的多数の支持を受

けてハワード政権を通じて維持された11。 

2007 年末の選挙に快勝したラッド（Kevin Rudd）首相率いる労働（Labor）党政権は、

党内の反対を背景に太平洋解決策を撤廃したが、すると 2009年頃から再びボートが到来し

始め、年々その数は増え、2012-13年には年間 1万 5 千人を超える数に達した。国民の間

では押し寄せるボートピープルの波を脅威として捉える声が多数を占めており、2010年に
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党内抗争でラッドを党首の座から降したギラード（Julia Gillard）率いる労働党政権は、境

界管理の失敗として野党保守連合から激しい攻撃を受け、オーストラリア初の女性首相で

労働党左派に属するギラードでさえ、オーストラリア全土を移民ゾーン（migration zone）

から除外し、たとえボートピープルが自国領に上陸してきても、国連難民条約（Convention 

Relating to the Status of Refugees）の締約国としての義務である、出身国への送還を禁止す

るノン・ルフールマン（non-refoulement）の原則から免れるという強硬な手段を講じたが、

有効な解決策とはならなかった12。その直後の 2013 年 6 月に首相に返り咲いたラッドは、

前年にギラードが復活させていたハワードの太平洋解決策に加えて、新たな抑止策として

以後マヌス島に収容されたボートピープルはたとえ難民と認定されても、オーストラリア

には受け容れず PNG 現地に定住させる、という保守連合以上に厳しい措置を導入した13。

同年 9月の選挙で交代したアボット（Tony Abbott）保守連合政権は、さらに主権境界作戦

（Operation Sovereign Borders: OSB）を開始し、3ツ星将官を司令官（Commander）に任命

し、ボートピープルを乗せた船を洋上で捕捉するだけでなく、必要に応じて救助艇を与え

て出港したインドネシアの領海まで追い返す（draw back）ことさえ始めた。OSBは密航斡

旋の抑止に著しい効果を上げ、2014 年以降ボートの到来はほぼ止まった14。ある世論調査

では国際テロ・非友好国の核兵器国化・イランの核計画・外国からのサイバー攻撃に続い

て、48%がボートピープルを「重大な脅威」と認識しており、「重大ではないが、重要な脅

威」と併せると 75%という高い数字を示し、ボート追い返しにも 71%が賛成と考えており、

強硬策への国民の強い支持が窺われよう15。ボートピープルには中東系が多く、その野放

図な入国を許しているとテロリストが紛れ込んで来るかもしれないという恐怖に加えて、

移民の流入を適切に管理できないことに漠然とした不安を感じる伝統的国民感情に起因し

ているがゆえに、ボートを止めることをめぐっては今や保守連合と労働党の主要政党間で

ほぼ超党派合意が成立している。 

これらの強硬なボートピープル対策は法的には、1958年連邦移民法（Migration Act 1958 

(Cth)）が密航幇助を犯罪と規定していることを根拠としている16。その後新たな法的根拠

として、政府が公海を含む洋上で人々を拘束し、どの国にも移送できると定めた、2014年

移民海洋権限法規改正法が制定された17。コモンローの国であるオーストラリアの法制で

は、国内法で規定されない限り国際法上の義務は発生せず、他にも国内法を根拠に国際法

に抵触するようなオーストラリア政府の権限が正当化された例がいくつかある。例えば、

EEZ 内で違法漁業の疑いのある船舶への追跡（hot pursuit）の権限については、UNCLOS

でも認められているが、標的船が視野から消えたら追跡を中止（terminate or interrupt）し

なければならない。ところが、1991年連邦漁業管理法（Fisheries Management Act 1991 (Cth): 
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FMA1991）は、標的船が視野から消えても、レーダーで探知できれば追跡を続けられるの

で、追跡船が途中でコースを変えて先回りして標的船を捕捉（intercept）したケースがあっ

た。また、FMA1991は違法漁業に従事していた外国漁船を没収するのに、裁判所で判決が

確定してからではなく、違法行為が発生した時点に実施することを認める自動的没収

（automatic forfeiture）も規定している18。さらに日本の捕鯨への禁止も、鯨類保護区域

（Australian Whale Sanctuary）を設定し、同区域内での捕鯨等を禁止した 1999年環境保護

及び種の多様性保存法（Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999）を根

拠としている19。これらの国際法とオーストラリア国内法との相違にもかかわらず、日本

との捕鯨を除けば、さほど大きな対外問題は起きていない。 

東ティモール（Timor-Leste: TL）独立をめぐる騒乱時にオーストラリアは、国際軍の主

力としてその治安の回復に大きく貢献したにもかかわらず、TLとの海洋境界は画定してお

らず、今日両国間での対立の種となっている。図 2のように、オーストラリアはインドネ

シアとの間では 1972 年に、中間線（equidistant line）を大きく越えてその大陸棚の延伸を

認めさせる形で、海底境界を画定していたが、当時植民地宗主国であったポルトガルは交

渉に参加せず、TLとの海洋境界は画定されなかった。2002年の TL独立後には、ティモー

ル海条約（Timor Sea Treaty: TST）を締結してオーストラリアは、未確定の海洋境界に共同

石油開発区域（Joint Petroleum Development Area: JPDA）を設定し、そこで生産される石油

ガス資源からの収益の 90%を TL側に譲ることで妥協するに至った。2006年には両国の間

でティモール海における海洋諸協定に関する条約（Treaty on Certain Maritime Arrangements 

in the Timor Sea: CMATS）を締結し、海洋境界の画定を 50年間モラトリアムとする一方で、

膨大な埋蔵量を有するグレーター・サンライズ（Greater Sunrise: GS）ガス田のうち、JPDA

に含まれず、豪側の海底境界内に含まれる 80%の部分からの収益を折半することに合意し

た。ところが、TL側が GSからパイプラインを既存の豪北部のダーウィン（Darwin）市で

はなく、自国まで敷設して、そこにガス精製プラントを新設することを要求し始めたため、

技術的リスクが大きいとして以来開発計画が頓挫している20。 

問題を複雑にしている原因の 1つは、オーストラリアが UNCLOSで定められた法的拘束

力を有する判断を下す機関の管轄権から海洋境界画定紛争を除外すると宣言していること

である21。この宣言が 2002年の TL独立直前に出されていることからも、この唯一未画定

の主要海洋境界を国際司法の場で解決するのを嫌ったことは明らかであろう。実際、オー

ストラリア政府は海洋境界については交渉を通じて画定するのが伝統的方針との立場を

採っている22。 

そこで TLは 2016年に、CMATSを無効とし、UNCLOSの近年の原則に基づいて中間線
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で新たに海洋境界を画定すべく、UNCLOS 附属書 V に基づく強制調停（compulsory 

conciliation）に訴えるという、史上例のない予想外の措置に出た。これに対して豪側は、

訴えを受けた調停委（Conciliation Commission）には本案件を調停する権限（competence）

はないと主張したが、同年 9月に調停委は権限ありとの決定（decision）を下し、その後 1

年をかけて非公開で調停に入ることとなった。CMATS は、交渉を通じての海洋境界の画

定と国際司法の場での海洋境界問題解決の不可を規定しており、UNCLOS第 281条は当事

国間で別の紛争処理手段について合意している場合は、強制調停が排除されると規定して

いる、という豪側の主張は、CMATS が海洋境界紛争解決のための合意ではないとの理由

で却下された。さらに、TLが強制調停に訴えたこと自体が CMATS違反であるから、調停

手続の許容性（admissibility）は認められないとの主張も、CMATS 違反の是非は調停委の

判断の範囲外とかわされ、TL 側の全面勝利に近い決定となっている23。とはいえ、TL に

有利な調停判断が下されたとしても、それ自体は法的拘束力を有さないので、豪側がそれ

を受け入れる義務はない。また TL側は GSの全域や他の油田が自国 EEZ内に含まれるよ

うに JPDAを東西にも広げることを要求しているが、JPDAの東と西の境界線は TLとイン

ドネシアの中間線を基準にしており、これが認められるとインドネシアが異を唱えてくる

可能性があり、さらに交渉に時間がかかる、すると GS が未開発なまま石油収入が枯渇し

た TLは破綻国家化する、といった悲観的観測も出ている24。ところが、2017年早々にオー

ストラリア・東ティモール・調停委の三者による共同声明の中で、TLが CMATS終了を通

告し、その 3ヶ月後に失効すること、両国政府が調停委の仲介の下で恒久的海洋境界を交

渉することへのコミットメントを互いに確認したことが発表された25。 

パワーでは圧倒的に優位に立ち、しかも海洋境界紛争の国際司法を通じた解決を排除し

ているオーストラリアが、守勢に立たされているのは、TLの国際機関への訴訟攻勢とそれ

へのキャンベラの稚拙な対応によるところが大きい。2013年に新聞報道により、2004年の

CMATS 交渉中に首都ディリで行われた閣議などを豪諜報機関が傍受していたことが発覚

した。以後TL側はこれを重大な主権の侵害と見なし、機密漏洩の状態で交渉されたCMATS

は無効との立場を取った26。そのため TLは TST附属書 B（b）項に基づく仲裁裁判を起こ

した27。ところが、同年 12月には同裁判を担当する TL側豪人弁護士のキャンベラ事務所

を、豪諜報機関が強制家宅捜査し、関係文書を押収し、盗聴について証言に立つことに応

じた、元諜報部員のパスポートも没収し、裁判に出国できないようにしたともいう28。TL

側はこれも重大な主権侵害であり、文書の即座返却を求めて、直ちに ICJに提訴した。2015

年にはオーストラリアが折れる形となり、ICJが文書その他押収したすべての資料を TLに

返却するよう命令を下した29。その数ヵ月後に TL は TST でのパイプラインの管轄権を争
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い同条約に基づく仲裁裁判を起こしている30。2つの仲裁裁判はペンディングの状態になっ

ているが、調停委と併せてTLは多くの国際機関に海洋境界をめぐり提訴することにより、

オーストラリアに対してより有利な形で交渉を進めることに成功している。 

南シナ海をめぐっては、オーストラリアは東シナ海の海上領有権争いと同様に、いずれ

の当事国の主張にも与しないとの立場を貫いている。しかし、海洋通商国家として海洋の

自由とルール本位の国際秩序を強く支持する立場を明確に表している。ことに 2013年労働

党から交代した保守連合政権は、保守派のアボット（Tony Abbott）首相が日米との戦略的

連携を重視しているため、同年 11月に中国が東シナ海で防空識別圏を設定したときには、

ビショップ（Julie Bishop）外相が中国大使を呼び出して厳しく抗議した。地理的にも離れ

ているにもかかわらず、敢えて抗議を申し入れたのは、外相の言葉によれば、オーストラ

リアが永年信奉してきた政策にかかわるからであった31。しかし、このような強硬な対中

抗議に対して国内では、遠く離れた東シナ海の小さな岩礁をめぐって、オーストラリアを

日米対中の対立にいたずらに巻き込みかねないと懸念の声が少なくなかった。 

2015 年 9 月にはリベラル親中派のターンブル（Malcolm Turnbull）が首相の座をアボッ

トから簒奪したが、南シナ海で進められていた中国による人工島埋め立てに対しては、こ

の一方的な現状への変更に対してペイン（Marise Payne）国防相が懸念を表明し、米海軍の

イージス駆逐艦による「航行の自由作戦（Freedom of Navigation Operation: FONOP）」実施

から 1ヶ月後の 11月には、オーストラリアも RAAF哨戒機を派遣して、現地を飛行させ、

中国艦艇から警告を受けたことが確認された。ただし、このとき哨戒機は中国が主張する

領空内を飛行せず、政府もこれは通常のパトロール活動の一環と声明している32。さらに

2016 年 1 月末に米イージス駆逐艦が今度は西沙諸島の中国が領有権を主張する島から 12

海里以内を航行すると、ペイン国防相は「過去何十年も実施してきたように、オーストラ

リアの艦艇と航空機は、南シナ海などで国際法に則って航行の自由・飛行の自由の権利を

行使し続けるだろう」と、前回に比べるとより強い反応を見せている33。 

こうした中で 7月に UNCLOS附属書 VIIによるフィリピン・中国間の南シナ海に関する

仲裁裁定が下されると、オーストラリアは複雑な反応を見せた。裁定の直後にメディアか

らの質問に対してビショップ外相は、両国に裁定を尊重し遵守するよう呼びかけたい、裁

定は最終的なもので法的拘束力を持つと明言し、オーストラリアは日米などと並んで中国

の主張の多くを却下した裁定を明確に支持する数少ない国に名を連ねた34。ところが、こ

の発言の内容に対しては、中国外務省スポークスマンが強い反対を唱え、豪側に厳重に抗

議したこと、特に裁定を無視すれば中国の名声に傷がつくとの発言には正直驚かされた、

とビショップを名指しで批判した35。それにも臆することなく、2016 年末に中国が人工島
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の軍事化を進めていることが発覚すると、ビショップは即座に中国を名指しはしないもの

の、地域の緊張と不信を高めるような行動を控えるべきと声明している36。 

南シナ海仲裁裁定をめぐる保守連合政権の毅然とした姿勢に対しては、政界引退後も尖

閣諸島をめぐる日中紛争に巻き込まれるリスクを避けるべきと主張してきたカー（Bob 

Carr）前労働党政権外相が、裁定に反応して南シナ海での米国のパトロールに追随すれば、

オーストラリアは地域諸国に「副官」（deputy sheriff）と見られてしまうだろうと警告して

いる37。カーの発言は、伝統的に独立した外交を提唱する労働党の元政治家のそれとして

は、驚くに値しないかもしれない。ところが、現職のコンロイ（Stephen Conroy）影の国防

相は、中国は攻撃的すぎる、これまでの政府の対応は軟弱すぎるとして、南シナ海で 12

海里以内を通航する FONOPを敢行すべき、と大胆な発言を繰り出した38。これに対して緊

張をエスカレートさせるだけとビショップ外相が直ちに反駁し、同じ労働党の首脳もいか

なる国も一方的行動を慎むべきと冷静を呼びかけた39。コンロイ発言をめぐる一連の展開

から、国内には FONOP に容認的な意見もあるが、政府は南シナ海への一方的変更に反対

の立場を明確にしながらも、12海里内に入って中国を刺激するのは避けようとしているこ

とが窺われよう。実際に、2016年のある世論調査では、中国に対する好印象が増している

一方で、オーストラリア国防軍（Australian Defence Force: ADF）は南シナ海で中国に対し

て 12海里以内で FONOPを仕掛けるべきかとの問いに対して、賛成 74%、反対 20%という

数字を示している40。 

実際の ADFによる南シナ海への哨戒飛行は、通常のパトロールとして続けられているが、

RAAF 司令官によれば、飛行回数は増やしているが、ほぼ毎回中国側から警告を受けてい

る、ただエスカレーションはしていないとのことである41。さらに仲裁裁定直後までには

年内に 32回の哨戒飛行が行われており、RAAF司令官は南シナ海と特定はしないものの、

哨戒機だけでなく戦闘機や艦艇派遣の必要性も示唆している42。一方中国側によれば、10

月末までの 2016年の ADFによる南シナ海への哨戒飛行は、前年の 51回から 65回に増え

たとのことである43。 

 

３．海洋安全保障の態勢（posture） 

コーストガードを持たないオーストラリアでは、ADFが海洋安全保障に重要な役割を果

たしている。海軍（Royal Australian Navy: RAN）は警備艇 15隻を北部準州（Northern Territory）

の Darwinと Queensland州の北東部の Cairnsに配備しており、ボートピープルが押し寄せ

たときには、RAN の警備艇がボートの捕捉に出動することもある。また RAAF が南オー

ストラリア州の Adelaideに AP-3C哨戒機 18機を配備しており、やはりボートの偵察に出
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動することもある。 

現在の保守連合政権の下で海洋安全保障の中心的役割を委託されているのが、領域警護

軍（Australian Border Force: ABF）である。ABFは 2015年 7月にアボット政権によって、

移民領域警護省（Department of Immigration and Border Protection: DIBP）の下に設置され、

法執行機関の１つとして領域警護と税関（Customs）業務を管掌している。税関と言っても、

1990年代末から徴税業務は他機関に移管されており、ABFが担当するのは、空港や港湾の

警備や出入国管理、密輸摘発、検疫も含めた、国境を越えたあらゆるモノ・ヒトの流れの

管理である。唯一の例外が違法無報告及び無規制（illegal, unreported and unregulated: IUU）

漁猟であるが、管轄する農業省の漁業管理庁（Australian Fisheries Management Authority: 

AFMA）が船舶を持たないため、ABFや RANが AFMAの担当官を乗船させて摘発に向か

う44。ABF はまた、ナウルやマヌス島、クリスマス島や本土の収容所などでのボートピー

プルや不法滞在者の強制収容業務も担当しているが、各収容所での実際の収容業務は、民

間警備会社にアウトソースされている。以上のような非常に多様な機能を担っているため、

ABFは法務・警察・諜報・国防・外交・漁業・海洋安全・海洋環境・資金流出入管理など、

18 もの政府機関と定期的に連携している。そのトップはコミッショナー（Commissioner）

と呼ばれ、連邦警察のトップなどと同格の文官である45。 

ABFの下部組織として海洋領域隊（Maritime Border Command: MBC）が設置されており、

これがコーストガードに相当する機関である。その司令官は 2 ツ星将官で、隊員は ADF

要員と文官が混合している。MBC は Darwin、Cairns に加えて西オーストラリア州北西部

の Broomeに拠点を持ち、8 隻の警備艇を保有している。空からの領域監視は民間にアウト

ソースしており、偵察機 14 機を契約している 46。MBC の前身は 2005 年に法務省

（Attorney-General’s Department）の傘下の税関領域警護庁（Australian Customs and Border 

Protection Service）の中に設置された領域警護隊（Border Protection Command: BPC）であり、

2013年 9月から BPCは OSBの中心的役割を担うようになり、2015年のMBCへの組織改

編を経て今日に至っている47。 

海洋安全保障に関係するもう 1つの重要な機関が海洋安全庁（Australian Maritime Safety 

Authority: AMSA）である。AMSAは海洋安全政策を統括し、技能認証や民間船舶安全管理

を担当している。海難事故などのときには、実際の捜索救難（SAR）業務には ADFや各州

の SAR 担当機関がケース・バイ・ケースで携わるが、その際 AMSA は救難信号受信と官

民の救難機関の調整を主として担当する。2013 年の MH370 機行方不明の際に、当初の海

空からの洋上捜索調整には AMSA が携わり、その後の海底捜索は交通安全局（Australian 

Transport Safety Bureau）が調整している48。その他 AMSAの重要な機能は、船舶航行の監
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視・ナビゲーションで、AUSVTS を管理している。さらに海洋環境汚染防止も AMSA の

主要業務の 1 つであり、座礁などの事故への対応や REEFVTS などの保護措置の策定を担

当する49。 

オーストラリアでは省庁の設置が法律で定められておらず、ABFの例が示すように、海

洋安全保障担当機関も、そのときの政権の意向に応じて、頻繁に改編されてきている。そ

れゆえ官僚は特定の省庁よりもオーストラリア連邦政府の官僚機構への帰属意識の方が強

く、その結果省庁間の壁は低い。ADF や ABF の非常に限られた海空監視能力で、オース

トラリアの広大な海域で海洋安全保障を追求するのを可能にしてきたのも、政府機関同士

がきわめて柔軟に協力する政府横断型（whole-of-the-government）アプローチが採用されて

きたためである。2 節の冒頭で触れたように、広大な海域の監視には ADFを含む様々な政

府機関が関与している。ことに ABF は広範な業務を管掌しているが、総理内閣省

（Department of Prime Minister and Cabinet）の安全保障担当部局が各時点における優先順位

を明確に設定することにより、限られたリソースで期待される成果を上げることが可能に

なっている50。ボートピープルや違法漁船の捕捉も常に ABFの艦艇が担当するわけではな

く、最も早く現場に到着できそうな RAN 艦艇が起用されることも、ルーティンのように

柔軟に行われている。さらに ABFの監視飛行の例に見られるように、民間との連携を活用

しているのも特徴の 1 つであろう。豪海域の SAR の 90%以上は、AMSA の統括の下に、

遭難船の付近を航行する民間船に委託しており、救難活動を拒否する船舶はほとんどなく、

うまくいっているという51。またオーストラリアは政府の助成で統合海洋観察システム

（Integrated Marine Observing System: IMOS）を設立し、それに気象庁（Bureau of Meteorology）

や 4 つの公的研究機関、3 大学が参加し、様々な機器や手法を用いて周辺海域に関する膨

大なデータベースを作成し、ネット上で公開している。データ収集には、IMOS が指定す

るデータ収集機器の装備に応じた商船など「ボランティア」さえ活用している52。これも

調査船よりも商船の方がはるかに長い時間を洋上で過ごしているという、オーストラリア

らしい現実主義的な発想に基づいている。これにより遠洋調査船が 1 隻しかなく、しかも

老朽化という装備のギャップを埋めている53。以上のように、広大な海域に限られたリソー

スという制約の下で、オーストラリアは政府諸機関や民間などとの柔軟な連携を通じて、

MDAを確保しているのが、その海洋安全保障の態勢の最大の特徴と言えよう。 

 

４．各国との関係 

オセアニア最大の国家であるオーストラリアにとって、太平洋島嶼国の平和と安定は安

全保障上の大きな関心事で、海洋安全保障の分野では太平洋警備艇プログラム（Pacific 
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Patrol Boat Program: PPBP）を通じて能力構築支援に携わってきた。UNCLOSで EEZが実

施されるのに伴い、太平洋島嶼国が IUU漁猟の監視・摘発能力に欠けていることから、オー

ストラリアは 1987年から 1997年の間に、12カ国に 22 隻の警備艇を供与してきた。PPBP

の一環として、1992年からタズマニア大学（University of Tasmania）のオーストラリア海

洋カレッジ（Australian Maritime College）が島嶼国から要員を受け入れて訓練を施してお

り、これまで 4 千人以上を育成してきた。また RAN からも島嶼国に顧問が常駐して移動

に当たるとともに、警備艇をめぐり、耐用年数延長のための修復、燃料購入、メンテナン

ス、港湾インフラ整備など、様々な支援を提供してきた。こうした努力の結果、各国では

警備艇が年平均 70回程度使用されており、島嶼国の限られた人的リソースからすれば高い

稼働率を上げている54。今日多くの警備艇は耐用年数に近づきつつあり、オーストラリア

は PPBPに取って代わる太平洋海洋安全保障プログラム（Pacific Maritime Security Program: 

PMSP）を決定している。それには向う 30 年間で総額 20 億ドルを投入して大型新警備艇

を島嶼国に供与し、さらに 2017年から連合航空監視（integrated aerial surveillance）に年間

1500 万ドルを費やすことを決定している。従来の訓練や海軍将校の現地駐在も継続する。

このプログラムでは、TLにも警備艇供与をオファーしたが、未だに受諾の返答を返してこ

ない55。海洋境界をめぐる紛争が影響していると考えられる。ミクロネシア諸国の海洋監視

能力構築には笹川平和財団（Sasakawa Peace Foundation）が積極的に支援してきているが56、

これまでは島嶼国の能力構築をめぐって日豪間での連携は進んでこなかった。 

ADFはソラニア作戦（Operation Solania）として、太平洋諸島フォーラム（Pacific Islands 

Forum: PIF）の漁業庁（Forum Fisheries Agency）が実施する、IUU漁猟取締りのための監

視パトロール演習に、RAAF の AP-3C 哨戒機と RAN の艦艇を派遣して、諜報監視偵察

（intelligence, surveillance and reconnaissance）支援を行っている。ソラニア作戦は 2012年

に合意された太平洋海洋監視パートナーシップ（Pacific Maritime Surveillance Partnership）

の下で、豪NZ仏米の4カ国が調整する多国間海洋監視支援の一環でもある57。これらのオー

ストラリアによる太平洋島嶼国への支援は、一定の成果を上げてはいるが、課題は地域で

のオーストラリアの影響力が低下していることである。特に島嶼国の中心的存在の 1つで

あるフィジーは、2006年のクーデター後の制裁措置に強く反発して中国やロシアに接近す

るなど、豪 NZ 離れを進めている。ただし、オーストラリアからの新警備艇供与には応じ

ており、海洋安全保障能力構築支援が関係改善の鍵となるかもしれない。 

ADFはまたゲイトウェイ作戦（Operation Gateway）として、1980年代初頭からマレーシ

アのバタワース（Butterworth）空軍基地に RAAF哨戒機を配置して、南シナ海・マラッカ

海峡・東インド洋の海域をパトロールしてきた。2 節で触れたように、RAAF は南シナ海
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で通常のパトロールとして哨戒飛行を実施しているが、これを実施する AP-3Cも同基地か

ら出動している58。ADF の軍事的オペレーションのうち、米国側が最も高く評価している

ものの 1つがこの作戦だという59。 

2015年にオーストラリアはアジア海上保安機関長官級会合（Heads of Asian Coast Guard 

Agencies Meeting）の 20 番目のメンバーとして加入し、MBCが代表として参加することと

なっている60。こうしてアジア近隣諸国と海洋安全保障協力に取り組む姿勢を見せている

が、OSBの一環としてオーストラリアがボートピープルをインドネシア領海まで引き戻し、

その際 RAN 艦艇がインドネシアの領海に侵入したとして、インドネシアで大きな問題と

なったことがある61。ただし、オーストラリアとは対テロ対策をめぐって緊密な連携を築

いてきたことから、ジャカルタの政権はその厳しいボートピープル対策に正面から批判す

ることは避けている。さらに、近年では豪インドネシア海軍間で年次カソワリー演習

（Exercise Cassowary）が行われている62。 

近年の日豪関係で唯一と言っていい厄介事が捕鯨問題である。2010年の選挙直前に人気

取りを意識してラッドが提訴した日本の南極海における捕鯨活動に対して、2014年 4月に

アボットの首相として初の訪日直前に、ICJ は日本の計画を調査捕鯨として認められない

との判決を下した。しかし、安倍晋三・アボット両首相間の親交をベースに日豪安保協力

が著しい進展を遂げる中で、捕鯨は両首相の下での著しい日豪安保協力の進展にネガティ

ブな影響を及ぼさなかった。2015 年 11 月に日本は判決以来中断していた捕鯨を新たな計

画の下に再開することを発表した。しかも、オーストラリアが海洋境界をめぐり TL にし

たように、日本は海洋生物資源に関する紛争、つまり捕鯨問題を ICJ の管轄権から排除す

ると宣言した63。これに対して、同年 9 月にアボットから党首の座を奪っていたターンブ

ル（Malcolm Turnbull）首相は、12 月の訪日時に安倍首相に対して日本の捕鯨再開に対す

る深い失望を表明したが64、その後オーストラリアではこの問題は大きく採り上げられて

いない。2016年は反捕鯨団体 Sea Shepherd（SS）が新母船建造中で妨害活動に現れなかっ

たが、2017年１月の時点では大幅に性能をアップグレードした Ocean Warrior号を母船に

その船団が南極海で日本の捕鯨船を追跡しようとしているが、以前のようにその位置を把

握しきれていない65。一方で、SSの活動を牽制するかのように、米豪蘭 NZの 4国政府は、

捕鯨への反対は明確に言及しているものの、南極海での捕鯨操業中の危険な行為を強く非

難する共同声明を出している66。日豪間での捕鯨をめぐる対立は、高度に政治的・文化的

な性格を帯びており、政治的ポピュリズムに利用されたときにのみ認識される問題にすぎ

ず、海洋安全保障のイッシューとして捉えるのは適切でない。 

最後にオーストラリアとの海洋安全保障協力に関する提言に触れておきたい。2016年 2
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月には、日豪太平洋戦略（Australia-Japan Strategy for Cooperation in the Pacific）の中で、IUU

漁猟対策を含む太平洋島嶼国に対する協力をめぐり日豪両国が連携していくことが合意さ

れた67。さらに同月に出された日本の防衛計画の大綱に相当する、オーストラリアの国防

白書では、島嶼国への協力をめぐるパートナーとして、従来の NZ 仏米に加えて、初めて

日本が追加された68。これまで日本とオーストラリアは太平洋島嶼国に対して、少なから

ぬコミットメントを重ねてきたものの、広大な海域を管理する能力構築支援などに両国が

連携して取り組むことは、想定外であった。しかし、日豪でそのような機運が高まりつつ

ある今日、オーストラリアの PMSPと笹川平和財団のミクロネシアでの活動をうまく調整

して進めていけば、より効果的な支援を期待できるであろう。また日本の海上自衛隊か海

上保安庁がソラニア作戦に参加することも検討に値するであろう。 



第４章 オーストラリアの海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 －54－

 

Figure 1: Australia’s Maritime Boundaries 

Source: Australian Government. www.ga.gov.au/webtemp/image_cache/GA11214.pdf 
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Figure 2: East Timor’s claim for EEZ 

Source: The La’o Hamutuk Bulletin, Vol. 4, No. 3-4: August 2003. 

http://www.laohamutuk.org/Bulletin/2003/Aug/bulletinv4n34.html  
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第５章 インドネシアの海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

本名 純 

 

はじめに 

 現在、インドネシアの国防・安全保障政策は、大きな転換を迫られている。それは、一

言でいえば、反植民地独立戦争の「栄光」に基づく「大陸型地上ゲリラ戦」を中心とした

伝統的な国防・安全保障観からの脱却であり、それに替わるものとして、群島国家の海洋

安全保障パラダイムの確立である。2013 年から 2 年間、同国の国軍司令官を務めたムルド

コ陸軍大将は、その転換について次のように語る。「きっかけは南シナ海における安全保障

環境の大きな変化である。中国のアグレッシブな南進が、それを引き起こしている。イン

ドネシアの北の海は、この新たな脅威にとても脆弱であることは明白であり、いまこそ国

軍の軍事ドクトリンと組織形態の再構築を行うときである1。」その主張と伴に、ムルドコ

国軍司令官は、退官の間際に「国軍の組織再編に関する大統領令」の修正案2をジョコ・ウィ

ドド（愛称ジョコウィ）大統領に提出した。その修正案には、これまでユドヨノ大統領時

代から必要性を認められてきたものの、依然として実現されていない陸海空の統合コマン

ドを西部インドネシア、中部インドネシア、東部インドネシアにそれぞれ配置し、対外脅

威に対して 3 軍で対応する計画が強調されている。当然その重点は西部インドネシアであ

り、ナトゥナ諸島周辺におけるインドネシアの EEZ と中国が主張する「九段線」がオーバー

ラップする海域での安全保障の強化にほかならない。 

 しかし、ムルドコのいう国防・安全保障の転換は、現実には多くの問題を抱えている。

おそらく、彼が提出した大統領令の修正案は、陽の目を見ることはないであろう。ジョコ

ウィ大統領も、海洋重視の国家ビジョンを掲げ、海洋経済の発展に積極的に取り組んでい

るものの、安全保障の戦略シフトに関してはなかなか決断できないでいる。なぜなのか。

そこにはインドネシア独特の政治的・経済的理由がある。それを理解するために、本稿で

は第一に、同国の海洋安全保障の前提になる海洋主権と海洋法の解釈を考察する。その上

で、第二に、現在の海洋安全保障政策を分析する。最後に、海上警備体制の新展開と課題

を見ていきたい。それらを通じて、インドネシアの海洋安全保障のジレンマを浮き彫りに

したい。 

 

１．海洋法の解釈 

 インドネシアは群島国である。いわゆる「ジュアンダ・ドクトリン」と呼ばれる群島国
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家宣言を行ったのが 1957 年である。その直後に始まった国連海洋法会議での交渉を通じて、

UNCLOS は群島国の主権と水域を定義付けするに至った（第 49条）。これを受けて、1985

年に UNCLOS の批准に関する国内法3を制定し、1996 年には自国の領海に関する新しい法

律4を設置、さらに 2002年の一連の政令5で外国船籍の船舶や航空機の責任等を定めた。2008

年には、2002 年の法令の一部修正を新たな法令6で定め、さらに国家領域に関する新法7を

制定した。 

 この 2008 年の国家領域法は、他国との境界の画定を推進するものであり、これまでのと

ころ、海洋においては 17カ所で境界合意が成立している。インドネシアは 10カ国8と海の

境界を有しており、この数は世界で一番多い。その国境も、領海、大陸棚、EEZ と多様で

ある。未画定の境界が多く、例えばインドネシア領海の約四割は境界未画定であり、シン

ガポールやマレーシア、東ティモールと交渉中である。EEZ の境界に関しても東ティモー

ルやパラオ共和国、フィリピン、ベトナム、タイ、インドとの間で合意に至っていない。

大陸棚でもフィリピン、パラオ、東ティモールとの間で境界が定まっていない。 

 この境界未画定海域の実質的な問題として、インドネシアが常に懸念し続けてきたのが、

第一に漁業の合法性に関する問題であり、第二に海上における法執行の実効性の問題であ

り、第三に石油ガス採掘における投資家への政府保証の問題である。特に近年では、中国

が正統性を主張する「伝統的な漁業海域」が、インドネシアのナトゥナ海域を含んでおり、

中国漁船の違法漁業を中国海警局の船舶がバックアップする状況が、インドネシアの海洋

資源の保全と海上法執行に大きな懸念を与えている。 

 では、インドネシアはどのように自国の海のルールを設定しているのか。まず、領海と

群島水域における無害通航権について、インドネシアは UNCLOS の基準に沿って 1996 年

の領海法と 2002 年の法令第 36号に定めている。それによって、無害通航権の行使にはい

くつかの義務を課している。第一に、公海と公海をまたがる移動、もしくは EEZ と EEZ

をまたがる移動を目的にして、インドネシアの領海・群島水域を経由する場合、外国籍の

船舶は群島航路帯（Archipelagic Sea-Lanes: ASL）を通航しなければならない。 
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図：インドネシアにおける群島航路帯9 

 

図に示されているように、インドネシアの ASL は 3カ所にあり、ASL1 がスンダ海峡か

ら西部ジャワ海、カリマタ海峡とナトゥナ海を経由してシンガポール海峡や南シナ海に出

る航路帯。ASL2 がロンボク海峡から東部ジャワ海、マカッサル海峡そしてセレバス海に

繋がるシーレンで、マラッカ海峡や ASL1 を通航するのが困難な喫水の深い船舶が利用す

る。ASL3 は少々複雑で、インド洋からサブ海、もしくはティモール海かアラフラ海から

バンダ海に接続し、マルク諸島の間をぬってマルク海に出てセレベス海や太平洋にぬける

航路帯である。無害通航権の行使は、この３つの ASL に限定するというのがインドネシア

の立場である。 

 また、インドネシアの内水に入ることを目的とする外国籍船舶にも、指定の ASL を経由

する義務を課している。外国漁船が無害通航権を行使する場合は、漁獲設備をしまって

ASL を通航する義務を課している。海洋調査船の場合も、同様に、調査設備をしまって

ASL を通航する義務が明記されている。外国船籍のタンカーや原子力船、核や他の有害物

資の運搬船に関しても、インドネシア領海と群島水域への進入が単なるトランジットの場

合、ASL を通航することを無害通航権行使の条件に設定している。 

 無害通航権ではなく、通過通航権については、2002 年法令 37 号で定めており、外国の

船舶・航空機・軍艦・軍用機には以下の７つの義務を課している。第一に、輸送目的の外
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国船舶・航空機は群島水域を「通常のモード」で運行する。第二に、それらの通過の際、

船舶・航空機は、群島航路帯・航空路の中心線から 25カイリ以上離れてはならない。第三

に、それらの外国船舶・航空機は、インドネシアの主権を脅かす行為や武力の使用を禁じ

る。第四に、外国の軍艦や軍用機は武器の使用を禁じる。第五に、外国の航空機は不可抗

力の事由を除きインドネシア領域に着陸できない。第六に、外国籍の船舶は不可抗力の事

態もしくは海難救助以外の時に停泊や錨をおろすことはできない。第七に、外国の船舶と

航空機は、許可を受けていない放送や通信システムの妨害、許可を受けていない人物・集

団（インドネシア側）との通信を行ってはならない。これらが群島航路帯通航権に対する

条件である。 

 では、国際海峡であるマラッカ・シンガポール（以下、マ・シ）海峡においてインドネ

シアの対応はどうなっているのか。マ・シ海峡の分離通航帯を航行する限りは、通過通航

権（通航船舶は害されない）を行使して通航できるが、インドネシアのスマトラ島沿岸を

航行する場合、群島水域に入ることになる。ただ、ここには ASL の指定がないため、外国

船舶は無害通航権を使って航行することになる。観念的には、通過通航より無害通航のほ

うがインドネシアの干渉を受けやすいが、「通常のモード」の海上輸送を行う商船であれば、

実質的な違いはないと考えられている。 

 最後に EEZ に関しては、1983 年法律第 5号（EEZ に関する法10）で定めている。外国船

の航行については、航行の自由を制限するような明記はないものの、EEZ内での外国船の

無許可の漁獲活動や資源採掘についてはインドネシア海軍が法執行を担当することや、違

法行為に対する処罰は地方裁判所で判決すること等が明記されている。 

 

２．海洋安全保障政策 

 海洋法の解釈は以上の通りであるが、海洋安全保障政策はどのように設定されているの

か。これは、主にインドネシア国軍（海軍）が担当する部門と、シビリアンが担当する部

門に分かれる。海軍は海洋におけるインドネシアの主権を他国の軍事的脅威から守ること

が主要ミッションであり、その海洋防衛戦略は、近年であれば例えば 2003 年の海軍戦略

ペーパー11に示されており、ポスト冷戦とグローバル化時代の海洋防衛戦略は 3 つの柱で

成り立っているとする。第一は海軍外交を通じての抑止戦略、第二に戦時において海と空

で形成される二層防衛戦略、第三に戦時に相手国にインドネシア海域を利用させないため

の海洋制御戦略であるという。 

 しかし、現実の脅威主体は、他国の軍事組織というよりは、違法漁業や密航、海賊など

の海洋犯罪が主流であり、国防という観点からは、海軍はあまり最新装備を必要とする環
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境にはない。また、軍事的脅威への対応よりも、自国領海の平和・秩序維持が日常的には

重要な任務である。具体的には、マ・シ海峡と 3 つの ASL、そして境界未画定海域の秩序

を維持することであり、そのことがインドネシアの国際貿易を支え、国家経済の発展に寄

与し、結果的に国家主権も強固になると考えている。そのため、例えば 2008 年の国防白書12

が強調するように、国境に近い 92 の小島のうち、12 島を優先的に海軍がパトロールして

他国に実効支配されないよう努めてきた。その海軍にとって、2014 年 10月に発足したジョ

コウィ政権は大きな追い風になっている。 

 ジョコウィは、インドネシアで初めて「海洋ドクトリン」を掲げた大統領である。2014

年 5月に選挙キャンペーンで発表した政権マニフェストや、大統領選挙後の勝利宣言では、

インドネシアを地戦略的に「グローバルな海洋軸」（global maritime axis）と位置づけた。

同年 11月には、大統領就任後初めて参加した東アジアサミットで、「グローバルな海洋柱」

（global maritime fulcrum）のビジョンを示し、インドネシアの海洋重視政策を国内外に印

象づけた。このジョコウィの海洋軸ドクトリンは、インド洋と太平洋を橋渡しするインド

ネシアの戦略的重要性を強調するものである。それには 2 つの背景がある。まず、グロー

バル化の進展で 2 つの海が経済的に急速に接近するなか、その中央に位置するインドネシ

アには、経済活動の巨大なポテンシャルがあるということ。第二に、中国の台頭とアメリ

カのリバランシングという東アジアの戦略シフトに対し、インドネシアの主体性とプレゼ

ンスを高めていくには、アジアの「海洋大国」という国家アイデンティティを打ち出すべ

きだという意識である。 

 この海洋軸ドクトリンの政策的プライオリティは、島と島との連結性の強化と港湾イン

フラのグレードアップである。とりわけ東部インドネシアに重点を置いている。実際、マ

ルク諸島を見てみると、豊かな水産資源があるにもかかわらず、コネクティビティが欠如

しているため、地元経済は自己完結しており、国家経済への貢献も少なければ、国家経済

からの恩恵もあまり受けていない。西部インドネシアでも、例えばジャカルタからシンガ

ポールにコンテナを送るほうがスマトラ島のパダンに送るより 3倍安い。従って、海洋ド

クトリンのビジョンは、インドネシア全体で島と島とのコネクティビティを強化し、各地

で港設備を発達させることで、インドネシアの海洋ビジネスと貿易を加速させる。それが

国家財政を強化し、経済発展を促し、グローバルな海洋貿易と海洋商業のハブとしてのイ

ンドネシアの重要性を高める、というものである。 

 ジョコウィ政権の海洋安全保障の認識は、基本的にこのビジョンの延長にある。そのた

め、海軍においては、いよいよ自分たちの時代が来たという認識を強く持っている。海軍

（Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut: TNI-AL）は、伝統的に海洋安全保障の脆弱性が
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郷土防衛の問題だと認識してきた。日本占領期の終了直後にオランダが本土に戻ってこら

れたのも海洋防衛能力が低かったからであるし、1957 年に起こったインドネシアからの分

離独立を掲げた地方反乱の際も、反乱勢力が海を効果的に使い、海軍は彼らの動きを封鎖

できなかった。1962 年にイリアン・ジャヤを併合した際も、オランダの空母が同地に接近

した。近年では、海賊対策が不十分だという理由で外国からの介入を許しているという認

識もある。そのため、海軍にとって、ジョコウィの海洋軸ドクトリンは大歓迎であり、海

軍の強化を通じて、海洋資源やシーレーン、群島水域、領海、EEZ を伝統的・非伝統的脅

威から護るという組織ミッションにシンクロさせている。 

 ではその能力はどういう状況にあるか。海軍は、ユドヨノ大統領時代に 2005 年から 2024

年までの 20 年計画で「最小必須戦力」（Minimum Essential Force: MEF）を整備するとし、

2020 年までに外洋海軍と沿岸海軍の間の地域海軍（Green-Water Navy）を目指すというブ

ループリントを示した。この MEF では、20 年間のうちに海軍は 5 つの艦隊を保有したい

とし、実働可能な戦闘艦、哨戒艦、補給艦を合わせて 274隻持ちたいとする。実働可能と

いうのがカギであり、現在では 317 の哨戒艦と 151 の戦闘艦、そして 2隻の潜水艦を保有

するものの、実際に運用可能なのは哨戒艦でいえば 60隻程度である。残り 250隻のうちス

タンバイが 50隻ほどで、それ以外は「メンテナンス中」である。もっといえば、運用可能

な 60隻の哨戒艦のうち、実際に稼働しているのは 15隻ほどである。残りの 45隻は燃料が

ない（費用を捻出できない）ため稼働不可の状況にある。 

 海軍力強化が叫ばれるものの、その実現を阻んでいるのが、第一に予算不足であり、第

二に国内防衛産業の弱さである。スハルト大統領の時代（1968-98）から国防予算はおさえ

られていたが、1997 年のアジア通貨危機で国家財政は大幅に悪化し、2004 年のユドヨノ時

代の到来でようやく経済成長の回復と、それに伴う国防費の増加に期待が持てるように

なった。実際に、2001 年には 20億ドルであった国防予算は、2013 年には約 4倍の 83億ド

ル（GDP の 0.9％）に増加した。近隣諸国は GDP の 2％が平均であることから、インドネ

シアは依然として低くおさえられていると言えるが、南シナ海とナトゥナ海の不安定を背

景に、ジョコウィ政権は、2019年までに国防予算を GDP の 1.5％まで引き上げると主張し、

国軍の支持を受けている13。 

 国内の軍事産業は、兵器製造の国営 PT Pindad と造船の国営 PT PAL があるが、資金も整

備も貧弱である。そのため、艦艇に使用されるコンポーネントの約７割は輸入に頼ってい

るのが現状である。ジョコウィ政権は、この産業育成に力を入れようとしている。そのた

めの外国投資の誘致に積極的であり、「防衛外交」を自ら手がけている。日本との間でも、

2015 年 3 月のジョコウィ来日時、そして翌年の「2+2」の場面で、その防衛外交がみられ
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た。 

 このように現政権は、海洋軸ドクトリンを掲げ、そのビジョンに基づいて海洋ガバナン

スを安全保障化しつつ、国軍の役割を強化しようとしている。なかでも優先度の高い問題

は南シナ海でありナトゥナ海である。2016 年に入って、陸軍はナトゥナ諸島に配置されて

いる陸軍兵士を従来の 800人から 2000人に増強する予定である。空軍も、この地区の戦闘

機を増やすとしている。海軍も、ナトゥナ海に派遣する船を増やしており、例えば 2015

年 12月には 7隻の軍艦を送り、翌月には 14隻に倍増した。また、ジョコウィ政権になっ

てから、ナトゥナ諸島から 480キロ離れたバタム島で、ナトゥナ防衛を想定したアメリカ

軍との合同演習を 2回行っている。明らかに南シナ海問題にシフトした国軍の体制作りが

見られる。 

 

３．海上警備の課題 

 とはいえ、インドネシアの海洋安全保障の課題は、もちろん南シナ海問題に限定される

わけではない。海洋ガバナンスの安全保障化のプロセスには、越境犯罪対策の本格化も含

まれている。むしろ日常的には、その問題のほうがインドネシアの海洋ガバナンスには切

実であるともいえよう。具体的には、第一にテロリストを含む「人の密航」、第二に海賊や

船舶に対する武装強盗、第三に違法・無報告・無規制漁業（いわゆる IUU 漁業）、第四に

天然資源の密輸であろう。問題は、どこの政府機関が、これらの複雑な問題に対応するか

の制度設計である。以前のスハルト政権下であれば、強権政権の背骨として君臨した国軍

が「二重機能」というドクトリンを掲げて非軍事部門の省庁に大量に出向し、関係機関の

権限と権益をトップレベルで掌握していた。当然、海洋部門であれば海軍が強い権限を持っ

ていた。しかし、1998 年以降の民主化の過程で「二重機能」は廃止となり、海洋部門の権

限も 12 の関係省庁に分散していく。同時に、2001 年以降は、民主改革の一環で、地方分

権化政策も導入され、中央政府から地方自治体へ多くの権限が移譲された。これらの結果、

海洋行政の複雑化と権限のオーバーラップが顕著となり、海洋犯罪の取り締まりも充実か

らは程遠い状況にある。 

 この解消に向けたイニシアティブが、2006 年にユドヨノ政権下の大統領令（2005 年第

81号）14で新たに作られた海上保安調整組織（Bakorkamla）である。この Bakorkamla には、

12省庁にまたがる権限の整理と行政手続きの効率化に向けた、政策「調整」を行う権限が

与えられた。具体的には、海上治安に関する合同作戦や合同訓練の計画策定や、その実施

であり、あくまでも「調整役」の域を出ることはなかった。その後、ユドヨノ政権の終了

直前に海洋法（2014 年第 32号法15）が制定され、ようやく調整役に限定されたものではな
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く、法執行の主体として Bakorkamla を衣替えする条項が加わった。それが海上保安組織

（Bakamla）である。その立ち上げのため、ジョコウィ政権は、すぐに大統領令16（2014

年第 178 号）を出し、Bakamla の役割を調整ではなく、海上安保の国家政策の策定や、パ

トロールと法執行であると定めた。2015 年に初代 Bakamla長官に任命されたママヒット海

軍中将は、「Bakamla という名称を使っているが、実質的にはインドネシアのコーストガー

ドである」と新組織を位置づけた。また、海洋問題調整大臣のリザル・ラムリは、Bakamla

設立一周年式典で、「未だ 12省庁に海洋法執行の権限が散らばっているが、目標としては、

Bakamla に一元化していく」と説明した17。 

 これによって何が変わりつつあるか。海上警備にあたるプレーヤーが、これまでのよう

に海軍、海上警察、運輸省海運総局、海洋漁業省、税関管理局に留まらず、新たに Bakamla

が加わる形になり、今後は Bakamla に海上法執行が一元化されるというシナリオは、国家

警察の不信感を煽るのに大いに貢献している。なぜなら、彼らは Bakamla の背後に国軍の

「失地回復」の野心を読み取っているからである。そもそも Bakorkamla 時代から、海軍は

積極的に「新組織」を支援してきた18。その背景には、スハルト後の民主改革の過程で「国

防」（defense）に限定された国軍の役割を今こそ「安全保障」（security）にまで拡大（回復）

したいという悲願がある。海軍から人材や整備を注入していくことで、Bakamla を「弟分」

に仕立て、海軍の影響力の強いシビリアンのコーストガードを作っていく。これが海軍の

ビジョンである。早速 Bakamla には海軍から 10隻の巡視艇が譲渡された。これから 30隻

を造船する計画が打ち出されている。 

 警察は、このような国軍の役割拡大を警戒している。そもそも、海賊や違法漁業といっ

た治安の問題は、本質的に軍事ではなく、軍人が全面に出て対応をするような状況は健全

とはいえず、陸と海での警察による法執行こそが適切な対応である。その立場から、国軍

色の強い Bakamla の拡大は、国家警察にとって懸念材料である。また国軍は、Bakamla に

続いて、国家安全保障会議（NSC）の設立もジョコウィ大統領に強く迫っている。ここで

陸海空の安全保障政策のプライオリティを決めるというビジョンであり、国軍関係者が重

要ポストを占める可能性が高い。「NSC など必要ない。治安政策の調整が必要なら調整大

臣府がやればよい。なぜ新設しなければならないのか。反対である」と国家警察長官は主

張する19。このような状況を考えると、Bakamla の誕生は、海上安保機関の間のライバル競

争を促進している面があり、それは長期的には解消されることを期待したいが、例えば関

係機関の士気低下やサボタージュなど、少なくても短期的には海上警備体制にネガティブ

なインパクトを与える可能性は否定出来ない。 
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おわりに 

 以上の考察からわかるように、インドネシアではジョコウィ政権になって、海洋安全保

障に対する意識が大きく変化している。そのきっかけは、第一に政権の掲げる海洋軸構想

であり、第二に南シナ海問題と直結するナトゥナ海での中国との摩擦である。この２つの

ベクトルが共鳴するなか、安全保障部門における国軍のプレゼンスは拡大し、同時にナショ

ナリズムに訴えた政策執行の場面も増えてきた。その典型が、外国 IUU船舶の「爆破ショー」

であり、2015 年だけでも 157 隻の外国 IUU 船を拿捕し、うち 107 隻を爆破して沈めてい

る。この爆破には軍艦が動員され、武力の誇示とナショナリズムの煽動で違法漁業対策が

形作られてきた。ナトゥナ海についても同様であり、インドネシアの EEZ内で中国漁船が

違法漁業をするので、これをどう取り締まるかという法執行の問題が本質である。しかし

国軍は、これを国防の問題に解釈し、ナショナリズムの高揚と絡めて、部隊の再配置や海

軍力強化を訴えている。 

実際、2016 年 6月には海軍のコルベットが違法操業中の中国漁船に威嚇射撃をし、中国

海警の妨害を受けながらも漁船を拿捕している。この直後、国軍司令官はナトゥナに軍事

基地を建設すると発表し、同年11月には陸軍兵士3000人を動員した軍事演習を実施した。

陸軍報道官は、この演習を中国の 9 段線を意識したものだと主張し、郷土防衛ナショナリ

ズムに訴えかけた。 

 しかし、インドネシアにおける違法漁業の問題は、ナショナリズムや軍事で解決できる

ほど簡単なものではない。各地の海洋文化、伝統的な越境生活圏、地方水産経済の変容、

漁村の貧困化、漁業ライセンスに関する汚職の蔓延、脆弱な国境監視など、外国の問題と

いうよりインドネシアの複雑な国内問題に根本的な原因がある。その意味で、今の海洋犯

罪対策の「軍事化」は「行き過ぎた安全保障化」（over-securitization）であり、その解除が健

全である。 

 そのためにも、国際社会の「積極的な関与」が期待されている。おそらく、それはコー

ストガードの育成がカギとなる。海軍の思惑を遮断して、いかにプロフェッショナルなコー

ストガードを作っていけるか。軍組織と違い、コーストガードは国際協力が要である。そ

の国際協力の制度化を通じて、海洋ガバナンスを「脱軍事化」していく。そのイニシアティ

ブを Bakamla に期待したい。実際 Bakamla は、地域で国際協力を進めている。マレーシア

のコーストガード（MMEA）とは、マラッカ海峡での合同パトロールを行い、オーストラ

リア国境警備隊（ABF）とはキャパシティ・ビルディングに向けた合同オペレーション、

中国とは海洋観測衛星の分野で協力、日本とは通信システムや人材育成の分野で協力して

いる。マルチの国際協力においても、アジア海上保安機関長官級会合への参加や、ベスト
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プラクティス共有を目的とした海上保安机上演習（MSDE）を共催している。こういう活

動を通じて、国際的な規範と能力基準を備えたコーストガードに発展していくことが、イ

ンドネシアの海洋安全保障政策にとって中長期的に重要な課題であろう。 
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第６章 シンガポールの海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

古賀 慶 

 

はじめに  

 シンガポールは、マレー半島の南端、太平洋とインド洋を結ぶマラッカ・シンガポール

海峡（マシ海峡）のチョークポイントに位置しており、地政学上の要衝とされている。そ

の地理的条件もあり、海上交通の安全確保、未確定の海上国境、海賊等の安全保障問題、

周辺海域に広がる小規模な諸島の国土防衛や国境防衛といった多様な課題を小規模な都市

国家ながらも抱えている。その中でもシーレーン（SLOC）の安定はシンガポールにとっ

て最重要課題と言っても過言ではない。2012~14 年の国内総生産（GDP）比で貿易額が約

3.59 倍という数字が示すとおり、貿易依存率は極めて高く、食料や資源が皆無であるシン

ガポールはほぼすべての生活必需品を輸入に頼っている1。結果として、シンガポールは海

洋戦略環境の安定を自らの生存と繁栄に不可欠であるとみなしており、法律、外交、防衛

といったあらゆる分野をとおし、包括的な海洋政策の設計に努めている。 

 

１．海洋法の解釈 

 シンガポールは、1982 年の国連海洋法条約（UNCLOS）に関する第三次国際連合海洋法

会議の議長をトミー・コー大使が務めたこともあり、1994 年の条約発効以来、海洋法の遵

守を海洋政策の一環として位置付けている。近年、南シナ海における領土問題により中国

と東南アジア諸国の間で政治的、あるいは軍事的な緊張が高まりつつある中、国際法の解

釈が係争国間でのひとつの争点となっている。シンガポールの海洋法の解釈は、全般とし

て主流な解釈に基づいているが、シンガポールには南シナ海の領土問題が存在しないため、

原則として領土・領海問題の解決については中立を保っている2。しかしながら、南シナ海

における紛争は SLOC の安定にも深く関わってくるため、海洋法を用いた平和的解決を求

めている。ここでは、国家の主権や軍事戦略にも関わる①領海における無害通航権、②排

他的経済水域（EEZ）における航行権および上空飛行、③国際海峡における通過通航権に

ついてのシンガポールの立場を大まかに説明する。 

国連海洋法条約第 17 条によれば、領海 12 海里における主権には制限があり、無害通航

権が認められることになっている3。無害通航権とは、領海内における武力による威嚇や武

力行使といった行為、さらには停船や徘徊といった行為は違法行為とみなされる一方、軍

艦を含める船舶が領海を「継続的かつ迅速な通過」をし、軍事的にも無害であるとみなさ
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れる場合（例えば、潜水艦の場合は浮上する必要がある）、沿岸国への通知は行わずに通航

することができる。ただし、「無害」や「継続的かつ迅速な通過」の定義においては解釈に

幅があり、あらかじめ事前許可制を取る国々も存在する。シンガポールの場合、この点に

ついては明確に定められていない。 

 EEZ における航行権および上空飛行についても、シンガポールは国際的に主流の解釈を

取っている。すなわち、EEZ では 200 海里内の水産・鉱物資源といった経済的資源に関し

ては沿岸国が排他的所有権を持つ一方、公海の規定と同様の「航行の自由」と「上空飛行

の自由」も確保されているという立場である。もちろん、EEZ 内の航行や上空飛行におけ

る沿岸国と利用国の間においてお互いの権利と義務を認識し「相互尊重」（mutual “due 

regard”）するという原則が国際法上には存在するが、EEZ 内で他国による軍事演習等の活

動を沿岸国が制約できるという解釈は取っていない4。これは、中国の「国家管轄海域」と

呼ばれる、EEZ 内での「航行の自由」と「上空飛行の自由」は認めずに無害通航権に似た

形で通航を制限するという解釈とは異なるものである5。しかし、シンガポールの EEZ は

673 平方キロメートルと小規模であると同時に SLOC と重複していることを考えれば、シ

ンガポール EEZ 内で他国が軍事演習等の活動を行うことは、政治的・軍事的な緊張を著し

く高めることになるため、そのようなリスクは極めて小さいと考えられている。 

 またシンガポールは、マシ海峡を国際海峡とみなしており、事実上、通過通航権を認め

ている6。これは、マシ海峡に国連海洋法条約の「第三部 国際航行に使用されている海峡」

が適用されているためであるが、条約締結以前においてはその立場は必ずしも現在ほど明

確ではなかった7。1971 年 11月に、シンガポール、インドネシア、マレーシアの 3ヵ国が

マシ海峡についての共同声明を発表した際、インドネシアとマレーシアはマシ海峡を国際

海峡と認知せず、無害通航権の原則を取り入れると伝えていた。他方でシンガポールは、

マレーシア、インドネシアの両政府の立場を認識するとの立場に留まり、自らの解釈を明

確化することは避けていた8。認知しない理由としては、国際海峡と認定すれば通過通航権

が認められることになり、いかなる船も遅延なく航行するのであれば、沿岸国に通告なし

に「航行の自由」や「上空飛行の自由」が認められることになるからである9。国連海洋法

条約第 40 条で示されているとおり、通過通航権は沿岸国の事前の許可なしには調査活動や

測量活動を行うことはできないという点で公海と異なるが、地理的に航路が狭まる海峡に

おいて通過通航権を認めてしまうことは、国家の領域近くにまで他国の船舶や航空機がア

クセス可能となるため、国家の主権にも関わることになる10。シンガポールは SLOC が生

命線となるために海峡をオープンにし続けることを重視していたが、インドネシアとマ

レーシアの両国はその立場に必ずしも同調することはなかった。しかし、現在は両国共に
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国連海洋法条約を批准しているため、インド洋と太平洋の公海をつなぐマシ海峡を国際海

峡と認める立場を取っていることとなる。 

 これらを背景に極端な例を挙げると、戦闘準備が整っている他国の軍艦や軍の航空機で

もマシ海峡を「継続的かつ迅速な通過」をする場合、事前通知なしに通過してもシンガポー

ルがその航路を妨害することは法律的に違法という立場を取ることになる。しかしマシ海

峡におけるそういった行為は、シンガポールのみならず国際社会からの懸念も高まること、

水深が浅いために潜水艦は義務づけられていなくても浮上する必要があること、スンダ海

峡・ロンボク海峡といった迂回路が存在すること等から、戦略的リスクが極めて高いと考

えられており、可能性としては低いと考えられている。 

これらの点から分かるように、シンガポールの海洋法解釈はシンガポールの国益を反映

するもの、もしくは妨害しないものとして成り立っている。また、シンガポールが国際法

を遵守する姿勢を明確化することにより、国際社会からの支持を得て、地域諸国との政治

的な連携を強化することにも繋がり、SLOC の安定により貢献することができる。 

 

２．海洋安全保障政策  

 シンガポールの海洋安全保障政策の原則は明確に政府から正式発表されているわけでは

ないが、①海洋法（国際法）の遵守、②航行の自由の遵守、③紛争の平和的解決の 3 つが

常に強調されている。これらの原則は、1990 年より 2015 年にかけてゴー・チョクトン首

相、リー・シェンロン首相をはじめ、トニー・タン副首相兼国防大臣、シャンムガム・ジャ

ヤクマール外務大臣兼法務大臣、カシヴィスワナサン・シャンムガム外務大臣兼法務大臣

等の歴代の政府高官によって繰り返し述べられてきている11。また、海洋問題における国

家間の係争に関しては可能な限り国際法的解決を勧める立場を取っている。 

 これは、シンガポール自身が二国間交渉や国際司法裁判所（ICJ）をとおして領土問題や

領海問題を平和裏に解決していることからも窺える。事例としては、ペドラ・ブランカ領

土問題、ジョホール埋め立て問題、インドネシア・シンガポール領海画定問題が挙げられ

る12。ペドラ・ブランカ領土に関しては、1980 年、マレーシアが新たな地図を発行し同領

土を自国領と示したことにより、二国間の問題に発展した。両国間での交渉が始まるが、

その過程の中でミドル・ロックス及びサウス・レッジの領有権問題も浮上し、1998 年に実

効支配をしていたシンガポールがマレーシアとの合意によって ICJ で争うこととなった。

歴史的に領土を所有していると主張するマレーシアと、イギリスから主権を譲り受け実効

支配していると主張するシンガポールが争い、結果的にはペドラ・ブランカはシンガポー

ルへ、ミドル・ロックスはマレーシアへ、そしてサウス・レッジは低潮高地（LTE）であ
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るため領土としては認められず、主権はその領海を有する国家に属することとなった13。 

ジョホール埋め立て問題は、シンガポールのジョホール海峡における埋め立て活動に対

してマレーシアが環境への悪影響等を理由に抗議を行い、国際海洋法裁判所（ITLOS）に

提訴したことから発展した14。結論から言えば、二国間において専門家委員会の設置といっ

た情報収集や情報共有を行うことを前提に、埋め立て活動の停止は行わない決定を ITLOS

が 2003 年に下した。また、インドネシア・シンガポールの領海画定問題においては、二国

間交渉をとおし 1973 年 5 月に 24.55 海里の領海線が確定し、2009 年 3 月には西側の領海

線が確定されている15。 

 それでは、現在緊張が高まっている南シナ海におけるシンガポールの姿勢はどのような

ものであるか。シンガポールは係争国ではなく、領土問題自体においては中立性を保ちつ

つ、国際法の重要性を説き、平和的解決を促している。中立性で言えば、例えば 2012 年 9

月にフィリピン・メディアの「シンガポールはフィリピンの（南シナ海に対する）立場を

支持した」という報道に対して、外務省は係争国の主張に対する判断は下さないと明確に

反論している16。これに呼応してシャンムガム外務大臣は領土問題の平和的解決に交渉、

裁定、仲裁等の方法があるが、これらのどれを選ぶかは係争国同士の問題であるとしてい

る17。平和的解決については東南アジア諸国連合（ASEAN）と中国が 2002 年に採択した「南

シナ海行動宣言」（DOC）を尊重し、係争国が自らの行動を自己抑制していくことを期待

している。 

SLOC の安定という死活的利益が絡む南シナ海情勢において、シンガポールにとっての

ベスト・シナリオは、係争国が DOC や国際法を遵守し、南シナ海の緊張緩和を促すこと

により、航行の自由が確保され、問題の平和的解決が行われることである18。そのために、

シンガポールは ASEAN の活用、南シナ海行動規範（COC）の早期締結、アメリカのプレ

ゼンスの確保といった 3 つの政策を追求している。ASEAN は、非公式な協議の機会を継

続的に提供しているため、議論をとおして係争国同士が平和的解決に向けた規範やルール

作りの役割を担う。また、UNCLOS の遵守を訴えると共に、多国間枠組みという地の利を

活かし係争国の挑発的行動に対しては政治的な圧力を多国間で加える協力関係を構築する

ことが期待されている。この点においてリー・シェンロン首相は ASEAN 諸国が団結する

ことの必要性を強調し、係争国の行動を法律的に制約する COC の早期締結を支持してい

る19。それらの法的枠組みを履行させるため、そして勢力均衡を保つため、アメリカの地

域におけるプレゼンスを重視してきている20。 

また、これらの政策の追求は、シンガポールが小国であるために代替手段が存在せず、

自身の戦略的脆弱性を認識していることから生み出されたものでもある。例えば、その脆
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弱性は 2012 年 9 月に行われたシンガポール・中国首脳会談を境にシンガポールの発言の

ニュアンスに変化があった際にも表れている。シンガポールの中国に対する基本姿勢は、

1994 年 5月のリー・クワンユー元首相や 2011 年 6月の外務省等の発言や発表から示され

ているとおり、南シナ海における中国の主張する領海について明確化させるべきであると

考えている21。中立的な立場を取るシンガポールはこの点において中国に対して直接的な

進言はしておらず、2012 年のスカボロー礁における中比対立の際にも両国の行動に自制を

求めるのみであったものの、その後、南シナ海についての言及は増え、「国際法遵守」「平

和的解決」という言葉をとおし中国に訴えることが多くなった。しかし、2012 年 9月の首

脳会談を境にそのような発言回数が減ると共に、「南シナ海の問題に囚われすぎるべきでな

く、協力関係のさらなる強化が必要」といった発言が逆に目立つようになった22。このよ

うにシンガポールは大国化する中国に対して自らの脆弱性の高まりを認識しており、その

上で、中国との経済協力が強まることにより生み出される利益を重視しつつも、南シナ海

における中国の行動を制約して海洋環境の安定を望むという、原則と現実の間でジレンマ

を抱えている。 

シンガポールのこのような外交ジレンマは、2016 年 7 月 12 日に発表された南シナ海仲

裁裁定に対する姿勢に顕著に表れている。SLOC の安定を重視するシンガポールは 2013 年

1月にフィリピンによって南シナ海問題をUNCLOSに基づいて提訴した後よりこの裁判に

着目しており、裁判プロセスにおいてもオーストラリア、日本、インドネシアと並んでオ

ブザーバーとして出席していた。裁定に対してシンガポール外務省は、「裁定には注目して

おり……その結果を吟味しシンガポールや地域におけるインプリケーションを考える」（文

末「資料」を参照）と述べるにとどまっている。 

ただ、声明におけるキーワードに注目すると、南シナ海仲裁裁定を支持する姿勢を表明

していると解釈することもできる。すなわち、「非係争国」（not a claimant state）であり、

「平和的解決」を求め、「領土問題における主権については左袒しない」という立場を主張

する一方、他方で「国際法」および「ルールに基づく秩序」の尊重を主張しており、仲裁

裁定に従うことが基本であるとの主張である。上記のとおり、シンガポール政府高官は引

き続きこれらのキーワードを声明に入れており、仲裁裁定を全面否定する中国側との立ち

位置の相違を窺える。 

他方で、シンガポールは「国家、特に大国は、常に国際法や仲裁裁定に従って行動する

わけではない」という現実を自らが認識しているという点を、国際社会にアピールもして

いる。これは、国際政治が「大国」と「小国」によって行動の仕方が異なるという点を前

提に、大国は力でルールや秩序を変更するようにたびたび振る舞うことがあるが、小国に
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はそのような力はなく国際法やルールを重視しなければ独立性を保つことができない、と

いう認識に立つものである。2016 年 8月 1日にリー・シェンロン首相がアメリカのアメリ

カ・ASEANビジネス評議会で行ったスピーチにおいてこの点は強調しており、「理想的に

は、国際裁判における判決が世界秩序を規定することである……しかし、世界はそのよう

に動いているわけではなく、特に大国は自らの国益に従い、たびたび国益に反する場合に

は（国際裁判の判決・裁定等に）従わない」と述べている23。さらに、8月 21日に行われ

たリー首相の施政方針演説（National Day Rally）では「シンガポールはルールに基づく国

際秩序を支持しなければならず……小国としては、力が正義という国際関係を認める余裕

はない」と述べた24。自らシンガポールを「小国」と位置づけ、国際法を遵守せざるを得

ないため「小国としての現実外交」を堅持すること――つまり、シンガポールは、大国の

行動は認識するが、小国としてそれを公式に認めることはできない、という立場を示して

いるのである。国際社会における弱い立場をアピールすることにより、仲裁裁定において

は短期的には明言を避ける「戦術的曖昧性」を以て、中国との関係を極力悪化させないよ

うに努めている。 

しかしながらシンガポールのこの戦術的曖昧性を用いた姿勢は、逆に徐々に中国からの

反発を招くことになった。2016 年 8月 5日、中国外交部のスポークスマン華春瑩は「シン

ガポールが中国の立場や ASEAN とのコンセンサスを尊重することを望む」と述べ、リー

首相のアメリカでの発言をけん制し、9月 21日には中国のグローバル・タイムズ紙がシン

ガポールの非同盟運動（NAM）での行動を非難、そして 11月 23日に香港政府が台湾から

香港経由でシンガポールに返送予定であった装甲車テレックス AV-81 を 9輌、差し押さえ

たのである25。中国政府からの直接的な圧力ではないものの、グローバル・タイムズ紙は

「NAM においてシンガポールが突如南シナ海問題に触れることを主張し議長から拒否を

受けた」と強く非難した。シンガポールはすぐさまにスタンリー・ロー在中国大使が反発

し、①南シナ海の問題は ASEAN の総意であり、会議前にコンセンサスができていたこと、

②議長国であるラオスが NAM 議長ベネズエラへの抗議のレターを出していること、③シ

ンガポールは NAM で南シナ海の問題を議題に挙げていないこと、④ベネズエラが NAM

慣例の文書作成を無視していたことを挙げており、記事が事実無根であることを主張した26。

しかし、11月には過去に前例がなく、香港政府がシンガポール政府の装甲車を差し押さえ、

シンガポール政府と香港政府との協議が行われたものの早期的な解決策は見えず、2017 年

1 月にはシンガポール政府が国際法や香港法においても差し押さえは違法であると主張し

早期の返還を求めたが、香港政府は「同問題は香港政府と運搬会社の間のもの」であると

し、その法的解決が得られるまで返還することを保留する事態となった（最終的には 2017
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年 1月 30日に返還された）27。 

また中国は、シンガポールが外交上重視する ASEAN に対しても南シナ海仲裁裁定に関

する文章や声明を出すことを防ぐため、外交圧力をかけた。2016 年 4月、中国が一方的に

カンボジア、ラオス、ブルネイとの間で「4 項目のコンセンサス」を得たと発表（ラオス

は明確に否定）、5 月には南シナ海仲裁裁定に関する共同声明を出すリスクについて

ASEAN に警告している。また、シンガポールは 2015～2018 年に中国 ASEAN 関係のカン

トリー・コーディネーターを務めているが、6月の外相会議では中国側が急きょ「10項目

の『コンセンサス』」を提案したため会議が延長、中国・シンガポール共同記者会見の予定

においてシンガポール側が不参加となる事態になり、その後予定していた ASEAN 共同声

明の発表もなし崩しにされる結果となった28。2016 年 7月には南シナ海仲裁裁定が発表さ

れた後もコンセンサスが得られないとして ASEAN 外相会議において裁定に対する共同声

明が見送られることとなり、9 月の東アジア・サミットや ASEAN 首脳会議においても裁

定に言及できない結果となった29。唯一の進歩は、9月 7日の中国 ASEAN対話関係樹立 25

周年記念の首脳会合にて、2017 年上半期までの COC の議論の完了、外務省間でのホット

ラインの設置、南シナ海における海上衝突回避規範（CUES）の適用といった項目が合意

されたことである30。しかしながら、これらの合意履行が進まず、仲裁裁定が政治的に無

効化される状況になれば、南シナ海において係争国同士がより積極的に既成事実戦略を取

り紛争リスクが高まるため、SLOC の安定を重視するシンガポールは外交戦略を見直す必

要性も出てくる。 

 

３．海上警備体制 

上記で述べたようにシンガポールは貿易依存国であるため、海上防衛及びシーレーンの

確保が死活的に重要であり、これが海軍の最大の目的となっている31。運用においては、

海上監視、シンガポール海峡におけるプレゼンスの確保、領海の防衛、海賊・不法移民の

監視の 4 つのミッションを主眼としている。経済発展を遂げ先進国となったシンガポール

はその経済力を以て海軍を含む軍事力の近代化を進めている。ストックホルム国際平和研

究所（SIPRI）の軍事費データ（1988-2015 年版）によれば、シンガポールの軍事費は 2005

年より 90億~100億ドル（2014 年米ドル）前後を維持、2015 年には 102億ドルにも達し、

GDP 比は 1999 年の 5.2%からは下降傾向にあるものの 2015 年でも 3.3%を確保、対歳出比

においては過去 25 年で最低であるにもかかわらず 16%を費やしている32。ASEAN 諸国に

おいて屈指の軍事力を保持しており、軍事費が比較的高いインドネシア（80 億ドル[2015

年]）、タイ（60億ドル[2015 年]）、マレーシア（53億ドル[2015 年]）を引き離している33。
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海軍も、2004 年にはチャンギ海軍基地を開設し、海軍力の拡張を図っている。 

沿岸警察（PCG）は、海軍の沿岸警備部門が法執行機関として分離されることが 1993

年 2 月に決定され、設立された34。その任務は、領海内における犯罪予防、抑止、監視、

取り締まりであり、主に不法移民、領海侵犯の対処、捜索救難、さらにはペドラ・ブラン

カ島にあるホースバーグ灯台（Horsburgh Lighthouse）の防衛が含まれている。国内では海

洋関連機関である海事港湾庁（MPA）、入国管理局（ICA）、海軍、税関との連携を行って

いるほか、国際的にもマレーシア海上法令執行庁（MMEA）やインドネシア海軍（TNI-AL）

と情報共有、ホットライン（DCL）の設置、越境任務等の協力関係が結ばれている35。 

 領海を守るための警備体制は海軍と沿岸警察の任務と装備を基盤に成り立っているが、

自力による SLOC 確保がどの程度達成可能であるかという点に疑問が残る。軍事力が低い

シンガポールは、有事の際、独自の海軍力のみで SLOC を確保することは短期間であるな

らばともかく、長期的には不可能であるからである。長期戦になった場合、この問題に対

処する方法として、国際社会からの支援を待ち、多国間の枠組みをとおして対応していく

という考えがある。インド洋と南シナ海を繋ぐマシ海峡はエネルギー資源運搬の要衝であ

るため、シンガポールのみならず国際社会にとっても重要であり、SLOC の安全が脅かさ

れる場合は国際社会が介入する可能性が高いことを根拠としている。これは、自国の国力

の限界を認識した結果である。実際、シンガポール海軍は国際海域に広範囲かつ長期的に

作戦展開を可能とする「外洋海軍」（Blue-water Navy）や、自国の領海や沿岸部を主眼とし

て防衛を行う「沿岸海軍」（Brown-water Navy）の構築を目指すのではなく、沿岸部や地域

海域まで展開可能な「地域海軍」(Green-water Navy)を標ぼうしているとも言われている。 

 並行して、シンガポールは情報共有を基盤とする海洋状況把握（MDA）能力強化に焦点

を置いている。これはシンガポールでは SLOC を含む海洋安全保障が重視されていること、

また省庁間および多国間での協力が国境をまたぐ海洋安全保障には不可欠であるという理

解に依拠している。2001 年のアメリカ同時多発テロ以降に海洋テロの懸念が高まって以来、

省庁間での連携が進められてきた。政策立案・調整を行う海洋安全保障委員会（MSC）や、

防衛省、外務省、内務省、運輸省を含めた海洋・港湾安全保障ワーキンググループ（MPSWG）

が設立され、MPSWG は港湾安全保障の強化、オフショア施設の維持、監視などを行って

いる36。その後も、2007 年にはチャンギ指揮統制センター（CC2C）が設置され、その中に

シンガポール海洋安全保障センター（SMSC）が組み込まれた。SMSC では、海軍、PCG、

ICA、MPA、税関等の関連省庁との連携を図り情報を共有すると共に、あらゆる海洋事態

に迅速に対応することを目標としている。さらに、2009 年にはシンガポール海軍の沿岸司

令部（COSCOM）が海洋安全保障タスク・フォース（MSTF）に組織変更され、国内・国
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際協力をとおして MDA協力や作戦遂行に当たり、2011 年にはシンガポール海洋危機セン

ター（SMCC）や国家海洋安全保障システム（NMSS）が設立され、共に海軍、警察、ICA、

税関、MPA をとおして省庁間連携強化を図っている37。SMCC と NMSS の両者は海洋安全

保障強化のために全政府間アプローチを採用しているが、SMCC では海洋危機をシンガ

ポールからできる限り離れた場所で素早く探知し抑止することが目的であり、NMSS は海

洋脅威の分析や計画立案や遂行を目的としている38。省庁間での共同訓練も定期的に行わ

れており、例えば海軍、空軍、陸軍、NMSS、PCG、MPA が連携して作戦計画、卓上訓練、

海上戦術訓練シミュレーション等を年間で行う、「Exercise APEX」がそれにあたる39。アド

ホックなものでも、Exercise Highcrest や Exercise Northstar 等がある。 

シンガポールは国際的にも MDA を含めた海洋安全保障協力関係を強化するため、東南

アジアにおける海賊問題に対処するアジア海賊対策地域協力協定（ReCAAP）情報共有セ

ンター（ISC: Information Sharing Centre）や東南アジア海洋安全保障を取り扱う IFC

（Information Fusion Centre）を運用している。ReCAAP-ISC は国際機関として 2004 年に署

名、2006 年に設立され、①海洋データ（海賊等）の収集、検証、普及、②データの分析・

研究、③訓練、教育、認知度の向上、といった 3 つの目的を持ち、現在は 20ヵ国が参加し

ている40。他方 IFC は 2009 年 4月 27日に海洋安全保障の維持を目的に設立され、35ヵ国

の 65 機関との繋がりを持ち、15 ヵ国からの連絡官が駐在している。海洋安全保障におけ

る問題に対処しており、東南アジアを超えた海洋情報共有を行っている。例えば、エデン

湾における海賊事件の発生とその展開、MH370 マレーシア航空事故の捜索発見（SAL）作

業の支援等の活動も行っている41。 

このように、シンガポールは国内省庁間連携や国際協力をとおし、情報共有を行い MDA

能力の強化を積極的に行っている。ただし、2014 年のマレーシア航空 MH370 墜落事故か

ら見られるとおり、不測の事態の際において情報共有を含む国際協力が円滑に進むとは言

い難いため、改善の余地がある。 

 

４．他国との関係 

 シンガポールは東アジア地域諸国のみならず、国際的な軍事協力を分け隔てなく行う傾

向がある。その理由の一つとして、シンガポールの独立時における国家的経験が挙げられ

る。1965 年にマレーシア連邦から追放された形で分離独立をした際、シンガポールの国家

建設における優先事項は軍隊の設立であった。シンガポールから見た東南アジア情勢は、 

インドネシアの対決政策（Konfrontasi）、マレーシアとの政治的な緊張、英国の東南アジア

に対するコミットメントの低下等、極めて不安定な状態であるにもかかわらず、シンガポー
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ルの国力に見合った形で隣国において装備品の調達等の軍事協力を仰げる国家はほぼ存在

していなかった。その際に、中東において地政学的に同様の困難に直面していた国家がイ

スラエルであった。建国されたばかりのイスラエルは、「国家」としての国際的な認識を求

めて、シンガポールへ積極的に近づき、外交的なつながりを作ろうとする結果として、「軍

事技術協力」を徐々に構築していったという。すなわち、現在の全方位的な軍事協力や共

同訓練を行ってきている部分的な理由には、状況によって協力できる国家が限られており、

政治リスクを分散することが必要であるという経験が基になっていることが挙げられる。

なお、イスラエルとの協力関係は現在も継続されており、シンガポール海軍はイスラエル

産のビクトリー級ミサイル・コルベットやプロテクター無人水上艇（USV）を主に哨戒任

務および対海上テロ用にそれぞれ導入している。 

 さらに、国土が小さいことからくる、演習地不足を解消するための軍事訓練に関しても

他国との共同訓練を積極的に行っている。訓練の内容は各国によって様々であるが、現在

のところ「5ヵ国防衛取り決め」（FPDA: Five Power Defence Arrangements）をとおし、イギ

リス、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシアとの防衛協力を行っているほか、

台湾、インドといった国家とも共同訓練を行い、その他環太平洋合同演習（RIMPAC）等

の多国間軍事演習についても積極的に参加している。もちろん、現実主義外交で知られる

シンガポールは、東アジア地域の勢力均衡の安定を保つため、アメリカのプレゼンスの必

要性を認識していることは前述のとおりであり、最重要視する二国間関係の一つである。

特に冷戦後、アメリカの東南アジアにおけるコミットメントを確保するために軍港を拡張

したことは有名ではあるが、近年では、米海軍沿岸戦闘艦フォートワースをアメリカ軍の

ローテーション配備の一環として 2014 年 12月に迎え入れ、また 2015 年 12月には防衛協

力の新たな合意を結び、P8哨戒機を一時配備させることを可能にし、災害救援、サイバー

防衛、バイオ安全保障といった分野でのさらなる協力を強化している（その際にはアメリ

カの P-8哨戒機もシンガポールに展開された）42。他方、小国としての「政治リスク分散」

も考慮し、大国間の対立に極力巻き込まれないよう、安心供与としての外交シグナルを送

るために中国との軍事交流も積極的に進めてきている。規模は比較的小さいが、2008 年に

防衛交流・安全保障協力協定を締結して以降、2009 年より対テロ訓練等をベースとした共

同軍事演習を開始した43。2014 年には陸軍において初めて合同で戦闘演習等を行い、2015

年 5月には「中国・シンガポール協力 2015」においても初めて海軍による二国間合同演習

を行っており、その規模と内容が拡充されつつある44。ただし、2016 年後半以降は緊張状

態が高まっており、協力強化が今後円滑に進められるかに焦点が集まる。 

また、海賊対策としてシンガポールはマシ海峡においてインドネシア、マレーシアとの
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沿岸 3ヵ国で協力を行っている。2000 年代より、マラッカ海峡は海賊発生件数最多地域の

一つであり、2005 年 6月には英国ロイズ保険組合の共同戦争リスク委員会が同海峡を戦争

危険地域と指定した。これは、2004 年より沿岸 3ヵ国がマラッカ海峡海上パトロールの連

携等によって海賊発生件数が減少していたことや、海賊とテロの危険性との関係が明確に

示されていなかったこと等により議論を呼んだが45、国家主権の問題により当初は海賊対

策協力に消極的であったインドネシア、マレーシアもシンガポールやタイと協力関係を深

め、2005 年から航空共同パトロール「Eyes in the Sky」や 2006 年に情報交換グループが加

わり、マラッカ海峡パトロール（MSP）が行われるようになっていった46。さらには日本

が主導して構築された多国間枠組みの ReCAAP が 2006 年より開始されており、情報共有

等の協力関係構築が行われている。 

 日本との関係で言えば、非伝統的安全保障の分野、特に人道支援・災害救援活動（HA/DR）

分野での協力関係の構築が可能であると考えられる。上記で述べたように、シンガポール

外交の基盤は、東アジア地域の戦略環境の安定、すなわち勢力均衡の安定を最優先順位に

置きながらも、「アメリカ、中国、日本といった地域大国に対して等距離を置いている」と

いう外交イメージを崩さないよう心掛けている。シンガポール・日本の関係で言えば、日

本の集団的自衛権における憲法の再解釈、防衛装備移転三原則等、日米同盟を超えた他国

との防衛協力の活性化等が近年進められてはいるものの、協力関係において政治的、憲法

上の制約はいまだに残る。しかし、自然災害の多い日本は災害救援活動に高い関心を持っ

ており、シンガポールも ASEAN の枠組みを活用した地域協力の促進に加え 2014 年に地域

HA/DR調整センター（RHCC）を開設するなど共通の課題や目標を持っている。アジア地

域における自然災害はその頻度が高く、HA/DR の需要は高いこともあり、多国間や二国間

の枠組みをとおし、日本・シンガポールの協力体制を HA/DR 活動から発展させることは

比較的容易であると考えられる。 

 

まとめ 

 シンガポールは自らを小国として認識し、その戦略的の脆弱性を受け入れ、外部にアピー

ルすると共に、政治力、経済力、国際法、軍事力、国家間協力や連携といった要素を総合

的に組み合わせた海洋政策を展開している。東アジアの海洋戦略環境においては、中国と

アメリカの軍事バランスといった勢力均衡を保ちつつ、地域内での領土問題においては海

洋法や ASEAN 等をとおした平和的解決の枠組み作りに傾注している。しかし、南シナ海

の問題で、アメリカによる「航行の自由作戦」（FONOP）の限界や ASEAN 諸国内での意

見の相違によって、中国の埋め立て活動や軍事化を効果的に予防・抑止することができず、
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域内の緊張が高まりつつある。シンガポールおよび ASEAN の仲裁裁定に対する反応が弱

い中、南シナ海の展望が不透明のままであり、さらに中国・シンガポール関係が悪化して

いることから、現状の政策がどこまで持続可能かが問われる。同様の状態が続くようであ

れば、既存の海洋政策の原則は維持しつつも外交戦略の変化が求められる可能性がでてく

る。その上で、シンガポールの外部にある要素、すなわち日本を含める域外諸国が東南ア

ジアに対して政治的、法律的、戦略的にいかなる支援を行っていくかという点が、今後の

シンガポール外交戦略および東アジア地域戦略環境に影響を及ぼしていくこととなるであ

ろう。 

 

 

・資料（南シナ海仲裁裁定に対するシンガポール外務省によるコメント） 

 

July 12, 2016 

MFA Spokesman's Comments on the ruling of the Arbitral Tribunal in the Philippines v China case 

under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 

 

In response to media queries on the ruling of the Arbitral Tribunal in the Philippines v China case 

under Annex VII to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the 

MFA Spokesman said: 

 

1. Singapore has taken note of the Award made by the Arbitral Tribunal convened under Annex VII 

to the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) on 12 July 2016 on the 

case between the Republic of the Philippines and the People’s Republic of China. We are studying 

the Award and its implications on Singapore and the wider region. 

 

2. Singapore is not a claimant state and we do not take sides on the competing territorial claims. 

However, we support the peaceful resolution of disputes among claimants in accordance with 

universally-recognised principles of international law, including UNCLOS, without resorting to the 

threat or use of force. As a small state, we strongly support the maintenance of a rules-based order 

that upholds and protects the rights and privileges of all states. 

 

3. Singapore values our long-standing and friendly relations with all parties, bilaterally and in the 
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context of ASEAN. We urge all parties to fully respect legal and diplomatic processes, exercise 

self-restraint and avoid conducting any activities that may raise tensions in the region. 

 

4. Singapore supports the full and effective implementation of the Declaration on the Conduct of 

Parties in the South China Sea and the expeditious conclusion of a legally-binding Code of 

Conduct in the South China Sea.  

.    .    .    .    . 

  

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 

SINGAPORE 

12 JULY 2016 
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第７章 ベトナムの海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

グエン・ティ・ラン・アン 

 

１．海事法の解釈 

� （群島域の）領水の無害通航権に関する理解 

 現行のベトナム国内法の下では、無害通航権はベトナムの領海において全ての国の全て

の船舶が享受する権利と認識されている。2012 年ベトナム海洋法第 22 条（2）は、「全て

の国の船舶はベトナムの領海を通る無害通航権を享受する」と規定している。 

 しかし、この権利は、ある種の船舶に対しては特定の要件の下で適用されている。第 1

に、ベトナムの領海で無害通航権を行使する外国軍用船舶は、ベトナムの管轄当局に事前

に通告しなければならない。これは、1982 年の海洋法に関する国際連合条約（UNCLOS）

に対する追加要件である。にもかかわらず、これは事前通告を怠った外国軍用船舶に対し

て何らかの影響を及ぼすものではないため、無害通航を認める条件を作り出すものでも、

外国軍用船舶に負担を生じさせるものでもない。 

 第 2 に、外国の石油タンカーや原子力船、放射性物質・有害物質・危険物質の輸送船は、

ベトナムの領海を無害通航する際に、個別の事情に応じて指定された航路の利用を要求さ

れる可能性がある（2012 年ベトナム海洋法第 25 条）。外国の原子力船及び放射性物質・有

害物質・危険物質の外国輸送船の船長に対しては、船舶及び積載物に関する十分な技術文

書や強制民間保険文書の携行、船舶及び積載物に関する全ての技術文書をベトナムの管轄

当局に提出する用意、ベトナム法及びベトナムが締約国となっている条約により当該船舶

について定められている特別予防措置の完全な履行、特別予防措置の適用に関してベトナ

ムの管轄当局によりなされた決定（漏出及び環境汚染を引き起こす可能性を示す明確な兆

候や証拠がある場合のベトナム領海の通航禁止やベトナム領海からの即時強制退去）の遵

守など、更なる義務も課されている（第 24 条）。 

 第 3 に、外国潜水艦及びその他の外国潜水機は、ベトナム政府により別段の許可が与え

られている場合、及びベトナム政府と旗国政府の間で合意されている場合を除き、海面上

を航行し、かつ、国旗を掲揚しなければならない（第 29 条）。ベトナム法が潜水艦、石油

タンカー、原子力船、放射性物質・有害物質・危険物質の輸送船に適用する条件は、1982

年の UNCLOS の規定と一致している。 

 これらの要件を除き、ベトナム法における通航方法に関する規定及び「無害」に関する

解釈は、1982 年の UNCLOS と一致している。 
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 大陸国として、ベトナムは群島水域を設定しなかった。したがって、無害通航権は領海

についてのみ規定されている。 

 

� EEZ 内の航行権及び上空飛行権に関する理解 

 EEZ において、ベトナムは航行及び上空飛行の自由を尊重している。1977 年以降、ベト

ナムは基線から 200 海里の EEZ 設定を表明した。EEZ の限界が 200 海里であることは、2012

年ベトナム海洋法第 15 条により再確認されている。200 海里のベトナムの EEZ 内におい

て、ベトナムは、同国の主権的権利、管轄権及び海事上の国益を害さないものである限り、

他国による航行及び上空通過の自由、海底ケーブル及びパイプラインの敷設権、並びに、

合法的な海洋利用を尊重している（第 16 条）。 

 

� （マラッカ及びシンガポール海峡沿岸諸国による）国際海峡の通過航行権に関する理解 

 ベトナムは国際海峡の隣接国ではないため、ベトナム法には国際海峡の通過航行権に関

する特別な規定はない。 

 

２．海事安全保障政策 

� 国内法及び海事安全保障政策 

3,260 キロの沿岸線を有する沿岸国として、ベトナムは様々な海事安全保障上の脅威に

直面している。伝統的な側面においては、南シナ海における主権及び海事紛争が、自制の

欠如、威嚇、強制、脅迫、武力行使に繋がりかねない顕著な問題である。したがって、こ

れはベトナムの海事安全保障に否定的な影響を及ぼし、地域の平和及び安全を危険に晒す

可能性がある。非伝統的な側面においては、海洋環境の保護、海事上の安全、生物多様性

の保存、海洋の科学的調査などに、ベトナムは大きな関心及び利益を有している。 

 海事安全保障上の脅威に対応し、ベトナムの国内法は、全ての海域、即ち、内水、領海、

接続水域、EEZ 及び大陸棚においてベトナムの主権、主権的権利及び管轄権を行使すると

ともに、海洋秩序を確保するための法的枠組みを設定している。ベトナムの国内法は広範

な海事安全保障を対象としており、ベトナム海洋法（2012 年）、海洋及び島嶼資源法（2014

年）、海事規程（Maritime Code）（2015 年）、国境法（2003 年）、漁業法（2004 年）、環境保

護法（1993 年）、水資源法（1998 年）、石油法（1993 年）、ベトナムの海洋境界域における

人、車両及び船の活動管理に関する政令 71/2015/ND-CP などが含まれる。さらに、ベトナ

ムは 2020 年までの海洋戦略も発出している。 

 ベトナムの海事安全保障政策は、（ⅰ）国家主権及び国益の保護、（ⅱ）国際法の遵守、
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（ⅲ）地域の平和及び安全の保全という 3 つの目的に応えるものである。したがって、伝

統的な海事上の脅威に関して、ベトナムは、一方では平和的な紛争解決を一貫して追求し、

他方では自衛能力の統合及び強化に努めている。非伝統的な海事上の脅威に関しては、ベ

トナムは二国間ベース及び多国間ベースで海洋秩序の保護に積極的に協力している。 

 

� 最優先課題（領有権紛争、領水警備、EEZ 管理、漁業管理、海賊行為及びテロリズム

対策など）への対応 

 ベトナムの海事政策は、ベトナムの最優先課題への対応方法に影響している。第 1 に、

領有権問題などの伝統的な側面に関して、ベトナムは関係当事者との対話を維持し、平和

的手段による様々な問題の解決に大いに努力している。しかし、ベトナムは、領海におけ

る主権の保護と EEZ 及び大陸棚における主権的権利及び管轄権の保護、並びに、ベトナム

の正当な EEZ 及び大陸棚において行われる自国の経済活動の安全確保に向けて、沿岸警備

隊や漁業監視隊などの法執行部隊の展開にも躊躇しない。 

 第 2 に、非伝統的な側面、特に越境的な問題に関して、ベトナムは他国及び国際機関と

の協力を促進している。例えば、漁業管理において、ベトナムはフィリピン、インドネシ

ア、マレーシアと、漁業に関する情報及びデータの交換、共同調査の実施、養殖開発及び

食の安全性に関する経験の交換、違法・無報告・無規制（IUU）漁業の共同防止などに向

けた多くの了解覚書（MOU）を交わしている。ベトナムは、国連環境計画（UNEP）、東ア

ジア海域環境管理パートナーシップ（PEMSEA）、東アジア海洋調整機関（COBSEA）が主

導する南シナ海の環境保護に関する協力プログラムに参加している。ベトナムは、アジア

海賊対策地域協力協定（ReCAAP）のメンバーとして、海賊行為撲滅への地域的取り組み

にも参加している。 

 

� 交渉または国際裁判所による紛争解決の事例 

 ベトナムは、近隣諸国との領有権紛争及び海事紛争を抱えている。これまでのところ、

交渉をうまく利用し、国境、海洋境界画定、暫定協力に関する 7 件の条約の締結という成

果を上げている。即ち、2000 年のベトナム・中国陸上国境条約、1985 年のベトナム・カン

ボジア陸上国境協定、1977 年のベトナム・ラオス陸上国境協定、1992 年のカンボジアとの

歴史的水域協定、1992年のベトナム及びマレーシア間の両国政府共同開発了解覚書（MOU）

並びに両国国営石油会社間協定、1997 年のタイとの海洋境界画定協定、2000 年のトンキン

湾における中国との海洋境界画定及び共同漁業協定、2003 年のインドネシアとの大陸棚境

界画定協定である。 
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 現在、ベトナムはインドネシアと EEZ 境界画定交渉、マレーシア及びタイと 3 国共同開

発モデル交渉、トンキン湾口外海域における中国との海洋境界画定交渉、カンボジアと海

洋境界画定交渉を行っている。しかし、南シナ海における主権及び海洋境界画定に関する

諸問題についてはいかなるメカニズムも確立されていない。 

 

� 南シナ海問題に対する基本政策 

 南シナ海問題には 3 つの側面がある。第 1 の側面は、主権の主張に関するものである。

ベトナムは、（基線の公表並びにパラセル及びスプラトリーの地物に関する法的地位の明確

化を公には行っていないものの）パラセル及びスプラトリーに対する主権を再確認するだ

けの法的根拠及び歴史的証拠を有している。中国（台湾を含む）もパラセル及びスプラト

リーに対する主権を主張している。フィリピン、マレーシア、ブルネイも、スプラトリー

の一部について主権を主張している。 

 南シナ海問題の第 2 の側面は、海事紛争である。南シナ海の海洋境界画定は非常に複雑

である。というのも、海域の重複が、沿岸諸国本土に接する反対側の海岸線から生じてい

るだけでなく、パラセル及びスプラトリーの法制度の解釈及び適用にもかかっているから

である。さらに、九段線も南シナ海の海洋境界画定を複雑にしている。これまでのところ、

中国は九段線の意味を明確にしておらず、ベトナムを含む他国も九段線には法的根拠がな

いと考えているからである。 

 南シナ海問題の第 3 の側面は、航行の安全、環境保護、生物多様性の保全、人道援助な

ど、南シナ海における越境的な問題に関するものである。世界有数の通航量を誇る航路で

あり、また、半閉鎖海であることから、これらの問題は沿岸諸国及びその他の海洋利用者

の利益と密接に関連している。 

 南シナ海の第 1 及び第 2 の側面に関して、ベトナムの政策は、南シナ海にかかわる領土

主権その他の見解の相違を巡る紛争については、平等、相互理解及び相互尊重の精神から、

国際法、特に UNCLOS を尊重するとともに、UNCLOS の諸原則に従って沿岸諸国の EEZ

及び大陸棚に対する主権的権利及び管轄権をも尊重しつつ、平和的交渉を通じて解決する、

というものである。第三者による司法的措置についても、利用してはいないものの、利用

する可能性を排除しているわけではなく、ベトナムとしては依然として検討しているとこ

ろである。 

 第 3 の側面に関しては、ベトナムは、同国の主権的権利、管轄権及び海事上の国益を害

さないものである限り、他国の合法的な海洋利用を尊重している。これまでベトナムは航

行及び上空飛行の自由を尊重している。ベトナムは、海上交通路の安全維持と南シナ海の



第７章 ベトナムの海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 －91－

平和及び持続可能な環境の保護に向けて他国と積極的に協力している。 

 

３．海事安全保障に関する立場 

� 海軍及び沿岸警備隊（装備、規模、役割及び予算） 

 ベトナムは、約 4万 2,000名（うち 3万名は海兵隊）の人員を擁する中規模の海軍を保

持し、ベトナム沿岸の 4地域で展開している。ベトナム海軍は、ベトナムの主権保護を担っ

ている。ベトナム海軍は、キロ級潜水艦 4隻、ゲパード級フリゲート艦 2隻、シグマ級コ

ルベット艦 5隻、タランタル級コルベット艦 4隻、モルニヤ級コルベット艦 4隻、オーサ

級急襲艇 8隻、スベトリャク級海洋巡視船 6隻、チューリャ級海洋巡視船 5隻、TT-400 TP

型海洋巡視船 4隻、ソーニャ級掃海艇 4隻、ユルカ級掃海艇 2隻、エフゲーニャ級掃海艇

2隻、トラン・ギア級測量船 2隻、K-122級輸送・兵站船 1隻、HQ-996級輸送・兵站船 2

隻、チュオンサ級輸送・兵站船 1隻、LST-542 級大型揚陸艦 7 隻、ポルノクニイ級水陸両

用船 3 隻、HQ-521 級水陸両用船 2 隻など、近代的能力を装備している。またさらなる装

備を調達中である。ベトナム海軍の全ての装備には HQ の標識が付いている。 

 ベトナムの沿岸警備隊は、ベトナム水域における主権、主権的権利及び管轄権を保護す

るために 1998 年に創設された。ベトナムの沿岸警備隊は、巡視、沿岸警備、海難に遭遇し

た船員及び船舶の支援・捜索・救助などの具体的任務を果たせるよう、近代的な艦艇を装

備している。現時点では、ベトナムの沿岸警備隊は、艦艇の機能及び能力に応じて着標さ

れた約 60隻の艦艇を装備している。120~400 トン、高速、重武装の能力を持つ巡視及び沿

岸警備用の艦艇には、00xx から 50xxまでの数字が付いている。2500 トン以上の能力を持

ち、ヘリポートを装備し、海洋巡視の義務及び指揮を行う艦艇には通常、80xx の数字が付

いている。支援・捜索・救助活動を行う船舶には通常、60xx 及び 90xx の数字が付いてい

る。艦艇のほか、ベトナムの沿岸警備隊は、MS-6000レーダーを備えた CASSA 212-400 の

標識によるものなど、哨戒航空機も装備している。沿岸警備隊の艦艇は、機能及び兵器に

より海軍の艦艇と区別化され、CSB の標識により容易に認識される。 

 

� 作戦上の課題 

 3,260 キロという長い沿岸線を有するため、ベトナムの海軍及び沿岸警備隊は多くの作戦

上の課題を抱えている。第 1 にして最大の課題は、中国が南シナ海で強硬な政策を進めてい

る状況下において、ベトナムの主権、主権的権利及び管轄権を保護することである。他の課

題は、越境犯罪、災害、海難事故などの非伝統的な海事上の脅威を減らすことである。 
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� 重要な海洋域における警備の現況 

 今日まで、ベトナムは非伝統的な海事上の脅威を減らすために二国間及び多国間の協力

を積極的に行っている。したがって、越境犯罪は十分に制圧され、災害及び海難事故は防

止及び軽減されている。しかし、領有権問題及び海事問題は未だ解決に至っていない。ベ

トナムの海軍及び沿岸警備隊は、一方では自制するとともに平和的な紛争解決を支援し、

他方では国際法、特に UNCLOS により規定されている、ベトナムの水域における同国の主

権、主権的権利及び管轄権を断固として保護している。残念ながら、一部の当事者は自制

せず、紛争をエスカレートさせている。したがって、南シナ海の状況は緊張が高まってお

り、ベトナムの正当な主権、主権的権利及び管轄権は脅威に晒されている。 

 

４．海事安全保障協力に関する外国との関係 

 ベトナムは、他国との海事安全保障協力を積極的に促進している。 

●日本とは、ベトナムは 2014 年の二国間合意により広範な戦略的パートナーシップを有し

ている。両国は頻繁に高位指導者の相互訪問を行っている。ベトナム人民軍と日本の自衛

隊の間では、防衛政策対話が年 2回開かれている。海上自衛隊及び海上保安庁の船舶は頻

繁にベトナムに寄港している。両国は、捜索・救助及び人道援助に関する経験の共有、合

同訓練、合同演習を通じた能力構築面の協力を特に促進している。特に、グエン・フー・

チョン・ベトナム共産党書記長の 2015 年の日本公式訪問時に、日本はベトナムと、ベトナ

ムの海上安全強化に向けて 2000億円の無償援助を提供する旨の外交文書を取り交わした。

さらに、日本は、ベトナムにとって新たな分野である国連平和維持活動に関する経験を共

有し、戦後処理の対応でも支援を行っている。今後、海事安全保障は引き続き日本とベト

ナムがさらに協力を進めていく有望な分野になるだろう。したがって、まずは引き続き実

践的な共同作戦活動を増やすことで能力構築に重点的に取り組むべきである。さらに、両

国は、二国間協力に関する共通のルール及びメカニズムの確立という新たなレベルに進む

とともに、同じ考えを持つパートナー間の少数国間協力へ拡大すべきである。 

●米国とは、海事安全保障協力が近年、大幅に改善している。2000 年代初頭以降、米国と

ベトナムは高官の相互訪問を開始している。政治、安全保障、防衛に関する一連の対話は

2008 年以降、定期的に行われている。その後、2010 年以降、副大臣級の二国間防衛政策対

話も開かれている。高官の訪問及び対話は、多くの更なる協力の取り決めに道を開いてい

る。例えば、2002 年の二国間捜索及び救助協定、2006 年の麻薬撲滅協定書、2007 年の二

国間海事協定、2010 年のベトナムの港湾の放射性物質防護能力を強化するための協定、

2011 年の二国間防衛協力の強化に関する了解覚書（定期ハイレベル対話、海事安全保障、
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捜索及び救助、人道援助及び災害救援［HA/DR］、平和維持という 5 つの防衛協力分野を

規定）、2013 年の両国の沿岸警備隊間の協力に関する協定（米国の正式訓練及びカリキュ

ラム開発援助のベトナム沿岸警備隊への提供、及び、ベトナムの海事安全保障を強化する

ための 1,800 万ドルの援助パッケージの供与を規定）、2015 年の防衛関係に関する共同ビ

ジョン声明（5 つの優先分野において両国間の協力を促進する 2011 年の覚書に追加する形

で、防衛関連の貿易及び軍備の共同生産［米国による武器禁輸の 2014 年における一部解除

後］という新たな 2 分野、及び、ベトナム沿岸警備隊への米巡視船メタルシャーク購入資

金 1,800 万ドルの供与を規定）などが挙げられる。さらに、米国は海事上の法執行を重視

した訓練施設をハイフォンに建設するための援助、退役した沿岸警備艦、ベトナム軍人向

けの英語訓練なども提供している。両国は、海軍や沿岸警備隊同士で船舶の頻繁な訪問や

捜索及び救助、航行の安全に関する演習も行っている。ベトナムと米国は、南シナ海にお

ける交易及び航行の自由や海事安全保障において戦略的利益を共有しているため、両国は

将来的に協力関係を強化していく大きな可能性があるだろう。 

 日本と米国のほか、ベトナムは、インド、イスラエル、スウェーデン、英国、特にロシ

アなど、多くの国々と、訓練、能力構築、武器購入を通じて、海事安全保障協力を積極的

に進めている。ロシア、フランス、インド、カンボジア、オーストラリアも海軍艦船をベ

トナムに寄港させ、多くの国が捜索及び救助の合同演習を行っている。 
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付属資料１ 1977 年 5 月 12 日の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚に関する声明 

（略） 

3．ベトナム社会主義共和国の排他的経済水域はベトナムの領海に隣接し、領海とともに、

ベトナムの領海の幅を測定するために用いられる基線から 200 海里までの区域を形成する。 

 ベトナム社会主義共和国は、生物であるか非生物であるかを問わず、ベトナムの排他的

経済水域の水域、海底及びその下にある全ての天然資源を探査、開発、保存及び管理する

ための主権的権利を有する。また施設、構築物及び人工島の設置・利用に関する排他的権

利と管轄権、排他的経済水域の経済的な探査及び開発のためのその他の活動に関する排他

的管轄権、ベトナムの排他的経済水域における科学的調査に関する排他的管轄権を有する。

ベトナム社会主義共和国は、ベトナムの排他的経済水域における海洋環境の保全並びに汚

染管理及び緩和のための活動に関する管轄権を有する。 

 

4．ベトナム社会主義共和国の大陸棚は、ベトナムの領海を越える海面下の区域の海底及び

その下であってベトナムの陸領域から自然の延長をたどって大陸縁辺部の外縁に至るまで

のもの、または、大陸縁辺部の外縁がベトナムの領海の幅を測定するために用いられる基

線から 200 海里の距離まで延びていない場合には、基線から 200 海里の距離までのものを

いう。 

 ベトナム社会主義共和国は、鉱物及びその他の非生物資源並びにその定着性種族から成

る全ての天然資源の探査、開発、保存及び管理において、ベトナムの大陸棚に対して主権

的権利を行使する。 

 

5．パラグラフ 1 で言及した、ベトナムの領土の不可欠の一部を形成し、ベトナムの領海を

越える、島嶼及び群島は、本声明のパラグラフ 1、2、3 及び 4 の規定に準拠して決定され

る独自の領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚を有する。 

 

6．本声明の諸原則をもとに、ベトナム社会主義共和国の領海、接続水域、排他的経済水域

及び大陸棚に関する具体的な問題は、ベトナム社会主義共和国の主権及び利益を守るという

原則に従い、かつ、国際法及び国際慣行に沿って、更なる規制において詳細に取り扱われる。 

 

7．ベトナム社会主義共和国政府は、各国の海域及び大陸棚に関する問題を、独立及び主権

に対する相互尊重に基づく交渉を通じて、国際法及び国際慣行に従い、関係諸国と解決する。 
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付属資料２ ベトナムの領海基線に関するベトナム政府の 1982 年 11 月 12 日の声明 

 

ベトナム社会主義共和国政府により同国の国会常任委員会の承認を経て 1977 年 5月 12日

に発出された領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚に関する声明のパラグラフ 1 の

規定を履行するにあたり、 

ベトナム社会主義共和国政府は、ベトナムの領海の幅を測定するための起点となる基線に

関して以下の声明を出す。 

 

（1）ベトナムの大陸棚の領海を測定するための起点となる基線は、本声明の付属資料に座

標が列挙されている点を結んだ直線により構成される。 

 

（2）ゼロ点－ベトナム社会主義共和国の領海の幅を測定するための基線とカンプチア人民

共和国の領海の幅を測定するための基線が交差する、トーチュ群島とポウロワイ島を繋ぐ

線上の海に位置する点－を出発点とし、コンコ島を終点とするベトナムの領海基線は、添

付の付属資料に列挙されている座標に従い、1979 年以前にベトナム人民海軍により公表さ

れた 10万分の 1 の海図上に引かれる。 

 

（3）バクボ湾（トンキン湾）は、ベトナム社会主義共和国と中華人民共和国の間に位置す

る湾である。ベトナムと中国の間にある湾の海洋境界は、フランスと中国清朝の間で署名

された 1887 年 6月 26日の境界条約に従って画定される。 

湾のうちベトナムに帰属する部分は歴史的水域を構成し、ベトナム社会主義共和国の内水

に関する司法制度に服する。 

コンコ島から湾口までの基線は、湾の閉鎖線に関する問題の解決後に画定される。 

 

（4）ホアンサ及びチュロンサ群島の領海の幅を測定するための基線は、ベトナム社会主義

共和国政府の 1977 年 5月 12日の声明のパラグラフ 5 に従い、今後発出される文書により

決定される。 

 

（5）基線の後方にあり、ベトナムの沿岸または島嶼に面している海域は、ベトナム社会主

義共和国の内水を構成する。 

 

（6）ベトナム社会主義共和国政府は、様々な領海及び大陸棚に関する関係諸国との全ての
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相違は、各国の国家的な独立及び主権に対する相互尊重に基づく交渉を通じて、国際法及

び国際慣行に従い、解決されるものと確信する。 

 

ハノイ、1982 年 11月 12日  
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付属資料３ 2012 年ベトナム海洋法 

 

第Ⅰ章 

総則 

 

第 1 条 規制の範囲 

本法は、ベトナムの主権、主権的権利及び管轄権の下にある基線、内水、領海、接続水域、

排他的経済水域、大陸棚、島嶼、パラセル及びスプラトリー群島その他の群島、ベトナム

の海域における操業、海事経済開発、海洋及び島嶼の管理及び保護について規定する。 

第 2 条 法の適用 

1．本法の規定とその他の法律の規定の間に、ベトナムの海域の主権及び法的地位に関して

相違がある場合は、本法の規定が優先する。 

2．本法の規定とベトナム社会主義共和国が締約国となっている国際条約の規定の間に相違

がある場合は、国際条約の規定が優先する。 

第 3 条 用語の解釈 

本法において、下記の用語は以下のとおり解釈される。 

1．ベトナムの海域は、ベトナム法、ベトナム社会主義共和国が締約国となっており、1982

年の海洋法に関する国際連合条約（UNCLOS）に則った境界及領域に関する条約に準拠し

て決定される、ベトナムの主権、主権的権利及び管轄権の下にある内水、領海、接続水域、

排他的経済水域及び大陸棚から成る。 

2．公海は、ベトナム及びその他諸国の排他的経済水域を越える全水域から成り、その海底

及びその下は含まない。 

3．船舶（vessel）とは、内燃機関の有無を問わず、大型船（ship）、小型船（boat）及びそ

の他の乗物（craft）を含め、水面上または水面下で運航する乗物を意味する。 

4．軍用船舶とは、当該国の国籍を明確に表示する外的標識を掲げ、士官名簿または同等の

文書に氏名が記載されている、当該国に服務する海軍士官により指揮される、一国の軍隊

の船舶を意味する。当該船舶は、軍令に基づいて行動する乗組員により運用される。 

5．公用船舶（vessel for official service）とは、非商業的な国家活動のためにのみ使用され

る船舶を意味する。 

6．資源には、水中、海底及びその下の生物資源及び非生物資源が含まれる。 

7．等深線とは、海の水深の等しい点を結んだ線である。 

第 4 条 海洋の管理及び保護の原則 
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1．海洋の管理及び保護は、ベトナム法に準拠し、ベトナム社会主義共和国が締約国となっ

ている国連憲章その他の条約に従って、行われる。 

2．ベトナムの行政機関、組織、市民は、ベトナムの海域、島嶼及び群島に対するベトナム

の主権、主権的権利及び管轄権を守り、海洋資源及び海洋環境を保護する責任を有する。 

3．ベトナム国は、海洋及び島嶼に関する他国との紛争を、1982 年の UNCLOS並びに国際

法及び国際慣行に従って、平和的手段により解決する。 

第 5 条 海洋の管理及び保護に関する政策 

1．国力をいかんなく発揮し、海域、島嶼及び群島に対する主権、主権的権利及び管轄権を

守り、海洋資源及び海洋環境を保護し、海事経済の開発を促進するために、必要な措置を

講じる。 

2．社会経済的開発、国家防衛及び安全保障を目的として、持続可能な方法で、海域、島嶼

及び群島の管理、利用、開発及び保護に関する戦略、計画立案及び計画を策定及び実施す

る。 

3．組織及び個人に対し、海事経済の利用、開発及び発展、海洋資源及び海洋環境の保護、

並びに、各海域の条件に適合するとともに国家防衛及び安全保障上の要件に沿った海域の

持続可能な開発に、労働力、資材、資本を投入し、科学的、技法的及び技術的な成果を応

用するよう奨励するとともに、海洋の可能性及び海洋に関する政策及び法律に関する情報

の普及を強化する。 

4．ベトナムの海域においてベトナムの漁業者により行われる漁業活動を奨励及び保護し、

ベトナムの海域を越えて、ベトナムの組織及び市民により、ベトナム社会主義共和国が締

約国となっている条約、国際法及び関係沿岸諸国の法律に従って、行われる操業を保護す

る。 

5．海洋巡視及び監視隊の運用を確保し、海域、島嶼及び群島における活動に資する兵站イ

ンフラを改善し、海洋人材を育成するための適切な投資を行う。 

6．島嶼及び群島の住民に対する優遇政策、並びに、海域、島嶼及び群島の管理及び保護に

従事する部隊への優遇措置を実施する。 

第 6 条 海事問題に関する国際協力 

1．ベトナム国は、国際法及び独立、主権、領土保全の尊重、平等、互恵に基づき、各国並

びに地域的及び国際的機関との海事問題に関する国際協力を強力に促進する。 

2．海事問題に関する国際協力には以下が含まれる。 

a. 海事及び海洋の調査研究。科学的、技法的及び技術的な応用。 

b. 気候変動対策、自然災害の防止、制御及び警戒。 



第７章 ベトナムの海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 －99－

c. 海洋の生物多様性及び生態系の保護。 

d. 海洋環境汚染の防止及び撲滅、海事経済活動から生じる廃棄物の処理、油濁事故対策。 

e. 海難捜索及び救助。 

f. 海洋犯罪の防止及び撲滅。 

g. 海洋資源の持続可能な開発及び海洋観光の開発。 

第 7 条 海洋の国家管理 

1．ベトナム政府は、海洋の全国的な国家管理を行う。 

2．省庁、省庁級機関、並びに、沿岸部の省及び中央直轄市の人民委員会は、その義務及び

権能の範囲内において、海洋の国家管理を行う。 

 

第Ⅱ章 

ベトナムの海域 

第 8 条 基線の設定 

ベトナムの領海の幅を測定するために用いられる基線は、政府により既に公表されている

直線基線である。ベトナム政府は、基線が設定されていない区域の基線を決定し、国会常

任委員会の承認を得て、公表する。 

第 9 条 内水 

内水は、基線の陸側の沿岸に隣接する水域であり、ベトナムの領土の一部を構成する。 

第 10 条 内水の法的地位 

ベトナム国は、内水に対し、陸領域に対するのと同じ完全かつ絶対的な主権を行使する。 

第 11 条 領海 

ベトナム社会主義共和国の領海は、基線から 12 海里までの水域である。 

領海の外側の限界は、ベトナムの海上国境線である。 

第 12 条 領海の法的地位 

1．国家は、1982 年の UNCLOS に従い、領海、領海の上空並びに領海の海底及びその下に

対し、完全かつ絶対的主権を行使する。 

2．全ての国の船舶は、ベトナムの領海の無害通航権を享受する。無害通航権を行使してベ

トナムの領海を通る外国軍用船舶は、ベトナムの管轄当局に事前通告を行う。 

3．外国船舶の無害通航は、ベトナムの平和、独立、主権及び法律並びにベトナム社会主義

共和国が締約国となっている条約を尊重して、行われる。 

4．ベトナム政府の合意がある場合、またはベトナム社会主義共和国が締約国となっている

条約の規定による場合を除き、外国航空機はベトナムの領海の上空に侵入してはならない。 
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5．国家は、ベトナムの領海に存在する全ての種類の考古学的及び歴史的事物に対して主権

を有する。 

第 13 条 接続水域 

接続水域は、ベトナムの領海に隣接し、かつ、ベトナムの領海を越える、領海の外側の限

界から 12 海里までの海域である。 

第 14 条 接続水域の法的地位 

1．国家は、接続水域に対し、本法第 16 条に規定されている主権的権利、管轄権及びその

他の権利を行使する。 

2．国家は、ベトナムの領域または領海における税関、関税、医療、移民に関する法律侵害

行為を防止及び処罰するため、接続水域内の取り締まりを行う。 

第 15 条 排他的経済水域 

排他的経済水域は、ベトナムの領海に隣接し、かつ、ベトナムの領海を越える、領海と合

わせて基線から 200 海里までの海域を形成する海洋の範囲である。 

第 16 条 排他的経済水域の法的地位 

1．排他的経済水域内において、ベトナム国は以下の権利を行使する。 

a. 海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源の探査、開発、管理及び保存のための

主権的権利、並びに、排他的経済水域の経済的開発及び探査のためのその他の活動。 

b. 人工島、施設及び構築物の設置及び利用、海洋の科学的調査、海洋環境の保護及び保全

に関する管轄権。 

c. 国際法に従ったその他の権利及び義務。 

2．ベトナム国は、同国の主権的権利、管轄権及び海事上の国益を害さないものである限り、

本法及びベトナム社会主義共和国が締約国となっている条約に準拠し、ベトナムの排他的

経済水域における、他国による航行及び上空通過の自由、海底ケーブル及びパイプライン

の敷設権、並びに、合法的な海洋利用を尊重する。 

海底ケーブル及びパイプラインの敷設は、ベトナムの管轄当局の書面による同意を条件と

する。 

3．外国の組織及び個人は、ベトナム社会主義共和国が締約国となっている条約、ベトナム

法の規定に準拠して署名された契約、または、ベトナム政府により与えられた許可に基づ

き、ベトナムの排他的経済水域における天然資源の探査、利用及び開発、科学的調査の実

施、並びに、施設及び構築物の設置に参加することができる。 

4．海底及びその下に関する権利は、本法第 17 条及び第 18 条に準拠して行使される。 

第 17 条 大陸棚 
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ベトナムの大陸棚は、ベトナムの領海に隣接し、かつ、ベトナムの領海を越える、海面下

の区域の海底及びその下であり、ベトナムの陸領域、島嶼及び群島の自然の延長をたどっ

て大陸縁辺部の外縁に至るまでのものをいう。 

大陸縁辺部の外縁が基線から 200 海里の距離まで延びていない場合には、その区域の大陸

棚は基線から 200 海里の距離までのものをいう。 

大陸縁辺部の外縁が基線から 200 海里を越えて延びている場合には、その区域の大陸棚は

基線から 350 海里を越えない距離までのものまたは 2,500メートルの等深線から 100 海里

を越えない距離までのものをいう。 

第 18 条 大陸棚の法的地位 

1．ベトナム国は、天然資源を探査及び開発するために、自国の大陸棚に対して主権的権利

を行使する。 

2．本条第 1項に規定されている主権的権利は、いかなる者もベトナム政府の同意なしにベ

トナムの大陸棚を探査する、またはベトナムの大陸棚の天然資源を探査する活動を行うこ

とはできないという意味において、排他的である。 

3．ベトナム国は、目的のいかんを問わず、大陸棚に関して、その下の開発、並びに掘削の

承認及び規制を行う排他的権利を有する。 

4．ベトナム国は、同国の主権的権利、管轄権及び海事上の国益を害さないものである限り、

本法及びベトナム社会主義共和国が締約国となっている条約に準拠し、ベトナムの大陸棚

における、海底ケーブル及びパイプラインを敷設する他国の権利、並びに、他国による合

法的な海洋利用を尊重する。 

海底ケーブル及びパイプラインの敷設は、ベトナムの管轄当局の書面による同意を条件と

する。 

5．外国の組織及び個人は、ベトナム社会主義共和国が締約国となっている条約、ベトナム

法の規定に準拠して署名された契約、または、ベトナム政府により与えられた許可に基づ

き、ベトナムの大陸棚における天然資源の探査、利用及び開発、科学的調査の実施、並び

に、施設及び構築物の設置に参加することが許される。 

第 19 条 島嶼及び群島 

1．島嶼とは、自然に形成され、水に囲まれた陸地であって、満潮時に水面上にあるものを

いう。 

群島とは、島嶼の集合体であり、島嶼の一部、隣接している水域、その他の密接に関連し

ている地勢が含まれる。 

2．ベトナムの主権下にある島嶼及び群島は、ベトナムの領土の不可欠の一部である。 
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第 20 条 島嶼及び群島の内水、領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚 

1．人間の居住または独自の経済的生活を維持することができる島嶼は、内水、領海、接続

水域、排他的経済水域及び大陸棚を有する。 

2．人間の居住または独自の経済的生活を維持することができない岩は、排他的経済水域ま

たは大陸棚を有さない。 

3．島嶼及び群島の内水、領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚は、本法第 9 条、第

11 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条及び第 17 条に準拠して決定され、ベトナム政府が公表

する海図及び地理座標に表示される。 

第 21 条 島嶼及び群島の法的地位 

1．ベトナム国は、ベトナムの島嶼及び群島に対して主権を行使する。 

2．島嶼及び群島の内水、領海、接続水域、排他的経済水域及び大陸棚の法的地位は、本法

第 10 条、12 条、14 条、16 条及び第 18 条において規定されているとおりである。 

 



第８章 マレーシアの海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 －103－

第８章 マレーシアの海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

スマティ・パマル 

 

はじめに 

マレーシアの海域は国際法、なかでも「海洋法に関する国際連合条約（UNCLOS）」が規

定するあらゆる権利に関係している。これらには内水、領海、大陸棚、排他的経済水域（EEZ）、

ならびに該当する海域上空の空域に対する権利が含まれる。マレーシア海域の特徴となる

のは、マラッカ海峡（SOM）、南シナ海（SCS）、スル海、セレベス海、アンダマン海を通

る活発な海上交通路である。本質的に、こうした海域はマレーシアの通商の玄関口の役割

を果たしている。経済的には、生物および非生物資源に富み、マレーシアの経済発展に大

きく貢献している。更に南シナ海を囲む EEZ と大陸棚は同国のオフショア経済圏の一部を

成す。マレーシアは 1996 年に UNCLOS を批准した。批准時には、同条約で認められた1宣

言から成る供述書2も提出している。 

 

1．領海の無害通航権について 

領海の無害通航は全船舶に適用される。UNCLOS 第 17 条は「あらゆる国の船舶は、沿

岸国か内陸国かにかかわらず、無害通航権を有する」と規定している。UNCLOS 第 18 条

と第 19 条によれば、通航および無害通航には、内水に入らず、または港（内水の外を含む）

へ入らずに領海を航行することが含まれる。条約では、こうした通航は継続的で迅速でな

くてはならないが、「停泊と錨泊も、通常の航行に付随して発生する場合、不可抗力もしく

は遭難により必要とみなされる場合、または危険時もしくは遭難時に人、船舶もしくは航

空機に支援を提供する目的の場合に限り、通行に含まれる」。3
 UNCLOS は、「通航は沿岸

国の平和、秩序または安全に有害とならない限りは無害とみなされる…」4と規定するとと

もに、「…こうした通航は本条約、および国際法のその他の規則に従って行うものとする」

とも述べている。この解釈によると、かかる通航は、例えば、ある沿岸国が領海における

主権を有する場合、その沿岸国の安全に対する脅威とはならない限り無害である。 

一定の状況下では、UNCLOS 第 19（2）条に明記された通り、沿岸国の主権、領土の保

全、または政治的独立性に対して武力による威嚇もしくは武力行使を行う、または国連憲

章において具現化された国際法の原則にその他の方法で違反するような船舶の通航を伴う

活動は、無害ではないとされる場合がある。この点では、一沿岸国としてのマレーシアは、

領海の無害通航に関する UNCLOS や国際法の条項に沿った法規制を採用することができ
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る。これらの法規制は、同国の関連当局が、UNCLOS 第 19（2）条に具体的に挙げられた

多様な活動、すなわち「武器を用いた演習または訓練、沿岸国の防衛または安全に有害な

情報の収集を目的とした行為、沿岸国の防衛または安全性に影響を及ぼすことを目的とし

た宣伝行為、航空機の発着または積み込み、軍事機器の発着または積み込み、調査活動の

実施、沿岸国の通信システムまたはその他の施設もしくは装置への干渉を目的とした行為」

に関わる諸問題に対応できるようなものでなければならない。 

 

２．EEZ 上空の航行権・航空権について 

マレーシアはまた、UNCLOS に規定された航行権または航行の自由を尊重しつつ、1996

年に UNCLOS を批准した際に、いくつかの事項を明記した宣言書を提出した。同宣言の第

3 項は以下のように述べている。 

「マレーシア政府は、本条約の条項が他国に対して、沿岸国の同意なしに EEZ 内におけ

る軍事演習や作戦――特に武器または爆発物の使用を伴うもの――を実行するのを認めな

いことも理解している。」 

第 3 項の解釈の一つによれば、マレーシアの EEZ 内では、他国は同項に記載された如何

なる活動についてもマレーシアに事前に通知することが義務付けられている。この点では、

例えば、EEZ 内の航行または EEZ 上空の飛行により、マレーシアが環境、生物および非生

物資源を管理・保護する権利が妨げられず、損なわれないことが重要である。それにもか

かわらず、目的が友好的であるまたは善意に基づく場合は、「非攻撃的」且つ「友好的」な

軍艦はマレーシアの EEZ 内に入ることができる。5
 但し、引き続き第 3 項の要件に従うこ

とが条件となる。 

 

３．（マラッカ海峡およびシンガポール海峡周辺の沿岸国による）国際海峡の通過通航権

について 

国際航行の目的で使用される海峡の通過通航権は、UNCLOS 第 III 部において規定され

ている。マラッカ海峡とシンガポール海峡の特性を鑑みると、両海峡（またはその一部）

を UNCLOS が規定する国際航行の目的で使用される海峡とみなすことができるのかは疑

問であろう。UNCLOS の規定では、国際航行の目的で使用される海峡は、公海または EEZ

の一部分と、公海または EEZ の別の部分とをつなぐ経路と関わりがあることが条件だから

である。6
 UNCLOS は「一部分」と「他の部分」との距離（幅）については何も述べてい

ないようだ。これに関しては慣習国際法が、国際航行の目的で使用される海峡にふさわし

い海峡がどのようなものかを明確にする上で役立つかもしれない。これは通過通航を巡る
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現況において非常に重要である。マラッカ海峡とシンガポール海峡の大部分は狭く、且つ

沿岸国の領海主権の範囲内だからである。ある海峡が国際航行の目的で使用される海峡と

して正当に認められている場合に、狭水路で無害通航に関する規則が適用できるかは疑問

だろう。7
 

それにもかかわらず、国際航行の目的で使用される海峡として正当に認められた海峡に

おける他国の権利については、UNCLOS で規定されている。これには、沿岸国は通過通航

を妨害してはならないこと、海峡内の航行または海峡上空の飛行に対する危険を適切に公

表することが義務付けられていること等が挙げられる。この場合、領海の航行に関する沿

岸国の法規制を遵守しない、あるいは規制遵守の要求を無視する船舶は、当該領海を直ち

に去るよう要求される可能性がある。実際、通過は継続的で迅速でなければならないとい

うのが原則である。8
 更に、通過通航中の船舶や航空機は UNCLOS に規定された義務9お

よび制約10に服する点にも注目が必要である。 

 

４．海上保安、国内法、および海上保安政策 

マレーシアの海上保安およびその政策は、さまざまな事項を考慮して実施されていると思わ

れる。主なものに、国際法の原則、国益、主権および領土の保全、国内法・自治体法、慣習法、

国際法、1982 年 UNCLOS、同国の海洋管理に関わるその他の国際条約・規制等がある。 

 

５．優先度の高い諸問題（領土紛争、領海の保護、EEZ 管理、漁業管理、海賊行為対策、

テロリズム等）への対応 

海上保安および沿岸警備に関するマレーシアの政策・慣行には二つの主要目的がある。

第一の目的は、領海（内水を含む）に対するマレーシアの領有権の保護および行使、なら

びに大陸棚および EEZ の天然資源と環境に対する同国の権利・権益の保護である。これに

は更に、マレーシアが海洋権益を有する地域（南シナ海、スル海、セレベス海、インド洋）

の平和と安全の確保が含まれる。第二の目的は、洋上での犯罪、および沿岸のコミュニ

ティーや海の利用者の生命を脅かす恐れのあるその他の不法行為の警備等である。さまざ

まな海域に対する権益の保護は優先課題となっている。これら地域には重大な関心が寄せ

られており、マレーシアの炭化水素権益の大部分が東海岸のサバ州とサワラク州という、

同国の 2州沖に集中しているからだ。11
 マレーシアの海域はまた、活発な海上交通路が特

徴で、同国の通商の玄関口となっている。サバ州の海は豊富な漁業水域で、水産業や観光

業の収入源となっている。例えば、サバ州の海域はサンゴ礁の 75%を擁し、哺乳類、海藻、

サンゴが豊富である。12
 一方で、マレーシアはベトナム社会主義共和国と共同で、南シナ
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海南部の基線から 200 カイリを超える大陸棚について、大陸棚限界委員会（CLCS）に情報

を提出している。13
 

海賊行為対策としては、マレーシア海上法令執行庁（MMEA）、海上警察、マレーシア

海軍（RMN）による法執行等がある。規定地域で発生した海賊行為事案については、RMN

が近隣諸国と共同巡回を行っている。例えば、マラッカ海峡海上警備（MSSP）、Eyes in the 

Sky （EiS）、Information Working Group （IWG）から成るマラッカ海峡パトロール（MSP）

（ASEAN4 ヵ国が関わっているが、ミャンマー海軍も参加の可能性あり）14は、海賊行為

対策の成功例の一つである。RMN と MMEA のその他の優先的警備活動には、人道支援・

災害救助（HA/DR）の提供、海上経由の人身売買や武器・麻薬の密売対策、航行の安全性

確保のための水域・海洋調査の実施（規制機関と協力）、捜索救助活動の提供等がある。 

 

６．交渉または国際裁判所による紛争解決 

マレーシアは領有権に関する諸問題について国際裁判を行った経験を持つ。最初の訴訟

はシパダン島とリギタン島に対する領有権問題を巡る裁判である。同訴訟は両島に対する

領有権を決定するため、国際司法裁判所（ICJ）に委ねられた。そして 2002 年、ICJ はプ

ラウ・シパダン島とリギタン島に対する領有権をマレーシアに付与した。15
  

第二に、マレーシアとシンガポールは、プラウ・バツ・プテー／ペドラ・ブランカとし

て知られる海洋地勢を巡る紛争を ICJ に持ち込んでいる。1990 年代初め、マレーシアとシ

ンガポール間の公式交渉により、この事案を ICJ に委ねて領有権を確定させることが決定

された。2008 年 5月に ICJ は、バツ・プテー／ペドラ・ブランカに対する領有権がシンガ

ポールに属すること、ミドル・ロックに対する領有権がマレーシアに属すること、サウス・

レッジに対する領有権がそれが所在する領海内の国家に属することを決定した。16
 判決後

にマレーシアとシンガポールは、同事案に関する ICJ の決定（共同調査に関する話し合い

を含む）を実施するための一手段として「共同技術委員会」を設立した。 

 

７．南シナ海問題についての基本方針 

南シナ海問題に対するマレーシアのアプローチは実用主義（プラグマティズム）の概念

に基づいており、南シナ海を巡る紛争は、ルールに基づいたアプローチと一般的に認知さ

れた国際法の原則（海洋法に関する国際連合条約等）、および国際仲裁を使った平和的な手

段を通じて解決すべきであると明確に示している。マレーシアは、紛争当事者は活動を行

う上で武力行使、脅迫、または強要を回避し、自制を行使すべきであると主張している。

同国は自国の権益を保護し、南シナ海問題の多国間による解決を促すため、ASEAN の活
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用を推奨している。更に同国は、南シナ海問題を管理するための方策として、「南シナ海に

関する行動宣言（DOC）」の完全なる実行と「南シナ海における行動規範（COC）」の迅速

な締結を継続的に要求している。 

 

８．海上保安の姿勢 

マレーシアの国防政策（NDP）は自国の国益にとって重要な地理的領域を定めており、

マレーシア国防軍（MAF）はここを外的脅威と武力侵略から守らなければならない。マラッ

カ海峡、南シナ海への海上交通路、それらの上空にある関連空域は、国家のライフライン

にとって、且つ同国の安全・防衛にとって重大な戦略的地域である。マレーシアは軍艦を

配備して、自国の海域（南シナ海、マラッカ海峡、インド洋等）における法の執行を支援

している。RMN と MMEA も侵略者から同地域を守るために密接に協力して偵察と情報共

有を行っている点に注目すべきである。通常の戦術的レベルのオペレーション以外にも、

マレーシアは軍事・海事外交に従事して沿岸地域の平和と安全を維持している。海軍が実

施している活動には、ASEAN 加盟国との海軍同士の関係確立、西太平洋海軍シンポジウ

ム（WPNS）への参加、インド洋海軍シンポジウムへの参加等がある。マレーシアはまた、

インド洋における海賊行為対策としての合同・共同の海軍活動にも参加している。RMN

も合同・統合演習を実施し、外国海軍の関わる訓練を取りまとめて、信頼醸成措置を積み

重ねている。 

 

９．海軍および沿岸警備隊（設備、規模、役割、予算） 

RMN の主要な役割は平時にマレーシア海域を保護し、対立が発生したら戦争に勝つこ

とである。RMN の中核目的は作戦即応性を備え、信頼性の高い武力を確実に配備するこ

とである。筆者の見解では、同地域が直面する現在の地政学戦略的な環境における RMN

の戦略目的は、三つある。第一の目的は、マレーシア海域における紛争を防止することで

ある。第二の目的は、同国の海洋権益を保護することである。そして第三の目的は、大国

および地域内諸国の海軍との関係を保持し、これを強化することである。  

マレーシア海上法令執行庁（MMEA）は海上法令執行庁法に準拠する。その責任範囲は

同法で規定されている。MMEA の役割は法律と秩序を維持することであり、責任範囲にお

ける平和や安全、治安を維持することである。この役割を果たす上での MMEA の任務に

は、犯罪の防止・発見、違反者の検挙と起訴、安全保障情報の収集活動等がある。もっと

具体的には、洋上の安全と治安を確実に維持し、捜索救助活動を実施し、海洋汚染を防止

し、汚染対応策を講じ、海賊行為や海上犯罪を防止・抑止し、公海における薬物・麻薬の
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運搬を防止することは、MMEA の責任の範囲内であると筆者は考える。  

 

10．オペレーション上の課題 

マレーシアの海軍および沿岸警備隊は、利用可能な資産と能力を持ち、目標達成に向け

て行動する進歩的な部隊とされている。海上保安については、資源制約が実行上の大きな

問題である。これに絡み、「マレーシアブルーオーシャン戦略（NBOS）」17
 が海上保安の

強化に付加価値をもたらし、成功を収めている。NBOS は、官民パートナーシップ（Counter 

Piracy in the Gulf of Aden等）を通じて、この資源制約の問題に取り組んでいる。具体的に

は RMN が民間の船会社（MISC）との協業を通じて護衛を提供した。このオペレーション

では、コンテナ船を補助船に転換した。MISC はこのオペレーションのために海軍予備員

を提供した。RMN はまた「シー・ベイシング」構想に着手し、国軍の作戦能力を強化し

ている。その際、海軍艦艇と人員をオフショアに配置して、既存資産を活用することによ

り未確認の船舶や侵害者を封じることができるようにしている。シー・ベイシング構想は、

民間のオフショア産業からハイテク関連情報や偵察等の提供を受けている（必要に応じて

海軍が、既存資産を活用したネットワーク提供や駐留等でこれを補完する）。同様に、スー

ルース・ラウェシ海では、関連する沿岸地域で過激派に対抗するため、移動式生産設備

（MOPU）を輸送している。 

 

11．重要な沿岸地域の保護状態 

南シナ海は戦略地政学上の火種とも言える地域で、マレーシアの国益を守るためにその

軍隊や法執行機関が警戒態勢を取っている。不法侵入を行うのは通常は外国の沿岸警備隊、

時には軍用船の場合もある。公表されているところでは18、中国の沿岸警備隊船がマレー

シアの度重なる外交抗議にもかかわらず、マレーシアの EEZ 内に定期的に侵入していると

いう。またこうした侵入は、特に RMN と MMEA が定期的に巡回や偵察を行っている地域

であれば、RMN にとってオペレーション上の問題となる。更にマレーシアは外国の漁民

による違法操業の脅威や、違法・無規制・無報告漁業につながる模造船の問題にも晒され

ている。 

マレーシアは MMEA による法執行を支援する目的で、軍艦を配備している。RMN も重

要領域内への常駐が期待されている。同国が採用を検討する可能性のあるその他のオプ

ションには、各政府機関の情報源となる官民パートナーシップの組み合わせのほか、深海

漁船、民間の海上保安、既存のオフショア駐屯地等が挙げられるだろう。これらはリスク

を緩和する上で、あるいは外国船の存在を報告するための資源を採用・配備する上で効果
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を発揮し、各機関が侵略や侵入を抑止し、これに対応する助けになるかもしれない。 

 

12．海上保安協力を巡る諸外国との関係 

米国、中国、日本、インド、および欧州連合（EU）はマレーシアの主要貿易国であり、

マレーシアはほぼ全ての諸外国と相互に利益をもたらす関係を享受している。マレーシア

の安全保障協力の理念および実行は元来、二国間および多国間両方の性格を持つと述べて

よいだろう。最も強力な安全保障協力の一つは、オーストラリア、ニュージーランド、シ

ンガポール、イギリスとの間で主として防衛活動について締結している「5 か国防衛取極

（FPDA）」である。もっとも、今日では FPDA の価値は、その前身である「イギリス・マ

ラヤ防衛協定（AMDA）」に基づく同様の取り決めに照らして評価するのが最善であろう。

仮にそうだとしても、マレーシアはさまざまな多国間プラットフォーム（ASEAN 地域

フォーラム（ARF）、ASEAN 国防相会議（ADMM）、ADMMプラス）を通じて安全保障協

力を積極的に追求している。 

米国とマレーシアの関係は相互の繁栄と協力強化に根差しており、その関係は年々強化

されていることがわかる。マレーシアは米国と、「国際軍事教育訓練（IMET）」プログラム

や、各軍部が参加するさまざまな二国間合同演習等、防衛・安全保障上の協力体制を確立

している。マレーシアは多国間海軍軍事演習「リムパック（環太平洋合同演習）」に参加し

ており、「水上艦即応性協力訓練」にも毎年積極的に参加している。 

中国とマレーシアの関係については、両国は経済的利益と通商を重視した、戦略的な協

力関係を確立していると言えよう。マレーシアと中国の二国間協力は 1974 年に始まった。

外交関係が確立してからは、その関係はおおむね建設的である。両国の戦略的関係は総じ

て低レベルなものからより顕著な協力関係へと進化した。例えば、2015 年 9月には「非伝

統的な脅威および人道支援・災害救助（HA/DR）への対応」と題する 5日間の演習を実施

した。 

多国間レベルでは、ASEAN、中国、台湾の法執行機関の間で「人道対話机上演習」に向

けた努力を行っている。他の ASEAN 諸国とは、信頼醸成措置およびキャパシティー・ビ

ルディング活動を実施している。 

マレーシアと日本は、マレーシアが 1980 年代に導入した、教育や研修分野の強化に重

点を置く「ルックイースト政策」以来、強力な関係を維持してきた。1970 年代初めから日

本は、マラッカ海峡における航行の安全性に関わる取り組みに貢献し、海賊行為や海上の

強盗と闘うための地域および国際プロジェクトにも参加してきた。日本は、海上保安、平

和維持、人道支援・災害救済（HA/DR）等、協力分野をもっと拡大したいと考えている。
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2015 年に両国は「戦略的パートナーシップ」に向けて関係を強化するための協定を締結し

た。19
 そこで重視されるのは、平和と安定、経済、海上保安、人的連携、地域協力や国際

協力に貢献できる活動（領海内および排他的経済水域における捜索救難活動（SAR）、国連

開発プログラムを通じた平和維持活動、海上交通路の安全および安全保障に関わる問題等）

である。 

 

結論 

マレーシアは巨大な海域を擁している。海事に関わる諸問題へのアプローチや優先事項

は、さまざまな観点があり多様である。更に幅広い見地から述べると、マレーシアは実用

主義的で、関係当事者の相互尊重に基づく政策を採用している。法律について言えば、海

上保安に関わる政策の実施はいくつかの事項を考慮していると思われる。主なものに、国

際法の原則、国益、主権および領土の保全、国内法・自治体法、慣習法、国際法、1982 年

UNCLOS、同国の海洋管理に関わるその他の国際条約・規制等がある。第二に、マレーシ

アの姿勢は、主権を守り、外部機関等の活動が同国の幸福の脅威とならないようにするた

め、国益を保護することにある。 
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第９章 フィリピンの海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

キャサリン・S・パナギトン 

 

 フィリピン 1 は、東は太平洋、北はバシ海峡、南はスールー海及びセレベス海に隣接す

る、7,641 個の島嶼群から成る群島 2 である。「群島」とは、「互いに離れて散在している、

同じ水域の島嶼群」と定義されている 3。広大な海岸線と散在する島嶼群を有し、水域に

より隔てられ、さらに広大な大洋及び海に囲まれ、マニラ首都圏 4 をルソン島のちょうど

中央下部に擁しているフィリピン独特の地形は、明らかに海洋安全保障の管理を難しくし

ている。 

 フィリピンにおける海洋安全保障上の脅威に対処するため、フィリピンにおいては海洋

安全保障関連の法律及び政策が可決・成立し、長期的に進化を遂げてきている。これらの

法律及び政策は、フィリピン独特の地形から生じる困難に直接的に対処するように策定さ

れた事実に留意すべきである。したがって、海洋安全保障関連の現行の法律及び政策を完

全に理解するためには、フィリピンが群島である事実を忘れてはならないのである。 

 

Ⅰ．海事法／海洋法の解釈 

 まず、フィリピンの海事法（Maritime Law）／海洋法（Law of the Sea）における、①領

水（territorial waters）無害通航権、②排他的経済水域（EEZ）における航行権及び上空飛行

権、③国際海峡通過通航権 5 の三つの概念についての解釈を検討する。 

 この問いに答えるうえで、まずフィリピンが国連海洋法条約（UNCLOS）に沿ってこれ

らの権利を認識・理解しており、条約に基づきこれらの権利を尊重している事実を抑える

必要がある。その具体的証拠として、フィリピンは UNCLOS に署名し、領海（territorial sea）

及び群島水域（archipelagic waters）の無害通航権、並びに、EEZ における航行権及び上空

飛行権に関する UNCLOS 上の義務に従っていることが挙げられる 6。 

ただし、フィリピンの法体系は一元論的な法体系ではなく、二元論的な法体系であるこ

とに留意しなければならない。簡潔にいうと、一元論的な法体系とは、国が条約を結んだ

場合、結んだ条約のすべての規定が、自動的に、つまり立法府によるいかなる行為も必要

とせずに、国内法の一部となる法体系のことである。逆に二元論的な法体系の場合は、条

約の規定が国内的に効力を有するには国内における立法行為が必要である。フィリピンが

二元論的な法体系を有している 7ということは、フィリピンが UNCLOS に署名していても、

UNCLOS の規定がフィリピン国内で法的に効力を持つためには、UNCLOS の規定と同等な
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フィリピンの国内法が可決・成立しなければならないということである。 

 

 フィリピンの現行法に関する先行研究によれば、フィリピンの現行法はまだ完全には

UNCLOS と調和しておらず 8、フィリピンの国内法が UNCLOS と完全に調和するようにな

るには、以下の三つの段階を講じなければならない。①基線に関する既存の法律を

UNCLOS と一致させなければならない。②海域（maritime zone）9 を UNCLOS のルールに

基づいて定義するとともに、UNCLOS のルールを反映した法律を制定しなければならない。

③群島航路帯（sea lanes）10 を UNCLOS に基づいて割り当てなければならない。 

 以上三つのうち講じられているのは、基線に関する第一段階のみであり、フィリピン基

線法（フィリピン共和国法第 9522 号）11 が成立している。一方で、上記の第二、第三の段

階については、未だ具体的な法整備が講じられていない 12。 

 MZ 法（上院法案第 39 号）13 には、UNCLOS に沿った海域の定義が編入されている 14。

これらの規定が法案に存在していることは、（ほぼ間違いなく）フィリピンが暗黙裡に

UNCLOS に基づく他国の無害通航権等の尊重義務を確認していることを示すものである。

同じことは ASL 法案 15 についても言える。しかし、この法案の場合 16、外国船舶及び航空

機の ASL 通航権の確認は、より明瞭であり、より直接的な文言で示されている。 

これらの法案は、UNCLOS の規定を反映したものであり、成立すれば、フィリピン国内

で法律上の効力を有するようになる。UNCLOS に基づく無害通航権等がフィリピンの国内

法体系で完全な効力を有するようになるという目的を達成して、さらに上記第二、第三の

段階を完了するためには、この二つの法案がともに署名され、法制化されなければならな

い。 

 

 現在、MZ 法案及び ASL 法案は、国会および/または上院で何度か公聴会を行ったにすぎ

ず、まだ法制化には至っていない。しかし、このことは、無害通航権等がフィリピンの国

内法体系でまだ取り扱われていないということを意味するものではない。海事行動統合規

約（Unified Protocol of Maritime Actions: UPMA）17 などの他の法律は、無害通航権について

次のように規定している。 

「領海通航権。すべての国の船舶は、沿岸国であるか内陸国であるかを問わず、フィリ

ピン領海の無害通航権を享受する。」18
 

「群島水域通航権。すべての国の船舶は、群島水域の無害通航権を享受する。」19 

「通航権。EEZ において、すべての国は、航行及び上空飛行、潜水ケーブル及びパイプラ

インの敷設、並びに、船舶及び航空機によるその他すべての非資源関連の伝統的な公海の
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使用という、伝統的な公海自由を行使する権利を享受する。」
20 

法制化されてはいないものの、これらは依然としてフィリピン国内で執行することのでき

る有効な規定である。 

 

次に、それでは UNCLOS と完全には調和していないフィリピン国内法の効力とはどのよ

うなものなのか。ここでもまた、フィリピンが UNCLOS 及び UPMA のような現行規制に

署名していることは、無害通航権等を尊重しようとするフィリピンの姿勢を直接的に確認

するものである。しかし、MZ 法案及び ASL 法案などの法制化は未だなされていない。し

たがって、国際的には、フィリピンは無害通航権等を認識し、尊重していると疑問の余地

なく言えるが、国内的にはそうではなく、依然としてグレーゾーンにあると見なし得る。 

 さらに、フィリピンの国内法が UNCLOS と完全には調和していないということには別の

影響もある。ここまではフィリピンが無害通航権等を認識しているかどうかを問題にして

きたが、UNCLOS と完全には調和していないことで、もっと根本的な問題が生じるのであ

る。 図１が、その問題を示している。 

 

図１．共和国法第 3046 号（1961 年）21及び共和国法第 9522 号と UNCLOS 

に基づくフィリピンの条約限界又は海域の比較図 22 

 

 図１の左部分は、1961 年に制定された共和国法第 3046 号に基づく海域を示し、右図は、

UNCLOS に基づく海洋レジームを示している。ここから、フィリピン国内法の下では、正

確にはどこを内水に指定するかについて依然としてこのような未解決の問題が残っている
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ことがわかる。UNCLOS 及び共和国法第 9522 号を考慮しなければ、内水と見なされるの

は左図の写真で内水に指定されているブルーのエリアとなる。しかし、UNCLOS に従えば、

右図のモデルに基づき、共和国法第 3046 号によりこれまで内水とされていた同じエリアが

群島水域と見なされることになる。無害通航権は一般に内水には存在しないことに留意す

ると 23、フィリピンは正確にはどこで無害通航権等を認めているのかについて、一歩踏み

込んで解決しなければならないという問題を抱えているといえよう。 

 

 そのため、本節で問われるべき問題は、フィリピンが、無害通航権等の尊重義務を負っ

ていると認識しているかどうかのみならず、フィリピンがどの特定水域について、無害通

航権等を認めているのかという点も含まれる。既存及び最近の慣行によれば、フィリピン

はこの水域を通過する外国船舶の取り扱いに関して前者ではなく後者のルール（右図のモ

デル）に従っている。とはいえ、MZ 法案及び ASL 法案が法制化されていない以上、この

件に関しては依然として問題が残っているのが実状である。 

 フィリピンがどこで無害通航権を認めるかという問題は、フィリピン共和国と中華人民

共和国との訴訟での仲裁裁判所の裁定において海洋地形の地位に関する宣言が出されたこ

とにより、さらに複雑なものとなっている（下表は、海洋地形の地位の要約を示したもの

である）。現在まで、この判断がフィリピンの立法府によりどのように執行されるか、どの

ような取り組みがなされるかについては依然として不明である。 

  

表 1．海洋地形の地位に関する裁判所の裁定の要約 24 

 

地形の名称 フィリピンの申告 外交通信や方針書に

おける中華人民共和

国の申告 

裁判所の裁定 

 

 

低 潮

高地

高潮高地 高潮高地 低 潮 

高地 

高潮高地 

 

岩 島 岩 島 

 

岩 島 

イツ・アバ 
 �    �   �   

ティツ 
 �    �   �   

ウ ェ ス ト

ヨーク 

 �    �   �   

スカボロー
 �      �   
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礁 

ジョンソン

礁 

 �   

該当なし 

 �   

クアテロン

礁 

 �    �   

ガベン礁 �    �   

マケナン礁

（ヒューズ

礁を含む） 

�    �   

フ ァ イ ア

リー・クロス

礁 

 �    �   

ミスチーフ

礁 

�    

高潮高地 �  

フ ィ

リ ピ

ン の

EEZの

一部 

  

セカンド・

トーマス礁 

�    

 
  

スビ礁 �    

 
  

 

 MZ 法案及び ASL 法案が法制化されていない事実をもって、フィリピンは、現時点にお

いては UNCLOS と完全に調和している国内法をまったく欠いていると結論していいかも

しれない。その結果、フィリピンの国内における無害通航権等の認識は完全には確立され

ておらず、これらの権利が認められている正確な水域も明確には表明されていないように

思われる。しかし、UPMA を整備していることや立法府でこれらの権利を法制化する動き

が講じられていることは、フィリピンが UNCLOS の締約国として真剣に無害通航権等の尊

重義務を守ろうとする意思を有していることを示すだろう。必要なプロセスを経るには確

かに時間がかかるが、必要なすべてのステップが漸進的とはいえ、すでに取られつつある

という点は評価すべきである。 

 

Ⅱ．フィリピンの海洋安全保障政策 

(ⅰ) 海洋安全保障に関するフィリピンの国内法及び政策 

 海洋安全保障に関する議論は、多くの場合、海洋領域に広がる「脅威」を指摘すること
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により行われる 25。議論はまず、国家間の海洋紛争、海洋テロ、海賊行為、麻薬・人・違

法品の密輸、武器拡散、違法漁業、環境犯罪、海洋事故・災害などの脅威に言及し、次に、

海洋安全保障はこれらの脅威の不在として定義すべきだとする。 

 したがって、表 2 は、海洋領域（maritime domain）に広がるこれらの脅威に対処し、根

絶しようとする、あるいは根絶することができないなら最小限に抑えようとする、フィリ

ピンの国内法及び政策のリストである。 

 

表 2．フィリピンの海洋安全保障関連の法律及び政策の概要 

 

フィリピンの海洋安全保障関連の法律 フィリピンの海洋安全保障関連の政策 

共和国法第 9372 号「国家の安全を確保し、

国民をテロから保護するための法律」（第

58項は内水及び海域における適用を含む）

 

フィリピン改正刑法の第 122 条及び 123 条

（共和国法第 7659 号による修正を含み、

公海やフィリピン水域における海賊行為

全般又は暴動、及び海賊行為に相当する行

為に関する罰則を規定） 

 

共和国法第 9165 号「包括的危険薬物法の

施行法」 

 

共和国法第 9208 号「人、特に女性及び児

童の人身売買の根絶、人身売買被害者の保

護及び支援に必要な制度機構の確立、違反

に対する処罰の規定、 その他の目的のた

めの政策の施行法」 

 

共和国法第 8294 号「火器法」による修正

を含む大統領令第 1866 号 

 

2011～2016年国家安全保障政策 

 

1994年国家海洋政策（その修正法が現在審

議されている） 

 

行政命令第 57 号並びにその施行規則及び

規制（国家沿岸警戒システムの確立、その

仕組みに関する規定、関係諸機関間の海上

治安活動の調整その他の目的のための関

係諸機関の役割及び責任の定義） 
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共和国法第 7183 号「爆竹法」 

 

共和国法第 10591 号「火器及び弾薬に関す

る包括法について、さらに当該法違反に対

する処罰並びにその実施規則及び規制に

ついて規定する法律」 

 

共和国法第 8550 号「1998 年フィリピン漁

業法」の「違法漁業」の法的な定義につい

て規定した第 88項、及び、「漁業及び水産

資源の開発、管理及び保存に関する規定、

そのすべての関連法の統合、その他の目的

のための法律」 

 

大統領令第 1152 号「フィリピン環境法」 

 

大統領令第 979 号「海洋汚染法」 

 

大統領令第 984 号「汚染規制法」 

 

共和国法第 9483 号「2007 年石油汚染補償

法」 

 

共和国法第 9275 号「2004 年フィリピン清

浄水法」 

 

共和国法第 9157 号「野生生物資源保存及

び保護法」 

 

大統領令第 856 号「フィリピン衛生法」 

 

大統領令第 705 号「フィリピン森林改革法」
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共和国法第 6969 号「1990 年有害物質並び

に危険廃棄物及び放射性廃棄物の規制法」

 

大統領令第 1463 号「関税法」 

 

＊＊＊共和国法第 9993 号「フィリピン沿岸警

備隊法」（フィリピンの海洋管轄権の範囲

内で違反行為があった場合に上記法令を

執行する管轄権をフィリピン沿岸警備隊

に付与している） 

 

左欄は、陸（land）及び海洋領域の両者に適用される、安全保障上の脅威に対処する国

内法の法令番号を示している。陸域（land area）に関しては、これらの法律はフィリピン

国家警察により執行されている。しかし、海洋領域に関しては、共和国法第 993 号 26（フィ

リピン沿岸警備隊法）第 3項が、フィリピン沿岸警備隊は海洋領域においてこれらの法律

を執行する管轄権を有する、と規定している。 

 

(ⅱ) 優先順位が高い諸問題（領有権争い、領水警備、EEZ 管理、漁業規制、海賊行為防止 

措置、観光など）への対応 

 優先順位が高い諸問題に対し、「フィリピン国家安全保障政策」の第Ⅳ項（a）（3）は、

「領有権争いに関しては、協議及び合意の交渉原則が標準的な行動原則である」と、国際

紛争が起こった場合、多国間又は二国間の外交的措置が既定の措置であると明確に述べて

いる 28。さらに、海上における軍人の行動に関して、規定を設けている。「国家沿岸警戒シ

ステム活動マニュアル」第 3篇、海事行動統合規約は、海上対応活動の立案及び実行時に、

一般的及び特殊的な考慮を払う際の指針を提供するとともに、治安活動に関する規則や海

上における法執行を支援する治安活動中の軍人に関する規則についての国家政策を規定し

ている 27。 

多国間又は二国間の外交的措置を既定の措置とする姿勢は、南シナ海問題にも適用され

た。このことは、対中訴訟が係争中の期間に特に明らかになった。フィリピン政府は、裁

判所及び国際法に対する全幅の信頼を表すべく、すべての機関に対し、訴訟と何らかの関

係を有する可能性があるあらゆる措置について一時停止命令を出した。例えば、パラオと
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の海洋境界画定協議を中断したほか、理論的にはカラヤーン群島西側の南シナ海地域に延

伸大陸棚を申し立てることができるにもかかわらず、国際法及び裁判所を尊重するとの姿

勢を貫くため、そうすることを差し控えていた。 

 

Ⅲ．海洋安全保障の基本姿勢 

 以下のリストは、フィリピン海軍.29 及びフィリピン沿岸警備隊 30 の a）装備、規模、役

割及び予算の現状、b）活動上の課題、c）重要な海洋域（maritime area）における警備状況

を示したものである。 

 

フィリピン海軍 

 役割及び規模：フィリピン軍の海戦部門であり、フィリピンの 3軍の 1 つ。現役軍人は

2万 4,000 名（推計）、就役中の艦船は 103隻。 

 

＜装備＞（予算 4,970億フィリピンペソ） 

� 対空・対艦・対潜能力を有する多用途フリゲート 2隻。速力 25ノット以上で、人道援

助や災害救援活動に使用可能なもの。ドイツの MEKO、オーストラリアのアンザック、

カナダのハリファックスなど。 

� 海軍哨戒用外洋巡視船（OPV）18隻。 

� 対潜水艦用コルベット 12隻。 

 

＜調達ニーズ＞ 

� 対艦戦艦の新型化を検討中。 

� 水陸両用艦、輸送艦、補助艦などの適切な艦隊編成構築構想を実現すべく、1 個旅団

の水陸両用海兵隊や陸戦隊とその支援システムを移動させ得る戦略輸送船（SSV）4

隻、汎用揚陸艇（LCU）18 隻、兵站支援／補給船（LSS）3 隻、航洋曳船 3 隻、軍艦

のドックへの出入りに極めて重要な支援を提供するヤード／ファイヤータグボート 6

隻の調達を検討中。 

� 阻止及び特殊舟艇行動上能力向上のため、サイクロン級沿岸哨戒艇（CPIC）12隻、哨

戒砲艇 30隻、多用途強襲艇（MPAC）42隻、複合艇（RHIB）24隻などの追加調達を

検討中。 

� 海軍航空作戦上、海洋航空監視に必要な水陸両用海洋哨戒機（AMPA）8機、フリゲー

ト搭載用海軍ヘリコプター18機、SSV搭載用多用途ヘリコプター（MPH）8機の取得
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を期待する声もある。 

� 海上補給・給油能力向上。 

� 大型艦艇用の大型桟橋及び新たな海軍施設のための新規海洋監視レーダー艦 

� 新たな近代的艦艇を配備に伴い、これに配置する水兵、並びに訓練するため指導にあ

たる教官の増員 31。 

 

＜活動上の課題＞ 

技術的なニーズに関しては、人員を増やし、手続き（UPMA など）を更新し、手続きの規

定を執行する要員を訓練する必要がある。 

 

＜重要な海域の警備状況＞ 

 WESCOM 及び南部沿岸監視隊（Coast Watch South）がフィリピンの重要な海洋域を警備

している。WESCOM（フィリピン軍西部方面司令部）は、西フィリピン海（WPS）エリア

への配備が義務付けられている。2016 年に、パラワンに本部を置く西部方面海軍管区

（Navforwest）とラウニオンに本部を置く北ルソン方面海軍管区（Navfornol）を統合した。

もともとはスプラトリー諸島を含むパラワン及びカラヤーンにおけるテロや反乱と戦うた

めに編成されたものである 32。 

 海軍が創設した南部沿岸監視隊は、南部の海上治安を所管している。 

 

フィリピン沿岸警備隊 

 役割及び規模：フィリピン沿岸警備隊（PCG）（フィリピン語：Tanod Baybayin ng Pilipinas）

は、フィリピン水域における法の執行、海上治安活動の実施、海における人命及び財産の

保護、海洋環境及び資源の保護などを主な任務とする武装部隊である（共和国法第 9993

号「フィリピン沿岸警備隊法」）。PCG は、運輸通信省の傘下に置かれている機関である。 

 

＜装備＞  

現在、PCG は、54 の駐屯地や前哨地を持ち、約 18隻の船舶－日本から導入した多目的哨

戒艦（MRRV）を含む－を有している。33
 

 

＜調達ニーズ 34＞ 

� 他の機能分野の活動を遂行する高度の柔軟性を有する特定用途水準への艦船の更新。

艦船は、年間 300日以上フル稼働できるよう万全の保守点検を行うとともに、稼働し
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やすいよう最新の先端技術とのインターフェースを確保しなければならない。 

� 深海の探査・回収・監視を行うための遠隔操作潜水艇。 

� 海洋環境耐性を有する、主に敵対的な人員や装備を無効化するための武器。 

� 爆発物・薬物・有害物質の探知や捜索救助（SAR）活動ができる警察犬。 

� 他の機関とシームレスに相互運用できる割り込み不可能な PCG 内部通信、及び、フィ

リピンの海域や領水内で稼働する商船との通信。 

� 予見可能な緊急行動や敵対行動のシミュレーションを行うことができる訓練機器。 

� 灯台管轄者国際協会（IALA）基準と整合的な航行支援。 

� 正確かつリアルタイムの監視・探知システム。 

� 最新技術装備を有する実験所。 

 

＜活動上の課題＞ 

提案されているフィリピン沿岸警備隊近代化法 35 によれば、1）組織整備、2）人材開発、

3）基本方針確立、4）インフラ整備、5）装備及び施設の開発及び取得が必要とされている。 

 

＜重要な海域の警備状況＞ 

 PCG は現在、バスコ、バターンからボンガオ、タウィタウィに至るまで、12 の沿岸警備

区、54 の沿岸警備駐屯地、238 の沿岸警備出張所を通じて、群島全域でプレゼンスを維持

している 36。 

 しかし、しばしば、1 つの機関のみではなく、多くの機関の所管に係る海事問題が数多

くあると観察されていることに留意されたい。このため、取り組みの不必要な重複が時折

起きている。関係機関の責任者／代表から成る技術作業部会（TWG）が通常、この問題を

解決するために組織されている。 

 さらに、全機関の海洋資産も最大限有効に活用されていなかったことが分かったため、

2011 年、フィリピンは海洋安全保障上のこれらの問題やその他の海事問題に対処すべく、

行政命令第 57 号 37 を発出した。この行政命令により創設された国家沿岸警戒システムに

は、「フィリピンの海洋利益に対するガバナンスを強化するため、協調的かつ整合性のある

形で海事問題及び海上治安行動に取り組むための中枢的な機関間機構として機能する」任

務が課されることとなった。38
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Ⅳ．外国との関係及び協力 

日本に関しては、フィリピンの海洋安全保障強化を支援するため、フィリピンが大型巡

視船を取得するための政府開発援助を供与するとともに、海上自衛隊が練習機 TC-90 を貸

与する。また、日本は、「フィリピンのテロ防止能力を強化するため」、高速艇その他の装

備を供与することも計画している。39
 

 さらに、「2016年 2月 29日の日本との防衛協定」（「防衛装備及び技術の移転に関する協

定」）は、日本からフィリピンへの防衛装備及び技術の移転、並びに、フィリピンと日本に

よる防衛装備及び技術の共同研究開発や共同生産をも認めている。同協定は、さらに、防

衛装備及び技術の移転並びに機材及びノウハウの利用を管理するフィリピン・日本合同委

員会の設置についても定めている。 

 

 米国に関しては、米国及びフィリピン間の次の協定がフィリピンの海洋安全保障強化に

寄与している。（1）「相互防衛条約」（MDT）（1951年 8月）、（2）「訪問部隊協定」（VFA）

（1998年 2月）及び「防衛協力強化協定」（EDCA）（2014年 4月）。 

 

 オーストラリアに関しては、以下の文書や協力活動がフィリピンの海洋安全保障強化へ

の支援を目的としている。（1）「フィリピン及びオーストラリア間の包括的連携に関する共

同宣言」、（2）「フィリピン及びオーストラリア間の訪問部隊の地位に関する協定」（SOVFA）

（2007年 5月 31日署名）、（3）軍事演習「バリカタン 2016」（フィリピン国軍及び米太平

洋軍司令部主催）、（4）オーストラリアの法執行機関（LEA）はフィリピンとテロ事件の合

同調査を行っている、（5）「オーストラリア及びフィリピン間の海洋安全保障関連テロに係

る相互法的援助条約」。 
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付属資料 
 

 高潮高地 

一般的用語：島 

 

低潮高地 

 

暗礁・砂州・堆 

 

 完 全 な 権

原 を 有 す

る島 

岩 UNCLOS 第 13 条 

低潮時には水面上に

あるが、高潮時には水

に覆われる（水中に没

する）；陸地領土では

ない；いかなる占有又

は管理も地形に対す

る主権を確立するこ

とはできない；主権／

主権的権利は、HTE

（高潮高地）までの距

離に依存する；その地

位は隣接する HTE に

依存するが、陸地では

なく、TS 又は当該

HTE の EEZ の一部に

過ぎない 

すべて「なし」；TS、

EEZ、CS に対するい

かなる権原も生成し

ない；占有その他によ

り利用することので

きるいかなる地形も

生成しない 

 

高潮時にも低潮時に

も海面上に現れない

地形 

  高潮時に水面上にある 

 人 間 の 居

住 又 は 独

自 の 経 済

的 生 活 の

維持」がで

き る

（UNCLOS

第 121 条第

3項） 

「 人 間 の

居 住 又 は

独 自 の 経

済 的 生 活

の維持」が

で き な い

（UNCLOS

第 121 条第

3項） 

 

     

以下の生成     
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12 海里の領海

（TS） 

あり あり すべて「なし」；TS、

EEZ、CS に対するい

かなる権原も生成し

ない；占有その他によ

り利用することので

きるいかなる地形も

生成しない 

 

すべて「なし」；TS、

EEZ、CS に対するい

かなる権原も生成し

ない；占有その他によ

り利用することので

きるいかなる地形も

生成しない 

 

大陸棚（CS） あり な し

（UNCLOS

第 121 条第

3項） 

200 海里の EEZ あり なし 

「人間の居住

又は独自の経

済的生活の維

持」 

あり なし 

 

付属資料. 海洋地形とそれが生成することのできる海域（MZ）に対する権原 40 及び一般

的特徴 

 

 

－注－ 

 

1 「フィリピン」という名称は、スペイン植民地時代の 16世紀にスペイン王フェリペ 2世の名にちなん

で命名された。「Philippines」（http://royalscenic.com/broadcast/doc/CAS_2016_Philippines.pdf）を参照（2017

年 1月 30日にアクセス） 
2 「More Islands, More Fun in the PH」

（http://cnnphilippines.com/videos/2016/02/20/More-islands-more-fun-in-PH.html）を参照（2017年 1月 30

日にアクセス） 
3 ブラック法律辞典（Black’s Law Dictionary）の「群島（archipelago）の定義」

（http://thelawdictionary.org/archipelago/）（2017年 2月 1日にアクセス）。本稿では国連海洋法条約（以

下「UNCLOS」という）第 46条の「群島」の定義を用いていないことに留意されたい。これは、本稿

第Ⅰ節で詳論しているように、国際法（特に UNCLOS）の国内法（特にフィリピン法）への転換の問

題が未だ解決されていないためである。 
4 フィリピンの中央政府所在地。フィリピン官邸の公式ウェブサイト

（http://malacanang.gov.ph/75820-ph-capitals-infographic/）を参照（2017年 1月 30日にアクセス） 
5 以下「無害通航権等」という。 
6 国連の公式ウェブサイト（http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_declarations.htm/）

を参照（2017年 2月 2日にアクセス） 
7 二元論的な性質について、フィリピンの法秩序は客観的国際法の規範及び原則を国内法に含めるよう

義務付けていると解釈することができる。Merlin Magallona 「The supreme Court and International Law: 

Problems and Approaches in Philippine Practice」、Philippine Law Journal (2010年)、

（http://plj.upd.edu.ph/wp-content/uploads/2013/06/PLJ-volume-85-issue-1-2-THE-SUPREME-COURT-AND

-INTERNATIONAL-LAW-PROBLEMS-AND-APPROACHES-IN-PHILIPPINE-PRACTICE-Merlin-M.-Mag

allona.pdf）を参照（2017年 2月 1日にアクセス） 
8 Bautista, L.B. 「The Legal Status of the Philippine Treaty Limits in International Law」、Aegean Rev Law Sea 

(2010) 1; 111. doi:10.1007/s12180-009-0003-5。フィリピン憲法第 1条第 1項、大統領令第 1596号（1978
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年）、大統領令第 1599号（1978年）、共和国法第 5466号による修正を含む共和国法第 3046号、及び、

（1）パリ条約、米国・スペイン、1898年 12月 10日、T.S. No. 343、（2）フィリピンの離島割譲、米

国・スペイン、1900年 11月 7日、T.S. No. 345、（3）フィリピンと北ボルネオの境界、米国・英国、

1930年 1月 2日、T.S. No. 856の各条約も参照。 
9 以下「MZ」という。 
10 以下「ASL」という。 
11 共和国法第 9522号「フィリピンの群島基線の定義その他の目的のために共和国法第 5466号による修

正を含む共和国法第 3046号の一部条項を修正する法律」(2009年 3月 10日)

（http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2009/ra_9522_2009.html）を参照（2017年2月2日にアクセス）。 
12 Henry Bensurto 「Archipelagic Philippines: A Question of Policy and Law」

（http://virginia.edu.colp/pdf/Bali-Bensurto.pdf）を参照（2016年 2月 3日にアクセス）。 
13 上院法案第 39号「フィリピンの海域を定義するための法律」

（http://www.senate.gov.ph/lisdata/1584713078!.pdf）を参照（2016年 2月 3日にアクセス）。 
14 第 50条（内水、群島水域、領水）、第 33条（接続水域）、第 56条（EEZ）及び大陸棚を参照。 
15 上院法案第 159号「フィリピンの群島水域における群島航路帯（sea lanes）を定め、定められた群島

航路帯を通して群島航路帯通航権を行使する外国船舶及び航空機の権利及び義務を規定し、その関連

の保護措置について規定する法律」（http://www.senate.gov.ph/lisdata/1598514921!.pdf）を参照（2017年

2月 3日にアクセス）。 
16 MZ法案の規定との比較。 
17 以下「UPMA」という。付属資料 D「国家沿岸警戒センター業務コンセプト」を参照。 
18 UPMA第 5.3.2.2項。 
19 UPMA第 5.3.1.4項。 
20 UPMA第 5.3.2.5項。 
21 上記、注 9および注 6を参照 
22 フィリピンの国立地図・資源情報局（NAMRIA）

（http://www.pinoyexchange.com/forums/showthread.php?t=37526&page=7）を参照（2017年 2月 2日にア

クセス）。 
23 ULBのウェブサイト（dev.ulb.ac.be/ceese/ABC_Impacts/glossary/unclos.php）を参照（2017年 2月 2日に

アクセス）。 
24 表中の表記に関して、HTEは高潮高地、LTEは低潮高地を示す。さらに、仲裁裁判所は、人間の手に

よる改変（埋め立てなど）が施された後ではなく、原状に基づいて、これらの地形の地位を決定した。

島の名称とフィリピンの申告、中国の申告、仲裁裁判所の裁定が交差しているマス目のチェックマー

クは、その地形のフィリピンの申告、中国の申告、仲裁裁判所の裁定に関する回答を示している。例

えば、ミスチーフ礁の海洋地形の場合、フィリピンの立場は LTE（低潮高地）、中国の立場は方針書や

外交交信からして HTE（高潮高地）であるが、仲裁裁判所は LTEであるとしてフィリピン側に与した、

ということである。表の他の箇所についてもこの読み方が適用される。 

この表の島とは、本稿の付属資料で述べられている「完全な権原を有する島」のことである。 
25 Klein 2011; Kraska and Pedrozo 2013; Roach 2004; Vrey 2010, 2013。 
26 http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra2010/ra_9993_2010.html 
27 前記。 
28 第 4項（b）（1）。 
29 以下「PN」という。 
30 以下「PCG」という。 
31 グローバルセキュリティーのウェブサイト

（http://www.globalsecurity.org/military/world/philippines/navy-modernization.htm）（2016年 2月 3日にア

クセス） 
32 Carmela Fonbuena 「AFP to Consolidate Naval Assets Under West PH Sea Command」

（http://rapppler.com/nation/94584-ph-consolidate-naval-assets-wescom）（2016年 2月 3日にアクセス） 
33 Noel Celis 「New Rescue Ship Arrives in PH From Japan」

（http://www.rappler.com/nation/143481-japan-rescue-ship-arrives-ph） 
34 フィリピン沿岸警備隊の近代化を目指す下院法案第 5112号の第 5条（e）第 1項目～第 5項目。 
35 前記。 
36 前記。 
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37 「国家沿岸警戒システムの確立、その仕組みに関する規定、関係諸機関間の海上治安活動の調整その

他の目的のための関係諸機関の役割及び責任の定義」

（http://www.gov.ph/2011/09/06/executive-order-no-57-s-2011/） 
38 前記 第 1条。 
39 フィリピン・日本共同声明、2016年 10月 26日。 
40 表は、海洋地形とそれが生成することのできる MZに対する権原及びその一般的特徴を単純化して示

したものである。表は、高潮高地（HTE）、低潮高地（LTE）、暗礁・砂州・堆の 3項目に分かれてい

る。下の行はそれぞれに関する情報を示している。HTEは、a）「完全な権原を有する島」と b）「岩」

という 2つのカテゴリーに分けられる。いずれも「高潮高地」又は「島」と見なされ、高潮時にも水

面上にある。しかし、（島のカテゴリーに入っているものの）「岩」と呼ばれれるものと「完全な権原

を有する島（岩ではない）」の間には大きな違いがある。この表に基づき、「（完全な権原を有する）島」

は「人間の居住又は独自の経済的生活の維持」ができるが、「岩」はそうすることができない。したがっ

て、「（完全な権原を有する）島」は、岩とは異なり、UNCLOSに基づき、より広い海域に対する権原

を有している。特に、「（完全な権原を有する）島」が、12海里の領海（TS）、200海里の排他的経済

水域（EEZ）、大陸棚に対する権原を有しているのに対し、「岩」はこの 3つのうち 12海里の TSに対

する権原のみを有している。「岩」と「完全な権原を有する島」のいずれもが「島」のカテゴリーに入っ

ていることは強調されなければならない。 

これに対し、「低潮高地」（LTE）と「暗礁・砂州・堆」は、ともに占有その他により利用することの

できる地形ではないので、いかなる MZに対する権限も有していないという点で同じである。 

  ただし、LTEと「暗礁・砂州・堆」の間には重大な違いがある。LTEは、低潮時には水面上にあるが、

高潮時には水に覆われる（水中に没する）。又、陸地領土ではなく、いかなる占有又は管理も地形に対

する主権を確立することはできない。さらに、その主権／主権的権利は HTE までの距離に依存する。

その地位は隣接する HTEに依存するが、陸地ではなく、TS 又は当該 HTEの EEZの一部に過ぎない。

これに対し、「暗礁・砂州・堆」は、高潮時にも低潮時にも海面上に現れない地形である。 
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第 10 章 韓国の海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

ジーナ・キム 

 

１．海洋法の解釈 

大韓民国（韓国；ROK）は、1）領海の無害通航権、2）EEZ の航行権および EEZ の上

空飛行権、3）国際海峡の通過通航権をはじめとする、国際海洋法の主要原則を尊重してい

る。無害通航に関しては、韓国は「領海法（Territorial Sea Act）」を制定し、韓国の領海の

範囲と管轄権を定めている。同法によると、韓国の公共秩序および安全を侵害しない限り、

韓国領海の無害通航が保証されている1。しかしながら、同法の適用に関しては、船舶の種

類によって一定の区別が設けられている。商船については、全て、領海の無害通航権が保

証されている。一方、韓国の海洋権益に影響を及ぼす能力を有する、軍艦等の特殊目的船

に関しては、無害通航権は完全には認められていない2。 

韓国は、EEZ（排他的経済水域）の航行権および通過通航も認めている。韓国政府は、

全ての国が EEZ の航行の自由および上空飛行の自由を尊重すべきであるという立場を維

持してきた。これは「海洋法に関する国際連合条約（国連海洋法条約）（United Nations 

Convention on the Law of the Sea；UNCLOS）」第 38 条として成文化された原則を尊重した

ものであり、それゆえ、マラッカ海峡を通過する全ての船舶が国際航行のために定められ

た権利を有するという考えを支持している。この原則は、長年にわたり、韓国の政府高官

による公式声明の中で強調されてきた。韓国外交部（MOFA）長官、尹炳世（ユン・ビョ

ンセ）は、2015 年 11 月 5 日のアジア欧州会合（Asia-Europe Meeting；ASEM）において「南

シナ海における航行の自由および上空飛行権の保護および尊重は不可欠である3」と語って

いる。また、韓国国防部長官、韓民求（ハン・ミング）は、2016 年 7 月 26 日に開かれた

東アジア首脳会議（East Asia Summit；EAS）において「韓国政府は、南シナ海紛争の平和

的解決、ならびに、南シナ海における航行の自由 および上空飛行権を支持する」と語った。

こうした原則は、2016 年 10 月 20 日に発表された 2016 年韓米外務・国防閣僚協議（2016 

ROK-US Foreign and Defense Ministers’ Meeting）の共同声明でも確認されており、「韓国政

府は、南シナ海における航行および上空飛行の自由を保証することの重要性を重視し、全

ての国々が、国際法に則り、南シナ海において航行・飛行・活動する権利を有することを

強調する」4としている 

韓国による航行権の支持は、単なる宣言に留まるものではない。各国は財政的・技術的

支援を提供するとともに、安全保障ならびにマラッカ海峡の安全保障のために積極的協力
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を求めるべきであるという沿岸諸国の主張に、韓国は同意する。さらに、韓国は、マレー

シア海上警察（Royal Maritime Police Agency of Malaysia）と協力し、マラッカ海峡において、

定期的に海軍軍事演習や海上訓練を実施している。そうした取り組みの一環として、二国

間の協力を促進するため、インドネシアの海上警察に呼びかけたり、2009 年 10 月 19 日に

シンガポールで開催された「マラッカ海峡における航行安全および環境保護（Safety of 

Navigation and Environmental Protection in the Straits of Malacca）」会議に参加したり、航行援

助施設基金（Aids to Navigation Fund；ANF）との覚書（MOU）を締結したりなどしている。

また、国際海事機関（International Maritime Organization；IMO）が実施する海洋電子ハイ

ウェー（Marine Electronic Highway；MEH）実証プロジェクトに対し、韓国は技術的・財政

的支援を提供している。 

韓国は南シナ海に関して領有権などの直接的な権利を主張していないため、当該地域の

問題に関しては部外者であるとみなされることが多かった。しかし、韓国は、航行の自由

の原則に強い関心を有している。これまで一貫して主張してきた通り、南シナ海の紛争は、

合意済みの協定や既存の国際的ルールに則って、平和的に解決されるべきであると考える。

韓国の立場は、南シナ海の平和と安定を促進する取り組みの重要性を強調するというもの

である。2016 年 9 月 9 日の第 11回 EAS において、朴槿恵（パク・クネ）大統領は、2016

年 7 月 12 日に発表された南シナ海に関する仲裁判断を受けて、南シナ海紛争が平和的かつ

創造的な外交努力を通じて平和的に解決されることへの期待を表明した。 

 

２．韓国の海洋安全保障政策 

海洋安全保障に関する国内法および政策 

海洋問題には、多様な側面がある。政治・軍事的問題としては、島の領有権などの海上

境界線の画定、北朝鮮に対する洋上での国際制裁の実施、海洋紛争の解決などがあげられ

る。経済的側面としては、鉱物・漁業資源を巡る競争、海上境界線の排他性、海上交通路

の安全などの問題がある。その他の問題としては、不法行為に対する国家司法権の行使、

環境汚染対応、災害からの海洋安全保護がある。そうした中、韓国は、法制度の整備を進

め、様々な問題の解決に当たってきた。 

韓国は、関連国内法と国連海洋法条約との調和を図ってきた5。そのため、韓国では、1995

年 1 月に「海洋科学調査法（Maritime Scientific Research Act）」を、1996 年 8 月に「排他的

経済水域法（Exclusive Economic Zone Act）」ならびに「排他的経済水域における外国人漁

業等に対する主権的権利の行使に関する法律（Act on the Exercise of Sovereign Rights over 

Foreigners' Fishing in the Exclusive Economic Zone）」を制定した。また、その法制化の過程
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において、1995 年 12 月に「海洋汚染防止法（Sea Pollution Prevention Act）」を、1996 年 8

月に「領海および接続水域法（Territorial Sea and Contiguous Zone Act）」をそれぞれ改正し

ている。表 1 に、海洋安全保障に関わる国内の様々な法規制を示した。 

 

<表 1> 国内の法規制 
 

法規制の名称 目的 

海洋水産発展基本法 

（ Basic Law on Marine Fishery 

Development） 

·水産業・情報化・高付加価値ビジネスの形

成を促す環境の創出 

水産資源保護法 

（Fishery Resources Protection Act） 

·環境に優しく持続可能な水産資源の開発・

利用の追求 

海底鉱物資源開発法（Submarine Mineral 

Resources Development Act） 

·大陸棚の海底鉱物資源の利用による産業開

発への貢献 

海洋生態系の保全および管理に関する法

律（Conservation and Management of Marine 

Ecosystem Act） 

·海洋生態系の体系的管理を通じて、海洋生

態系の破壊防止、海洋生物の多様性の保全、

海洋生物の持続的利用の促進を図るための

包括的指針を提供 

海洋環境管理法 

（Marine Environment Management Act） 

·海洋環境の保全および管理に関する市民の

責任を明確化 

領海法 

（Territorial Sea Water Act） 

·内水域、接続水域、海上境界線、外国船の

通過に関する定義を提供 

排他的経済水域法 

（Exclusive Economic Zone Act） 

·EEZ 境界線、および、外国船の権利と義務

を規定 

排他的経済水域における外国人漁業等に

対する主権的権利の行使に関する法律 

（Act on the Exercise of Sovereign Rights 

over Foreigners' Fishing in the Exclusive 

Economic Zone） 

·外国人による漁業活動に対する国家司法権

の行使の必要性を規定 

海洋科学調査法 

（Maritime Scientific Research Act） 

·外国人および国際機関が実施する海洋科学

調査の手順を規定 

国際航海船舶および国際港湾施設の安全 ·国際航行に用いる船舶の安全保障、および、
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保障に関する法律 

（ Act on the Security of International 

Navigation of Ships and Harbor Facilities） 

船舶が利用する港湾施設の安全保障に関す

る事項を規定 

緊急事態準備管理法 

（ Emergency Preparedness Management 

Act） 

·緊急時および戦時に備えた計画、資源管理、

教育・訓練に関する必要事項を規定 

海洋事故調査法 

（Marine accident and investigation Act） 

·海洋事故の原因調査に関する手順を規定 

船舶および海洋構造物に対する不法行為

の処罰に関する法律 

（Act on the Punishment of Illegal Acts 

against Ship and Offshore Structures） 

·海賊行為等の脅威となる活動の防止、およ

び、船舶・海洋構造物の安全の保護 

 

紛争解決事例 

韓国、日本、中国は、それぞれの国の排他的経済水域を公表している。東シナ海、日本

海6、黄海では、沿岸国どうしの間の距離が 400 海里未満の場所もあり、そうした海域では、

この 3 か国が主張する EEZ が重なり合う。そのため、韓国政府は、日本とは 1999 年 1 月

に、中国とは 2000 年 8 月に、それぞれ漁業協定を締結した。それ以来、韓国は、海上境界

線の画定に関する協議を日本および中国との間で定期的に行っている7。現在ともに発効し

ている日本および中国との漁業協定により、韓国は、漁業権益の保護を実現すると同時に、

EEZ に関する関係国との将来の協議において当該海域に EEZ を主張する根拠を確保して

いる。韓国は、こうした問題について、国際法および関連の慣行に則って解決できるよう

努力する所存である。そうした協議の仕組みは、紛争海域での船舶の出現、および、日本、

中国との対立の可能性に非常に大きな懸念を抱いている韓国にとっては、危機管理の面で

も極めて重要である。 

日本との間では、韓国は、1965 年 6 月、韓日漁業協定を締結するとともに海上境界線を

定め、1999 年には新協定が発効している8。同協定では、日本海9および済州島の南側に違

法漁業を取り締まるための水域を設けるとともに、漁業共同委員会を設置し、当該“暫定

水域”における漁業を認める決定を下した10。漁業共同委員会では、協議を通じ、漁業の

ための EEZへの進入、漁獲が認められる魚種、漁獲割当量、操業区域、漁業の操業に関す

る具体的条件などの様々な事項に関し、両国政府に対して勧告および拘束力のある決定を

行う11。暫定水域における漁業については各国の過去の実績を考慮することが認められる
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とともに、相互平等に基づく漁獲量の合意に向けて継続的に取り組んだ。また、相手国の

国民および漁船が日韓間の水域で漁業を行う場合には、自国の関係法令を適用しないこと

となった。一方で、当該水域において自国の国民および漁船に実施している措置について

は、相手国に通報することとした。特に、韓国軍は、「歴史的・地理的事実から本質的に大

韓民国の領土である独島の保護という断固たる決意」12に基づき、強力な即応態勢を維持

している。 

中国との間にも、韓国は、漁業協定を締結するとともに海上境界線を定めている。1989

年、韓国の水産協同組合中央会（National Federation of Fisheries Cooperation）と中国の東海・

黄海漁業協同組合連合会（Cooperation for Fisheries in East Sea and Yellow Sea）は、海上での

漁船事故を管理するための協定を結んだ13。韓国、中国両国は、2000 年、この民間協定に

代わり韓中漁業協定を締結、海洋生物の共同保護のために暫定水域を設けた14。また、韓

国と中国は、救助・緊急避難に関する相互協力に合意するとともに、漁業共同委員会を設

置した15。協定により、両国の漁船数も制限した。2014 年には、共有水域において、違法

カニ漁業を取り締まるための共同活動も始めた。しかし、2016 年には黄海16で操業する中

国漁船が 20 %増加した結果、違法活動も急激に増加した17。最近、取り締まりを避けるた

め、中国漁船は北方限界線（Northern Limit Line；NLL）上で活動していたが、これは明ら

かな休戦協定違反にあたる。そのため、韓国の海軍、海兵隊、海洋警備安全本部は、国連

軍司令部（United Nations Command；UNC）と共同で“文民警察業務”に着手、NLL付近

で操業する違法漁船の取り締まりを行った。 

 

３．海洋安全保障に関する姿勢 

優先課題 

韓国にとっての関心事は優先度が決定されているが、多様な関心事の中でも、軍事活動

が優先されている。大韓民国海軍の役割は、防御線、監視線、示威線という 3 つの異なる

線を守ることにある18。第一の防御線は、領土防衛および国家統一に向けての準備（とも

に韓国にとっての最優先課題）に必要な“防御的領域”を維持する役割を果たす。第二の

監視線は、地域安定性や貿易保護に必要な“富国的領域”の保護のために引かれた線であ

る。第三の示威線は、平和的領域を維持するためのものである。平和的領域の中で、韓国

は、新たな脅威に対抗するとともに、グローバルな共同での取り組みに参加し、国威発揚

を図っている。表 2 に、それぞれの領域および目標を示した19。 
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<表 2> 大韓民国海軍の優先順位 
 

領域 分類 目標 

防御的領域 防御線 朝鮮民主主義人民共和国

（DPRK）による挑発を抑止

富国的領域 監視線 海洋権益を保護 

平和的領域 示威線 国威を高める 

 

組織構造 

大韓民国海軍は、海軍本部（Navy Headquarter (HQ)）、海軍作戦司令部（Naval Operations 

Command）、海兵隊司令部（Marine Corps HQ）、西北島嶼防衛司令部（North-West Islands 

Defense Command；NWIDC）、その他の支援部隊より構成される。艦隊司令部（Fleet 

Commands）は、駆逐艦、フリゲート艦、哨戒艇、高速艇（Patrol Killer Mediums；PKMs）

などの水上戦闘艦を運用し、担当水域の防衛任務を担う。海兵隊司令部は、戦時の上陸作

戦の遂行を主たる任務とする。NWIDC は、西北島嶼およびその周辺における平時の安全

保障ならびに防衛任務を担う。主たる役割である国家主権および海洋権益の保護に加え、

その他の司令部は、物流支援、教育、訓練といった任務を果たす。2010 年、韓国は、緊急

対応部隊として第 7機動戦団（Maritime Task Force Flotilla 7；MTF7）を編成した。MTF7

は、危機発生時の迅速な作戦遂行を目的とした船隊で、北朝鮮が発射した弾道ミサイルの

追跡、リビアからの民間人の避難、ソマリア沖での海賊対策への参加など、様々な機能を

果たしてきた。機動戦団MTF は、現在のところ、DDG型駆逐艦 3隻、DDH型駆逐艦 6隻、

ヘリコプター8機で構成されているが、将来的には、MTF の構成は、DDG型駆逐艦 2隻、

DDH型駆逐艦 2隻、KDDX型駆逐艦、SS型潜水艦 2隻、LPH型揚陸艦 1隻、P3-C哨戒機

3機、ヘリコプター16機、AOE型補給艦 1隻となる予定である20。韓国は、2023 年までに

第二の MTF を、2030 年までに第三の MTF を編成する計画である。 

海洋警備安全本部（ROK Coast Guard；KCG）は、国民安全処（Ministry of Public Safety and 

Security；MPSS）傘下の組織である。旧海洋警察庁は、国土海洋部（Ministry of Land, 

Transportation and Maritime Affairs）傘下の組織であったが、その後再編され、2014 年 11 月

19 日に海洋警備安全本部となった。主要な役割としては、スピーディかつ効果的な救助活

動の実施、海上犯罪からの海洋の防止、海洋汚染の着実な監視、有害物質の流出防止、海

洋観光および安全な海洋レクリエーション活動の確保があげられる。KCG は、本部、特殊

部隊のほか、朝鮮半島の海岸線沿いに数百の出張所を設置している。出張所は、海洋捜索、
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救助要請、海上交通の安全管理を担っている。 

 

役割および任務 

大韓民国海軍は、様々な機能を果たすとともに、北朝鮮に対する制海権や近隣諸国に対

する海上拒否を確立するための能力を構築している。制海権能力を構築するためには、非

対称対抗能力（counter-asymmetric capacity）の向上と全領域アクセス（all-domain access）

が不可欠である。大韓民国海軍の軍事力強化は、24 時間監視、精密誘導攻撃能力、機動性

の確保・向上を目指して進められている
21
。同時に、大韓民国海軍は、敵軍の阻止・反撃

能力の構築に基づく海上拒否の確立を目指している
22
。この点において、海上交通の要衝

にあたる済州島での海軍基地の建設は、戦略的に重要である。済州海軍基地により、韓国

の海軍力運用の柔軟性が高まると同時に、地域拠点と世界への窓を確保する機会がもたら

される。 

 

<図 2> 必要な役割・能力 

 

主権保護については、大韓民国海軍は、船団による示威行動、EEZ の侵害、侵害的な調

査・探査、漁業者・漁船の不法拘束など、様々な種類の紛争を処理している。また、大韓

民国海軍は、海中、海上、空中にわたる多面的な軍事力の統合配備を目指している。その

実現に向け、次世代潜水艦、イージス級駆逐艦、次世代駆逐艦、次世代フリゲート艦、次

世代高速艇、海上哨戒機、海上用へリコプター等の調達を計画している。 
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域外活動 

韓国水域における武力攻撃の全般的抑止以外にも、大韓民国海軍は、国際協力に貢献し

ており、ASEAN 地域フォーラム（ASEAN Regional Forum；ARF）、拡大 ASEAN 国防相会

議（ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus；ADMM-Plus）などの地域協力メカニズムに参

加している。加えて、韓国は、情報共有や共同訓練を通じて他国との平時の協力体制を維

持するとともに、信頼醸成のための取り組みの一環として作戦部隊間の交流を続けている。

地域協力への韓国の参加は、多様な目的に資するものである。それは、相互交流や後方支

援に限定されるものではなく、防衛産業間の協力や、地域・国際機関における海軍当局者

の高位の役職への就任支援も含まれる。つまり、韓国は、軍事外交に対して、防衛輸出、

巡航訓練、フォローアップ後方支援をも視野に入れた総合的なアプローチを取っているの

である23。 

 

<表 3> 域外活動の目標 
 

大韓民国海軍 中期（2018 年） 長期（2028 年） 

人道支援／災害

救助（HA/DR） 

国連平和維持活動（UNPKO）、ARF

／ADMM-Plus の訓練への参加 

UNPKO への積極的参加 

安全保障に関す

る多国間協力 

災害救助および安全保障に関する多

国間協力メカニズムへの貢献 

平和維持活動における大韓

民国の役割の範囲を拡大 

兵員訓練 言語／専門スキルの養成 高官の教育および多国籍軍

司令部（MNF Command）に

おける役割の拡大 

 

人道支援／災害救助（HA/DR）は、大韓民国海軍の中心任務ではないが、重大事故に際

しては、多機関協力の一環として対応している。表 4 に、大韓民国海軍が過去 10 年間に参

加した主要な HA/DR を示した。米国、日本、韓国は、人道支援および災害救助における

国際協力を促進するため、実務者チームを設置した。実務者チームの設置は 2010 年 9 月の

日米韓防衛実務者協議（Defense Trilateral Talks）において日米韓 3 か国の間で合意されて

おり、韓国は、その“タイガーチーム（Tiger Team）”と呼ばれるそのチームの活動に積極

的に参加し、情報共有、 組織間コミュニケーション、民軍の資産の活用を図っている。 
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<表 4> 大韓民国軍の HA/DR への参加24 
 

年月 場所 種類 活動 

2006 年 3 月 フィリピン 地すべり C-130 輸送機、救援物資 

2008 年 5 月 中国 地震 C-130 輸送機、シェルター、救援物資

2009 年 11 月 カンボジア 台風 C-130 輸送機、救援物資 

2010 年 1 月 ハイチ 地震 救助隊、医療チーム、重機 

2010 年 3 月 チリ 地震 シェルター、救援物資 

2011 年 3 月 日本 津波 C-130 輸送機、救助隊、救援物資 

2013 年 11 月 フィリピン 台風 LST（戦車揚陸艦）、C-130 輸送機、

医療／救援物資 

2014 年 3 月 マレーシア 飛行機墜落事故 P-3哨戒機、C-130 輸送機 

 

2011 年 1 月 15 日に発生した韓国のケミカルタンカーのハイジャック事件では、対応と

して、韓国軍の特殊部隊が救出作戦を実行した。マレーシア航空機の行方不明時には、韓

国は、南シナ海での捜索のため、P-3C 哨戒機と C-130 輸送機に加えて、39 名の人員を派

遣した。また、平時における過去最大の人道支援任務に際しては、揚陸艦 2隻、掘削機 30

機、救助隊 1 隊に加えて、民間人からなる即応チーム 1 隊をフィリピンに送った。アラウ

（Araw）部隊と呼ばれる韓国軍共同部隊は、建物の復旧や医療支援などの復興任務を遂行

した。大韓民国海軍の 2隻の戦車揚陸艦は、何トンもの重機をレイテ州に輸送する役割を

担った。ハイチでの任務は、工兵部隊、本部、復興部隊、支援戦隊で構成した。さらに、

大韓民国海軍は、国連安全保障理事会決議（UN Security Council Resolutions）1373、1838、

1846、1851 を遵守するため、4,000 トン級 DDH 型駆逐艦と特殊戦旅団（UDT）の隊員 30

名からなる清海部隊（Cheonghae unit）をソマリア沖に派遣した25。2009 年以降、清海部隊

は、海上輸送の安全確保、リビアやイエメンからの民間人の国外避難等に貢献してきた。

2011 年 1 月、清海部隊は救出作戦を実行、ソマリア沖で海賊に拘束されていた乗組員を解

放した。この「アデン湾の夜明け作戦（Operation Dawn of Gulf of Aden）」は、韓国の国内

メディアによって熱狂的に取り上げられ、かなり高い韓国国民の支持を得たため、大韓民

国海軍の海外活動の重要性に対する理解がさらに深まることとなった。 

大韓民国海軍は、ASEAN 地域フォーラム災害救援実動演習（ARF DiREx）、ADMM Plus 

HA/DR 訓練、ASEAN 防災委員会（ASEAN Committee on Disaster Management；ACDM）シ

ミュレーション演習、パシフィック・パートナーシップ（Pacific Partnership）、コープ・ノー
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ス（Cope North）、カーンクエスト（Khaan Quest）平和維持活動訓練、バリカタン（Balikatan）

平和維持活動・非戦闘員撤退訓練、多国籍立案増強チーム（Multinational Planning 

Augmentation Team；MPAT）訓練、西太平洋海軍シンポジウム（Western Pacific Naval 

Symposium；WPNS）訓練など、他の多国間共同訓練にも参加している。表 4 に、大韓民

国海軍が定期的に参加している海軍演習を示した26。 

米国と大韓民国海軍は、大韓民国第 7 機動戦団と米国第 70 任務部隊との間の複合戦闘委

員会に関する覚書（MOU of the Composite Warfare Committee between ROK MTF 7 and US CTF 

70）を締結した。この覚書により、海洋での協同作戦に対する準備の拡充を図ることができ

るとともに、二国間の相互運用性を向上するための仕組みが確立される。重点分野は、対水

上戦、防空・ミサイル防衛、対潜戦、海洋での対特殊作戦部隊（SOF）戦、C4I システム（C4IS）

である。二国間訓練としては、フォールイーグル（FOAL EAGLE）、海洋対特殊作戦部隊訓

練（MCSOFEX）、対潜戦訓練（ASWEX）、艦船対潜戦準備・評価測定訓練（SHAREM）、

MTF 7 海上演習（FLEETEX）、イージス艦に関する専門家意見交換会および編隊航行訓練

（AEGIS Ship Subject Matter Expert Exchange and PASSEX）があげられる27。 

 

<表 5> 大韓民国海軍の多国間訓練への参加28 
 

訓練名 開始年 参加軍事力 

環 太 平 洋 合 同 演 習

（RIMPAC） 

1990 年~ DDG型駆逐艦 1隻、DDH-II型駆逐艦 1隻、SS型潜

水艦 1隻、P-3哨戒機 1 機、リンクス（LYNX）2 機、

海兵隊 

捜索救難演習（SAREX）（捜

索・救助） 

1999 年~ DDH型駆逐艦 2隻、リンクス 1 機 

サイレントシャーク（Silent 

Shark）（対潜水艦訓練） 

1999 年~ SS型潜水艦 1隻 

西太平洋潜水艦救難訓練

（Pacific Reach）（潜水艦の

救助） 

2000 年~ SS型潜水艦 1隻 

掃海訓練（MCMEX）（機雷

対策） 

2004 年~ 機雷敷設船 1 隻、爆発物処理派遣支援部隊（EOD 

Expeditionary Support Unit） 

コブラゴールド（ Cobra 

Gold） 

2010 年~ 戦車揚陸艦（LST）1隻、水陸両用強襲装甲車 KAAV 

8輌、人員 382名 
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コモド（KOMODO EX） 

（災害救助） 

2014 年~ 救助隊 1 隊、戦闘飛行隊 1 隊 

ベルブイ（Bell Buoy） 

（船舶運航統制） 

2015 年~  

 

課題および制約 

大韓民国海軍は、地域的および国際的な海洋安全保障への貢献を増やすため、徐々に海

外活動の範囲を拡大してきた。しかしながら、それには課題も制約もある。第一に、実力

行使を伴う活動への参加は避ける傾向がある。国連／多国籍軍（UN/MNF）に対する大韓

民国の軍事貢献の中核的要素は、技術および復興である。戦闘部隊の派遣は国内の政治状

勢においては今もデリケートな問題であり、紛争後の平和維持あるいは平和構築に従事す

る兵士はまだ十分ではない。 

第二に、予算が不十分であるため、海外活動に従事する人員が十分でないこと、また沿

岸・海外活動に関する海洋／沿岸のローテーションなど、関連する他の問題が生じている。

海外活動に割り当てられている防衛予算は、今も、全体予算の 1%未満である。また、防

衛予算には ARF、ADMM-Plus、ASEAN+3 といった HA/DR 関連専門家会議のための予算

が組み入れられていないため、参加する他の省庁が軍のための費用を負担している。さら

に、戦争即応性や日常訓練に関する現実的な懸念がある中で、大韓民国軍は国際的な活動

への参加に取り組んでいる。同じことが、大韓民国海軍にも言える。艦船の補修、訓練、

多目的運用を考慮の上、しっかりしたサイクルを確保するためには、予算の増額が必要と

指摘する声もある。 

第三に、海外活動に関連する法的枠組みについては、さらなる強化が必要である29。韓

国は国連活動、多国籍軍の両方に参加しているが、多国籍軍に参加して活動する軍隊の派

遣に関する特別な法律はない。韓国の現行の「国連平和維持活動への参加に関する法律

（Law on Participation in the UN PKO）」は 2009 年 12 月に成立したものである。同法第 6条

パラグラフ 4 には、軍隊の海外派遣については、国連と韓国政府との間で暫定的に合意で

きると定められている。この変更は、通常 6～7 か月を要する準備期間の短縮を狙ったもの

である。しかし、当該平和維持活動について受入国の合意があること、海外での配備期間

は 1 年以内とすること、国連から迅速な派遣の要請があること、任務が非戦闘活動（復興

支援、人道支援、その他軍事力の行使が関係しない活動）に限定されていることなど、平

和維持活動への軍隊の派遣には一定の条件を満たす必要がある。このような観点から、新

法制定は、慎重な第一歩といえる30。 
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韓国は、海軍の攻撃力と即応性の維持、全ての海軍力の統合、国際平和活動への参加を

通じた国威発揚を目指している。大韓民国海軍は、最前線において不断の監視活動を継続

する一方で、非対称戦略の推進を通じて北朝鮮の脅威に対抗していく。同時に、海洋コミュ

ニティ間のネットワークの強化、ならびに、人道支援の質・量の拡充にも注力する。 
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第 11 章 台湾の海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

福田 円 

 

はじめに 

台湾は中国との「一つの中国」問題を抱えているため、国連海洋法条約の締結国ではな

く、中国との境界管理に関しても曖昧な部分がある。とはいえ、1990 年代以降、台湾では

「領海および接続水域法」、「排他的経済水域（EEZ）および大陸棚法」などの海洋主権に

関する立法や領海および接続水域の公告、EEZ と「暫定執法線」の制定など海上で法を執

行する範囲の特定が進んできた。これらの法では、領海における無害通航権や EEZ におけ

る航行権および上空飛行を概ね認めている。ただし、台湾にとって主要な脅威の対象であ

る中国との関係においては、台湾側が主張する領域での中国籍船舶の航行および上空飛行

は厳しく制限されている。また、それ以外の船舶の無害通航権についても、台湾の利益と

安全に関わる事態においては制限される。 

 近年、台湾において海洋安全保障に対する関心の高まりは著しく、とりわけ東シナ海お

よび南シナ海における領土・領海・領空および海洋権益の問題は、中国の台湾に対する脅

威に次ぐ重要課題であると認識されている。東シナ海において、台湾は彭佳嶼などの島嶼

を軍の管制下におき、尖閣諸島の領有権も主張している。また、日本と EEZ の主張が重な

る海域において、漁業や資源の問題を抱えているという立場に立っている。南シナ海にお

いて、台湾は東沙島や太平島を実効支配し、太平島には海岸巡防署（以下、海巡署）の要

員を常駐させている。また、フィリピンと EEZ の主張が重なる海域において、漁業問題な

どを抱えている。 

 こうした問題に対する馬英九前政権の方針は、「主権は我が方にあるという前提のもと、

紛争は棚上げし、平和的に資源の共同開発を行う」というものであった。同政権が当該海

域での主権を主張する際には、中国との共闘を行うのではないかとの疑念が抱かれがちで

あったが、同政権はその可能性を複数回にわたり否定していた。2016 年に発足した蔡英文

政権は、主権の問題には極力触れず、国際法の順守や航行の自由、紛争の平和的解決のた

めの多国間メカニズム、そこへの台湾の参加などを主張する傾向が強い。 

 台湾において、海巡署は 2000 年の成立以来、海上における法執行を統括する機関の役割

を担ってきた。近年、行政院に海洋委員会あるいは海洋部を設置し、海巡署をその下に編

入しようとする動きもあったが、政権交代などにより先行きが不透明となっている。また、

台湾の漁民やその権益を保護する重要性が高まっていることに鑑みて、海軍と海巡署の統
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合作戦・行動のメカニズムづくりが推進され、漁民保護を想定した大型合同演習なども行

われている。 

 

１．海洋法の解釈 

（１）台湾の海上法執行範囲 

 台湾（中華民国）は国連海洋法条約を締結している主体ではないが、国際慣習法である

同条約の重要性を認識し、その内容を尊重している。国連海洋法条約の施行を受けて、台

湾では 1998 年に「中華民国領海および接続水域法（中華民国領海及隣接区法）」（以下、「領

海法」）と「中華民国排他的経済水域および大陸棚法（中華民国専属経済海域及大陸礁層法）」

が制定された1。さらに、政府は 1999 年に領海基線と領海、接続水域の範囲を公告し、そ

れに基づいて EEZ や大陸棚の範囲も主張してきた。ただし、これは「第１回」の公告とさ

れ、中国および周辺諸国との政治的問題をはらむ南シナ海の太平島、および中国大陸に近

接する金門・馬祖両諸島における領海基線・領海・接続水域の設定は先送りされた。その

後、今日に至るまで「第２回」の公告は行われていない。 

 上記とは別に、政府は 1992 年に制定した「台湾地区と大陸地区の人民関係条例（台湾地

区與大陸地区人民関係条例）」において、中国の民間航空機が許可なく台北飛行情報区へ立

ち入った場合や、中国の民間船舶が許可なく台湾側が「制限あるいは禁止する水域」へ立

ち入った場合は、必要な防衛措置を採ると定めた2。その「制限あるいは禁止する水域」は

明示されていなかったが、国防部は 2004 年 5 月、1950 年代に米華相互防衛条約が適用し

てきた台湾海峡の中間線を適用する旨を公表した3。ただし、同条例や台湾海峡の中間線は、

台湾側が一方的に制定したものであり、中国側はあくまでも「台湾は中国の領土の一部」

だという立場に立ち、これらの存在を公式には認めていない。そのため、中国側は台湾側

との間で同条例が適用されるような場面を作らないよう、注意を払っている。 

 現状において、台湾の政府は上記の法律・公告・条例が示す範囲をすべて実効支配でき

ている訳ではない。そこで、内政部は 2003 年、日本と EEZ の主張が重なる台湾本島の北

側から東側に位置する海域について、「第１回」の「排他的経済水域と暫定執法線」公布（行

政規則）を行い、海上における法執行を行う範囲を定めた。このほか、2004 年に行政院漁

業委員会が「漁業保護のための標準作業手順書（政府護漁標準作業程序）」を制定（法規命

令）した際には、上記に加えて、北緯 20度線を南側の海域におけるフィリピンとの境界線

として、政府が漁業保護を行う範囲を画定した。2014 年 11 月、日本やフィリピンとの漁

業交渉（後述）を経て、「漁業保護のための標準作業手順書」が改定され、現状において政

府が漁業保護を行う範囲は図１（巻末）のように定められている4。 
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（２）領海における無害通航権についての考え方 

 領海における無害通航権について、「領海法」第７条は「外国の民間船舶は中華民国の平

和、秩序および安全を損なわない限りにおいて、互恵の原則のもと、本法とその他国際法

規則にのっとった外国船舶の無害通航を認めている5。また、政府は「領海法」第７条 5項

と第 9 条に基づき、2002 年に「中華民国領海における外国船舶の無害通航管理方法（外国

船舶無害通過中華民国領海管理弁法、以下「無害通航管理方法」）を制定し、領海における

無害通航を行える外国船舶の条件や、事前に政府に対する通知が必要な場合などについて

詳細な規定を設けた6。 

 「領海法」第 10 条は、「国家利益または安全にかかわる場合、領海内の特定海域におけ

る外国船舶の通航を当面禁止する」と定めており、「無害通航管理方法」第 16 条は、①内

乱や戒厳状態が発生し、外部勢力の介入を防止する必要がある時、②外国と武力衝突ある

いは敵対状態が発生する場合、③緊急の危難が発生する場合、④兵器の研究開発にかかわ

る試験を行う場合、⑤作戦訓練を行う場合、⑥国防機密工事を行う場合、⑦その他国家の

利益または安全にかかわる事態において、外国船舶の無害通航を禁止する旨を定めている7。 

 

（３）EEZ における航行権及び上空飛行についての考え方 

 EEZにおける航行権については、上記の国内法に明記されているわけではない。しかし、

海巡署は国連海洋法条約第 58 条第１項にあるように、EEZ においては自由航行権が認め

られるとの立場に立っている8。また、EEZ の上空飛行に関する規定も上記の国内法のなか

には見当たらないが、複数の国際法学者が EEZ 上空においても公海上空と同様に飛行の自

由が認められるとの見解を示している。 

 

２．海洋安全保障政策 

（１）海洋安全保障に関する国内法・政策 

 近年の台湾において、東シナ海や南シナ海での領土・領海・領空および EEZ をめぐる問

題は、中国の台湾に対する脅威に次ぐ重要課題であると認識されている。東シナ海におい

て、台湾は日本との間に尖閣諸島の領有権をめぐる問題と、EEZ が重なる海域での漁業権

および資源問題を抱えるという立場に立つ。南シナ海においても、台湾は領土・領海紛争

の当事者であると主張している。台湾は南シナ海の東沙島、太平島を実効支配し、軍や海

巡署の要員を配置している。 

 上記のような問題に対して、馬英九政権は「主権は我が方にあり、紛争は棚上げし、平
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和的な互恵関係のもと、共同開発を行う（主権在我、擱置争議、和平互恵、共同開発）」と

いう原則を掲げていた。また、東シナ海と南シナ海のそれぞれで「平和イニシアチブ」を

掲げ、関係諸国に対して対話を呼びかけていた。軍はこのような政府の原則と対外政策に

のっとり、「軍事力を後ろ盾として、島嶼の主権、海洋権益、および公海における航行の自

由をまもる」ことを目標に掲げていた9。 

 これに対し、2016 年 5月に発足した蔡英文政権は、蔡英文総統が就任演説で述べたよう

に、中華民国の主権と領土を守る責任はあるが、東シナ海および南シナ海の問題について

は争議の棚上げと共同開発を主張するという立場に立っている10。これは、「主権は我が方

にある」を原則としていた馬英九前総統の立場よりは、若干柔軟であるとみなすこともで

きる。 

 

（２）優先度の高い個別問題への対処（領土紛争、領海警備、EEZ 管理、漁業規制） 

 台湾政府は東シナ海および南シナ海においてそれぞれ島嶼をめぐる領土紛争を抱えてい

る。東シナ海の尖閣諸島（台湾では「釣魚台」）において、台湾政府が実効支配している島

はないが、馬英九前総統は 2012 年 9 月、実効支配する島の中で尖閣諸島に最も近い（約

146km の距離）彭佳嶼を訪れ、「東シナ海平和イニシアチブ」に基づく台湾・中国・日本

の協議を呼びかけた11。また、馬英九は退任が近づいた 2016 年 4 月にも彭佳嶼を訪問し、

「和平東海、国疆永固」と書かれた記念碑を立てた12。南シナ海において、台湾政府は東

沙島、太平島を実効支配している。2016 年１月、馬英九総統は太平島を訪れ、「南シナ海

平和イニシアチブ」へのロードマップを発表した13。 

 EEZ の管理についても、日本およびフィリピンとの間で EEZ の主張が重なる海域のいず

れにおいても、台湾漁船が被害にあう事件が起きたことをきっかけに、近年急速に警戒感

が高まっている。日本と EEZ の主張が重なる海域においては、2008 年 6 月に尖閣諸島近

海で台湾の漁船が、海上保安庁の巡視船と衝突し沈没する事件（「聯合号事件」）が起きた。

また、2016 年 4月には、沖ノ鳥島周辺の海域で台湾漁船が海上保安庁に拿捕される事件が

起きた。フィリピンの領海と台湾の EEZ 主張が重なる海域では、2013 年 5 月に台湾漁船

がフィリピンの公船に銃撃され、船員１名が死亡する事件が発生した。 

 上記いずれの事件においても、台湾漁船の被害を受けて相手国に抗議するデモなどが起

き、政府は当該海域への巡視船の派遣や軍事演習などを行った。また、政府は世論の高揚

を背景に、相手国に対する主張を強め、それが後述するような交渉へと繋がった。台湾に

おいて、漁民保護や漁業権保持は、国内政治的にも大きな意味をもつ課題である。近年、

海軍と海巡署は「海巡署と国防部の漁業保護のための連合行動法案（海巡署與国防部連合
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護漁行動方案）」などに基づき、漁業保護のための協力体制を強化し、2013 年以降は台湾

本島北側および南側の海域で、漁業保護のための統合演習を行っている（後段で詳述）14。 

 このほか、2013 年 11 月の中国政府による「東シナ海防空識別区」の設定により、中国

に対する警戒感も再確認された。中国政府による防空識別圏の設定に対し、馬英九政権は

中国政府に強い抗議を行わず、飛行計画の提出にも応じた。しかし、野党を中心にこの対

応に対する非難が強まった15。2014 年 2月、台湾海軍と海巡署は「丹陽専案」という、台

湾の防空識別圏および暫定執法線内の海域における合同演習を行い、中国と防空識別圏が

重なる海空域においても実力を行使できることを示した16。 

  

（３）交渉・国際裁判での紛争処理例 

 尖閣諸島周辺の海域については、日本政府と交渉を行い、日台民間漁業取決めを締結し

た。2008 年の聯合号事件、2012 年の日本政府による尖閣三島購入などを受け、付近の海域

で台湾漁船と海上保安庁巡視船との接触が増加するなど、日台間の緊張が高まっていた。

2012 年秋に両者は日台漁業協定交渉の再開に合意し、2013 年 4月に日台民間漁業取決めを

締結した。 

 沖ノ鳥島に関しては、上述の漁船拿捕を受け、退任を目前に控えた馬英九総統が、同島

は「岩」であり、EEZ は認められないとの主張を展開し、同島付近の海域に巡視船を派遣

した。その翌月に就任した蔡英文政権は、同海域の巡視船を撤収し、「この問題で法律上、

特定の立場を取らない」との立場を示した。同海域をめぐって緊張した関係を修復するた

めに、10月末に第１回日台海洋協力対話が開催され、今後も毎年対話を行うことで合意し

た。 

 台湾南側の海域については、フィリピン政府と交渉を行い、漁業協定を締結した。フィ

リピン公船による台湾漁船銃撃事件後、台湾側は直ちに謝罪などを求めるも、フィリピン

側は「一つの中国」政策などを理由に、なかなか交渉に応じず、台湾側が経済制裁を発動

するなど、両者の関係は一時緊張した。同年 8月、フィリピン側はようやく謝罪、台湾側

は経済制裁を解除した。さらに、2015 年 11 月には台湾とフィリピンの間でも漁業協定が

締結された。 

 このほかに、中国の民間航空機用の新航路発行をめぐり、中国政府とも交渉を行った。

2015 年１月、中国政府は新たに M503 航空路を発効させることを発表したが、その航路が

台湾海峡の中間線にあまりにも接近していたため、台湾世論に強い反発が生じた。両政府

間の約 2ヶ月にわたる交渉の結果、中国側は同航空路の発効を延期し、航路も西に６カイ

リずらすことを発表した。 
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（４）南シナ海問題に関する方針および南シナ海仲裁裁定への反応 

 馬英九前政権は、南シナ海では「十一段線（あるいは U形線）」を主張していた。「十一

段線」の主張は中国政府が主張する「九段線」の根拠となっている。そのため、馬英九政

権末期の数年間は、米政府と国民党政権の間で「十一段線」の主張をめぐる緊張が続いて

いた。馬英九政権は、「十一段線」は放棄したくないが、南シナ海で中国と共闘するという

立場にも立てず、難しい立場に立たされた。 

 蔡英文政権は、「十一段線」の主張を否定した訳ではないが、南シナ海について東沙諸島

および太平島の領有以外を主張することは殆どない。同政権は「南シナ海諸島およびその

関連水域」における権利を主張し、「十一段線」に言及しないため、台湾では同政権が「十

一段線」を放棄すべきではないとの批判も出てきている。 

 南シナ海に関する国際仲裁裁判所の裁定が発表された前日（7 月 11 日）、総統府の報道

官は、①国際法および国連海洋法条約に基づく主張と行動、②多国間の紛争処理メカニズ

ムへの台湾の参加、③領海および領空通過の自由からなる、南シナ海における「政府の３

つの基本的立場」を改めて主張していた17。ところが、7月 12 日に裁定が発表されると、

総統府は裁定を「断じて受け入れられない」と表明した。また、林全行政院長はその理由

として、①裁定のなかで台湾が「中国台湾当局（Taiwan Authority of China）」と呼称された

こと、②裁定が太平島をも含む南沙諸島のすべての島嶼と「岩（rocks）」であると位置付

けたこと、③中華民国は仲裁裁判のプロセスに招請されず、意見も求められなかったこと

を挙げた18。 

 裁定が発表された当日、外交部や行政院大陸委員会など、政府の関係部門もそれぞれ立

場を発表したが、行政院大陸委員会の声明は上記理由のうち①に言及せず、主権を主張す

る範囲について、「1949 年に中華民国政府が公布した『南海諸島位置図』に中華民国の領

土と水域範囲が明示」されたという経緯に言及した19。それ以外の部門は、主張の範囲を

「南シナ海諸島およびその関連水域」と述べるにとどまった。この背景には、蔡英文政権

の中国政府への配慮があったのではないかと推測できる。 

 翌 7月 13 日、蔡英文総統は台湾南部の高雄市左営区にある海軍基地を視察し、同基地の

康定級フリゲート艦に乗り込み、南シナ海を巡行する部隊の士気を鼓舞するための談話を

発表した。ただし、蔡英文総統は馬英九前総統のように、太平島に上陸することはなかっ

た（国防部長も「敏感な時期」であることを理由に太平島への上陸を回避）。総統の談話は

特に、裁定が太平島を「岩」と位置付けたことが「中華民国の南海諸島および関連海域に

おける権利を著しく損ねた」と主張した20。 
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 さらに、7月 19 日、蔡英文総統は就任後初めてとなる国家安全上層部会議を招集し、南

シナ海における「４つの原則（①国際法・海洋法に基づく平和的解決、②多国間紛争解決

メカニズムへの参加、③関係国が航行と飛行の自由を守る、④争議の棚上げと共同開発）」

と「５つの取り組み（①漁業権保護、②多国間協力、③科学協力、④人道支援、⑤海洋法

研究）」を示し、それを公表した21。 

 

３．海上警備体制 

（１）海軍・法執行機関の体制、装備、規模、役割、予算 

 台湾において海上警備を行う主な機関は、中華民国海軍（海軍）と中華民国行政院海岸

巡防署（海巡署）である。 

 海軍の主要な任務は、「台湾海峡の安全を維持すること、および対外航路の通航を維持す

ること」である。また、漁民、海巡署、海軍の間には、「海巡署が漁民を護り、海軍が海巡

署を護衛する（海巡護漁民、海軍挺海巡）」という原則が存在する。これは、「漁業保護の

ための標準作業手順書」を根拠としており、その他の法執行機関の要請があれば、軍は漁

民や漁業権保護のために軍用機や軍艦を派遣できる。 

 海軍は、通常動力型潜水艦 4隻、駆逐艦４隻、フリゲート艦 22隻、ミサイル哨戒艇（錦

江級）12隻、ミサイル艇（光華六級）31隻、新型ミサイル哨戒艇（沱江級）1隻（12隻建

造予定）などを保有する。これらに加え、2014 年末に米国は新たに４隻のフリゲート艦を

台湾に売却することを許可し、台湾はうち２隻を購入した。また、海軍は対潜部隊３個を

擁し、S-70C 対潜ヘリ 20 機などを保有する。このほか、海軍には運用能力がないため、空

軍も対潜部隊１個を擁し、P-3C 対潜哨戒機 12 機を運用している（2013 年以降）22。 

 台湾は主要兵器の調達をアメリカからの購入に頼ってきたが、近年は兵器の国産化にも

力を入れている。民進党は 2016 年総統選挙戦を控えて発表した 12編の『国防政策青書』

のなかでも国防産業の振興を謳い、その第 8編において詳細な計画を示している。海軍の

装備については、台湾独自での通常動力型潜水艦生産能力の獲得を最優先課題に掲げるほ

か、上記装備のうち既に老朽化している駆逐艦やフリゲート艦の後継艦を製造することも

謳っている23。 

 海巡署は 2000 年 1月、国防部海岸巡防司令部、内政部警政署水上警察局、および財政部

関税総局などが行ってきた海上法執行を統括する機関として創設された。このような経緯

から、海巡署の人事や教育システムは、国防部系統、警察系統、文官系統から成り、セク

ションごとに系統が異なる複雑なものとなっている。海巡署の主要な職責のうち、漁船や

漁民の保護は、行政院農業委員会漁業署の管轄でもある。また、海上交通の安全確保は、
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交通部航港局の管轄でもある。台湾の港のうち、国際商港は交通部航港局、工業港は経済

部工業局、漁港は農業委員会漁業署がそれぞれ管理している。 

 海巡署は艦船の大型化を進め、大型艦へのヘリコプター搭載にも取り組んでいる。海巡

署は 2014 年末時点で、500トン以上の巡視船 15隻、100トン以上の警備船 6隻、100トン

以下の巡視艇 121 隻などを保有していた。これらに加え、2015 年に 3000 トン級巡視救難

船（宜蘭級）2 隻と 1000 トン級巡視救難船（苗栗級）2 隻が配備された24。さらに、苗栗

級は 2016 年にも 2隻が配備され、この新型艦船にヘリコプターを着地させる訓練も行われ

た。また、小型の巡視艇に関しては、2009 年から 2019 年までの間に 100 トン以上の巡視

艇を 28隻に増やし、50、60トン級の老朽化した巡視艇と交替させる計画が進行中である25。

これらの海巡署の主要な艦艇は台湾において製造されている。 

 

（２）省庁間の連携 

 先述のように、台湾の漁民や漁民の権益を保護する重要性が高まっていることに鑑みて、

海巡署と国防部は漁業保護のための協力体制を強化している。 

 それ以外には、海巡署と海洋資源に関連する機関を統合改組し、海洋政策を統括する省

庁を設置するという議論も、陳水扁政権期から存在している。2015 年 7月に「海洋委員会

組織法」および関連法規（以下、「組織法」）が制定、公布され、2016 年 1月には行政院が

同年 7月から「組織法」を施行するという政令も発布された。「組織法」によれば、海巡署

は海洋委員会の下部組織となる（「海洋委員会海岸巡防署」となる）予定であった。また、

海洋委員会は海巡署のほか海洋保育署と国家海洋研究院（いずれも新設）を統括する組織

となり、海巡署の署長は海洋委員会の副主任を兼任することとなっていた26。 

 ところが、2016 年 1月の総統選挙および立法委員選挙の結果を受け、新たに招集された

立法院において、2016 年 3 月に「組織法」の施行を延長する案が可決された。そして、6

月末には行政院が「組織法」の施行延期に関する政令を発布した。さらに 7月、立法委員

16 名が「組織法」の修正を提案した。提案は「海洋委員会」を「海洋部」と改め（「委員

会」は日本の「庁」、「部」は日本の「省」に相当）、その下部機関に漁業署を加えるという

ものである27。こうした海洋政策を統括する省庁の設置については、未だ見通しが立って

いない状況である。 

 

（３）重要海域の警備状況 

 台湾にとって、東シナ海にあたる台湾北方の海域と、南シナ海にあたる台湾南方の海域

が、特に重要な海域であると認識されている。特に、北方海域では日本と、南方海域では



第 11 章 台湾の海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 －151－

フィリピンと EEZ が重なっている海域があり、漁民の漁業権益と安全を保障するために、

暫定執法線内の警護活動を強化している。 

 日本と EEZ が重なる海域において、海巡署は暫定執法線および日台漁業協定の適用海域

内のパトロールを行うために常時 1隻以上の艦艇を派遣している。フィリピンと EEZ が重

なる海域において、海巡署は漁期（4-6月）には 2-3隻、それ以外の時期には 1隻の艦艇を

常時派遣し、漁民の保護を行っている28。これら以外に、「草莱操演專案（2012 年）」、「丹

陽專案（2014 年）」、「太湖專案（2014 年）」、「国軍聯合海巡署護漁実兵操演（2015 年）」、「聯

安演訓（2016 年）」など、近年は漁民の活動保護を想定した海軍と海巡署の合同演習も活

発に行われている。 

 

４．他国との関係 

（１）日本との協力の経緯や今後支援（共同行動）できる分野と課題 

 現在、日本と台湾の防衛協力はセカンド・トラックの対話が主である（2011 年から毎年

開催されている日米台安全保障対話シンポジウムなど）。 

 近年、日本における武器輸出三原則の緩和、オーストラリアとの潜水艦共同開発への動

きなどにともない、台湾の軍高官が日本からの「そうりゅう型」潜水艦購入の可能性に言

及したとの報道があった29。台湾は長らく米国からの通常動力型潜水艦購入を希望してい

るが、実現していない。先述の民進党『国防政策青書』においては、潜水艦の製造が最優

先課題とされているが、そのうち台湾内部で擁する技術は 70%程度、残る 20%は海外の援

助を得て開発を続け、10%は海外から提供を受ける必要があるとされる30。台湾側が日本か

らの関連技術の提供に期待することはあり得るだろう。 

 そのほかには、海上法執行機関同士の協力も、僅かではあるが存在する。台湾の海巡署

は駐那覇代表処に人員を常駐させ、日台間の漁船トラブルや捜索・救助案件などの海事案

件において日本側と協力し、海上保安庁との交流を推進している。日本の海上保安庁は、

交流協会台北事務所に人員を配置している。また、先述の日台海洋協力対話においては、

漁業権の問題のみならず、海上法執行機関の協力や海洋資源、海洋の科学的調査など海洋

をめぐる幅広い協力について交渉を行うことも期待できる。 

 

（２）第三国との協力関係（装備品・訓練・演習など） 

 現状において台湾に兵器を供給できるのは米国のみであり、米国は『台湾関係法』を根

拠に、防衛的性質の強い兵器を台湾へ売却している。しかし、台湾が長らく購入を希望し

ている F16C/D 型戦闘機や通常動力型潜水艦については、売却が認められない状況が続い
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ている。台湾と米国の間では、軍事演習の相互視察や情報交換などの防衛交流が行われて

いる。また、米国内には台湾をリムパック（環太平洋合同演習）へ参加させるべきとの議

論があり、台湾側も期待しているようであるが、現時点では実現していない。 

 このように、台湾と米国との協力関係にも制約は多いが、南シナ海への中国の進出が深

刻化した 2014 年頃から、米政府は台湾との軍事協力を再び強化する傾向にある。例えば、

2015 年 1月、米国と台湾は「海上で不測の遭遇をした場合の行動基準（Code for Unplanned 

Encounters at Sea; CUES）」を米台の海軍間で適用することで合意した。また、同年 5月に

は、「米太平洋軍水陸両用部隊指揮官シンポジウム（The US Pacific Command Amphibious 

Leaders Symposium; PALS）」に将官を含む台湾軍の代表団が参加した。 

 上記以外に、馬英九政権期には、海上での捜索・救助をめぐる中国との信頼醸成と協力

関係構築が進展した。2008 年 11 月、中台間で「海運協定」が締結され、海上捜索・救助

における中台協力を促進することが盛り込まれた。それに従い、2010 年、2012 年、2014

年には海上における共同捜索・救助訓練が行われた。しかし、蔡英文政権発足後、中国政

府との公式な交流は停止しているため、現状においては上記のような取り組みがさらに進

展する兆しは見られない。 
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第 12 章 日本の海洋安全保障政策カントリー・プロファイル 

 

小谷 哲男 

 

１．海洋法の解釈 

(１) 領海における無害通航権についての考え方 

 日本は、1996 年に国連海洋法条約を批准した後、同条約による海域の区分に応じて「領

海及び接続水域に関する法律」（領海法）の改正（新領海法）と、「排他的経済水域及び大

陸棚に関する法律」（EEZ 法）の制定を行った。これらの法律は基本的に各海域の幅を定

めるものであり、領海における無害通航の判断基準や、EEZ における行政機関の権限行使

についての規定を欠いている。このため、航行の規制については別途個別法の制定によっ

てなされる。 

 日本の領海での外国船舶による「無害でない通航」を規制するために、2008 年に「領海

等における外国船舶の航行に関する法律」（外国船舶航行法）が定められた。これにより、

日本政府は外国船舶が事前通報のないまま停留・徘徊等を行っている場合には立ち入り検

査ができる。これは国連海洋法条約第 19 条に規定された航行の「無害性」ではなく、同条

約第 18 条に規定された「航行性」に基づく規制である。また、2012 年に同法が改正され、

やむを得ない場合は、勧告を経た上で、立入り検査を省略して退去命令を発することがで

きるようになった。ただし、外国船舶航行法は、外国の軍艦・政府公船は規制対象外とし

ている。「無害でない通航」を行う外国船舶に対する武器使用および外国の軍艦・政府公船

への退去要請は、国内法よりも、国連海洋法条約第 19 条に基づく「無害でない通航」の解

釈・適用を通じて行われる。なお、日本政府は、外国船舶や外国軍艦・政府公船が日本の

領海で無害通航権を行使する際に、事前の通告や日本政府の承認が必要との立場を取って

いない。 

 

(２) EEZ における航行権及び上空飛行についての考え方 

 EEZ における行政機関の権限については、漁業資源の保全、海洋環境保護、航行安全確

保、海洋の科学的調査等、規制分野ごとに個別法が整備されている。ただし、外国軍艦・

政府公船は規制対象外となっている。外国政府公船による EEZ での事前申請のない調査活

動に対する中止要請は、国内法が未整備のため、国連海洋法条約第 246 条の義務を履行し

ていないことを根拠に行われる。EEZ における外国の軍事演習については、禁止されてい

ないとの立場が 1998 年に国会答弁で表明されている。 
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(３) 国際海峡における通過通航権についての考え方 

 日本は「領海法」により、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道及び

大隅海峡を「特定海域」とし、例外的に領海の幅を 3 カイリとしている。これらの海峡で

12 カイリの領海を宣言すると公海部分がなくなるが、日本独自の措置によりこれらの海域

には公海部分が残されている。その理由は、公海部分がなくなれば、米ソ両海軍の核兵器

を搭載した艦艇の領海通航を事実上認めざるを得ず、非核三原則と抵触するおそれがあっ

たからというのが通説である。「特定海域」では自由通航が認められているのであって、国

際海峡の通過通航制度が適用されるわけではない。 

 2016 年 6 月に、中国海軍の情報収集艦が鹿児島県南部のトカラ海峡の領海に侵入し、領

海の無害通航権ではなく、「国際海峡の通過通航権」を理由に正当性を主張した。これに対

し、日本政府はトカラ海峡は国際海峡ではないと反論した。 

 

２．海洋安全保障政策 

(１) 海洋安全保障に関する国内法・政策 

 2007 年に海洋基本法が成立し、省庁の垣根を取り払って海洋政策を総合的に推進するた

めに総合海洋政策本部を内閣官房（2017 年 4 月に内閣府に移管）に設置し、海洋の開発・

利用・保全や海洋の安全確保を一体的に促進する体制が整えられた。同基本法に基づき、

2008 年に海洋基本計画が定められ、海洋をめぐる国際情勢の変化などをふまえて、2013

年に同計画が改定された。改定された基本計画では、海洋安全保障に関して、周辺海域の

警戒監視の強化や、海上自衛隊と海上保安庁の連携強化、海賊対策のため日本籍船への民

間武装警備員乗船に向けた取り組みが盛り込まれた。海洋基本法の成立以降、海の安全に

関する法整備が進んでいる。最も重要なものは、2009 年に成立した「海賊行為の処罰及び

海賊行為への対処に関する法律」で、この法律により海賊行為の訴追や、外国籍船の護衛、

海賊船への危害射撃が可能となった。 

 日本政府が 2013 年 12 月に策定した「国家安全保障戦略」は、日本を「海洋国家」と位

置づけ、海洋安全保障に関わる課題として、力による一方的な現状変更への対処や、海上

交通路の保護、公海上空の自由の確保などを具体的に挙げている。そして、日本が取るべ

きアプローチとして、領域保全の強化などと並んで、国際法とルールに基づく「開かれ安

定した海洋」の維持・発展に主導的な役割を果たすことが謳われている。アジア太平洋に

おいて領土・海洋をめぐる緊張が高まっている状況をふまえて、安倍晋三首相は 2014 年 5

月のシャングリラ会議で「法の支配 3 原則」を提唱した。それは、各国が国際法に照らし

て正しい主張をすること，紛争解決に力や威圧を用いないこと，紛争の平和的解決を図る
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ことを求めるもので、同会議に参加した多くの国の関係者から賛同を得た。2016 年 4 月に

広島で開かれた G7 外相会合では、「海洋安全保障に関する G7 外相声明」が日本主導で出

され、中国の東シナ海での挑発行動や南シナ海の軍事拠点化の動きを念頭に、現状変更の

一方的な行動への「強い反対」が表明され、仲裁を含む平和的紛争解決を求める内容が盛

り込まれた 。同年 5 月の伊勢志摩サミットでも、海洋安全保障に関し、先の G7 外相声明

を支持するとともに、安倍首相が掲げる「法の支配 3 原則」を明記する首脳宣言が出され

た。 

 2015 年に成立した平和安全法制により、存立危機事態では集団的自衛権の限定行使が認

められ、国際海峡での自衛隊による機雷掃海が可能となった。また、重要影響事態では、

日米防衛協力のための指針に基づき、自衛隊は米軍およびその他の軍隊への補給や給油な

ど後方支援を日本の領海外でも行うことができる。国連決議に基づく国際平和共同対処事

態でも、地理的制約なく外国軍隊への後方支援が認められる。平時にも、日本の防衛に寄

与する作戦を行う米軍やその他の軍隊の武器を自衛隊が防護することができる。 

 

(２) 優先度の高い個別問題への対処 

 尖閣諸島の周辺海域に中国の政府公船がほぼ常駐するようになり、領海への侵入も断続

的に行われているため、領域警備が最重要課題となっている。中国の政府公船は、毎月 3

回、3 隻の中国政府公船（国家海警局所属）が 2 時間程度領海に侵入するため、非公式に

「3-3-2 方式」と呼ばれていたが、2016 年 8 月に中国漁船・政府公船が大挙して尖閣諸島

周辺海域に押し寄せる事案が発生した。その後は「3-4-2方式」となり、政府公船 4隻が 1

組となって行動するようになった。3000トン級以上の大型船も増え、2015 年末以降は機関

砲を搭載した政府公船も確認されるようになっている。日本政府は、この戦争でも平和で

もないグレーゾーン事態への対処を行うため、海上保安庁の増強と権限の強化を行うとと

もに（後述）、海上自衛隊が法執行活動を行う海上警備行動を迅速に発令するため、電話閣

議制度を導入している。領海警備法の必要性についても議論が続いている。 

 また、中国の接近阻止・領域拒否（A2/AD）能力の拡大とともに、中国人民解放軍が南

西諸島周辺海域および空域での活動を活発化させている。中国艦船が海上自衛隊の護衛艦

とヘリに火器管制レーダーを照射した事例や、人民解放軍の戦闘機が海上自衛隊の偵察機

に公海上空で異常接近する事態も発生している。2016 年 6 月には、中国海軍の艦船が初め

て尖閣諸島の接続水域を航行する事案が発生した。人民解放軍の軍用機が日本の領空に接

近する回数も激増し、航空自衛隊による中国機への緊急発進回数は年間 600回を超える。

このため、2013 年に改定された「防衛計画の大綱」に基づき、日本政府は警戒監視の強化
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と南西諸島防衛態勢の構築を行っている（後述）。日中両政府は 2008 年に東シナ海中間線

付近でのガス田の共同開発で合意したが、中国は東シナ海で一方的に新たなガス田開発を

進め、12 基のプラットフォームを新設した。その後、プラットフォームの 1 つに対水上レー

ダーと監視カメラが確認され、これらのプラットフォームの軍事利用の可能性が高まって

いる。 

 

(３) 交渉・国際裁判での紛争処理例 

 日本はこれまで領有権をめぐる紛争を国際裁判で処理したことはない。竹島問題につい

ては、韓国との交渉による解決を基本としているが、1954 年、1962 年と 2012 年に国際司

法裁判所（ICJ）への付託を韓国に提案し、同裁判所の強制管轄権を受け入れていない韓国

に拒否されている。北方領土問題については、ロシアと断続的に交渉を続けている。尖閣

諸島については領有権紛争が存在しないとの立場であるが、台湾とは尖閣諸島周辺海域で

の漁業協定を 2013 年に結び、漁業資源の共同開発を進めている。 

 日本が国際裁判で初めて紛争当事国となったのは、日本による南極海での調査捕鯨が国

際捕鯨取締条約に違反するとして豪州が中止を求めた「南極における捕鯨」訴訟である。

ICJ は 2014 年に南極海での日本の調査捕鯨を「科学的でない」と結論づけた上で、現行制

度での調査捕鯨の中止を命じる判決を言い渡し、日本は事実上全面敗訴した。日本はこの

判決を受け入れ、調査捕鯨の計画の見直しを行った。 

 また、2007 年にロシア当局により拿捕された「第 88 豊進丸」の乗組員及び船体の拘束

が長引いたため、日本はこの早期釈放を求めてこの事案を国際海洋法裁判所に付託した。

同裁判所は，合理的な保証金の額として 1000万ルーブルを認定するとともに，ロシアに対

し，その支払いにより船体の早期釈放と船長及び乗組員の無条件での帰国を認めることを

命じる判決を下した。 

 

(４) 南シナ海問題に関する方針と中比南シナ海仲裁判断への対応 

 日本政府はサンフランシスコ平和条約で西沙諸島および南沙諸島のすべての権原を放棄

しているため、領有権問題については立場を表明していない。しかし、南シナ海は日本に

とって重要な海上交通路であるため、航行および上空飛行の自由の確保と紛争の平和的解

決を求めている。このため、日本は米国の航行の自由作戦と、ASEAN と中国の南シナ海

行動規範締結に向けた動きを支持している。また、東南アジア諸国への能力構築支援や共

同訓練・演習、親善寄港も行っている（後述）。自衛隊が南シナ海でパトロールを行うこと

や、航行の自由作戦を行うことについては、今のところ計画はない。しかし、2016 年 9 月
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に、稲田朋美防衛相が南シナ海で日米共同巡航訓練を行うと発言した。 

 2016 年 7 月の中比南シナ海仲裁判断については、岸田文雄外相が「仲裁判断は紛争当事

国を法的に拘束する。当事国は今回の判断に従う必要がある」との声明を発表し、同年 9

月の日 ASEAN 首脳会議では安倍首相が「法の支配」に立脚した地域の安定と繁栄の主導

を期待すると述べ、仲裁裁定が当事国を法的に拘束することを強調し、中国、フィリピン

の両当事国がこの判断に従うことを求めた。東アジアサミットでも、南シナ海情勢に関し

て米国と連携して深刻な懸念を表明し、中比に仲裁裁定に従うことを求めた。同年 10 月の

日比首脳会談では安倍首相とドゥテルテ比大統領が仲裁判断に触れ、その有効性を確認し

た。 

 

３．海上警備態勢 

(１) 自衛隊 

 2013 年の「防衛計画の大綱」は、統合機動防衛力を打ち出し、自衛隊は航空優勢・海上

優勢の確保と陸上兵力の機動展開能力の強化を目指している。統合機動防衛力構築のため

に、特に警戒監視能力、情報収集能力、輸送能力、指揮統制・通信能力、島嶼防衛、サイ

バー空間・宇宙空間における対応、弾道ミサイル対処、大規模災害への対応、国際平和協

力活動などが重視されている。防衛費の減少傾向は 2013 年度に転換したが、厳しい財政状

況の中、防衛費の抑制は続いている。2017 年度の防衛予算案は前年度当初より 1.4％増で、

過去最大の 5兆 1251億円である。自衛隊の定員は約 24万 7,000人（陸上自衛隊約 15万人、

海上自衛隊約 4万 5,000人、航空自衛隊約 4万 7,000人）で、充足率は約 92％である。 

 海上自衛隊は、護衛艦 48隻体制から 54隻体制への移行が計画され、指揮統制や情報通

信能力に優れた大型のヘリ搭載護衛艦 4 隻を艦隊の中心に置き、イージス艦を 6 隻から 8

隻に増勢し、小型で機動力に優れた多用途護衛艦 2隻を導入する。イージス艦に搭載する

ため能力向上型迎撃ミサイル（SM-3 BlockⅡA）の開発推進が行われている。潜水艦は 16

隻から 22隻に増強し、探知能力を向上させた新型潜水艦の建造も行われる。加えて、次世

代哨戒機 P-1 の導入と現行の P-3C の能力向上、哨戒ヘリの増強により、警戒監視能力を強

化する。 

 陸上自衛隊は、陸上総隊を新設するとともに、15 ある師団・旅団のうち、7 個の師団・

旅団を有事に即応できる「機動師団」「機動旅団」へと改編する。これにより、島嶼部の警

戒監視や防衛に迅速に対応できる態勢を整える。さらに、水陸機動団の新設、南西諸島へ

の沿岸監視・警備隊の配備、機動戦闘車およびオスプレイの導入、地対艦および地対空誘

導弾部隊の強化が計画されている。 
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 航空自衛隊は、航空優勢の維持と常続警戒監視のため、戦闘機部隊を 12 個飛行隊（260

機）から 13 個飛行隊（280 機）に増強する。これにともない、F-35戦闘機の導入を進める

とともに、F-15戦闘機の近代化改修を行っている。また、グローバルホーク、新しい早期

警戒機（E2-D）と空中給油機（KC-46A）、次世代輸送機 C-2 の導入も進めている。南西諸

島防衛のため、那覇基地の戦闘機部隊を 2 個飛行隊に増勢し、警戒飛行隊を新設した。弾

道ミサイル対応のため、能力向上型の PAC-3ミサイル（PAC-3 MSE）の導入も行われる。 

 

(２) 海上保安庁 

 領海警備を主任務の 1 つとする海上保安庁は、定員約 13,500人、巡視船 128隻、巡視艇 

238隻、飛行機 26 機、ヘリコプター48 機を備えている。領海警備の重要性が高まっている

ことをうけ、近年予算は増加傾向にあり、2017 年度は過去最大の約 2100 億円となった。

これにともない、人員と装備の増強も進んでおり、6500トンのヘリ搭載型大型巡視船１隻

も建造する。尖閣諸島の領海警備のため、石垣島に専従部隊を配備する予定である。2012

年の海上保安庁法の改正により、警察官の到着を待たず、離島上で海上保安官が犯罪への

対処を行えるようになった。 

 

(３) 運用上の課題と重要海域の警備状況 

 東シナ海の常続監視と尖閣諸島の領海警備が最優先課題である。海上保安庁は石垣島に

尖閣専従部隊が新設され、人員 600人、4000トン級のヘリ搭載巡視船 2隻と 1000トン級

の巡視船 10 隻を配備し、尖閣諸島の領海警備に充てられている。1000 トン級巡視船の運

用に関しては複数制クルーの導入により、12隻分の稼働率が見込まれる。加えて、全国か

ら 12隻の応援を得て、合計 24隻で尖閣諸島の警備を行うことになる。また、空からの警

戒監視能力強化のため、ジェット機 9 機を石垣島に配備予定である。伊良部島にも、警備

能力を強化した巡視船 9隻と人員約 200人を配備予定である。 

 巡視船と乗組員の不足は、海上保安庁にとって今後も大きな課題である。2014 年に小笠

原諸島で数百隻の中国漁船による赤サンゴの密漁が行われたことをうけて、全国の離島や

遠方海域の警備のための巡視船の不足が指摘されている。加えて、尖閣専従部隊の発足に

ともない、巡視船の乗組員の不足が課題となっている。このため、海上保安庁は元職員を

再雇用し、巡視船の運用に充てている。 

 東シナ海の常続監視のため、海上自衛隊は、哨戒機による常続監視に加えて、護衛艦と

潜水艦の増強によって東シナ海の監視態勢を強化している。陸上自衛隊は与那国島に沿岸

監視部隊を、宮古島や奄美大島に警備隊を配備する予定で、石垣島にも警備隊の配備を検
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討している。航空自衛隊は那覇基地の戦闘機部隊を 2 個飛行隊に増勢し、警戒飛行隊を新

設し、急増する中国機の領空接近へのスクランブルに備える態勢を整えている。 

 統合機動防衛力構想は、統合輸送を前提としているが、輸送力不足は大きな課題となっ

ている。海上自衛隊は輸送艦を改修して、水陸両用車やオスプレイの輸送を可能にしてい

るが、輸送艦の数は不十分である。輸送力不足を補うため、民間船を有事に使用できる契

約を結ぶほか、民間船員を予備自衛官に任命することも検討されている。また、輸送艦か

ら水陸両用車や装甲車を離島に輸送するため、新しい揚陸艇導入の必要性が指摘されてい

る。 

海上自衛隊はソマリア沖・アデン湾での海賊対処のため常時 2 隻の護衛艦、2 機の哨戒

機を派遣しているが、東シナ海の常続監視を行う上で、運用上の大きな負担になっている。

同海域での海賊事案はほぼ皆無の状況となっており、今後も海賊対処を継続するべきかど

うかの検討が必要となってくると考えられる。 

 より根本的な課題は、海上自衛隊が従来の領域の海上交通路の安全確保に加えて、領域

防衛への貢献が求められていることである。海上自衛隊は、東京・グアム・台湾を結ぶ TGT

海域の海洋統制を重視し、装備の調達と作戦運用を行ってきた。これは、商船の安全確保

に加え、有事の際の米軍の来援を確保するためであるが、領域防衛の重要性に鑑み、長期

的に海上自衛隊は作戦運用構想の転換を迫られることになるかもしれない。 

 

(４) MDA（海洋状況把握）の向上 

国家安全保障戦略および海洋基本計画と宇宙基本計画は、海洋に関連する多様な情報を

効率的に把握する海洋状況把握（MDA）の必要性に言及し、海洋安全保障、海上安全、自

然災害対策、海洋環境保全、海洋産業振興・科学技術の発展などに活用することを求めて

いる。日本政府は、2012 年に海洋情報を地図上で可視化する「海洋台帳」及び「海洋政策

支援情報ツール」を整備したが、扱われているのは静的な情報のみで、広域かつリアルタ

イムの情報は反映されていない。他方、安全保障に関しては、防衛省と海上保安庁の間で

情報共有の取組が整備されるとともに、内閣情報調査室による情報収集衛星の画像が適宜

提供されるようになっているが、他省庁の情報の活用とさらなる省庁間連携が必要とされ

ている。このような中、総合海洋政策本部を中心に協議が行われ、2018 年度に「海洋状況

表示システム」を構築することになった。同システムは「海洋台帳」及び「海洋政策支援

情報ツール」を土台に、衛星情報、その他の情報を集約、共有することにより、より広域

かつリアルタイムの情報を、機密情報の扱いにも留意しながら、提供することを目指して

いる。同時に、アジア・太平洋島嶼国に対して技術的支援を含めた海洋の観測・調査に関
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する協力を進めることと、米国との間で必要な連携・協力を強化することも目指されてい

る。 

  

４．他国との関係 

 海洋安全保障は日米同盟の大きな柱であり、日本は米第七艦隊の司令部と空母戦闘群の

拠点となっているだけでなく、アメリカとの様々な訓練・演習を通じて共同対処能力を高

めている。平和安全法制の下で自衛隊による米艦防護が可能となり、日米の作戦協力がよ

り一層深まる。近年は島嶼防衛が重視されており、日米統合演習「ドーン・ブリッツ」が

毎年行われている。2015 年に改定された日米防衛協力のための指針（ガイドライン）では、

島嶼防衛における日米の役割分担が明確化され、日本が主体的に行う作戦に、米国が支援

を行うと定められた。また、日米豪、日米印による海洋安全保障協力も進んでおり、日米

豪による潜水艦の共同開発はうまくいかなかったが、日米印では米印の「マラバール」演

習に自衛隊が常時参加するようになった。 

 南シナ海で緊張が高まっていることを背景に、日本はフィリピンやベトナム、マレーシ

アへの能力構築支援を重視している。巡視船の提供に加えて、練習機など中古装備品の貸

与や、政府開発援助（ODA）の戦略的活用によるインフラ開発が検討されている。海上自

衛隊はフィリピン海軍の定期演習やベトナムとの共同訓練、スービック基地やカムラン湾

への寄港を行い、南シナ海でのプレゼンスを強化している。また、稲田防衛相は、2016 年

11 月の日 ASEAN防衛担当大臣会合で、「ビエンチャン・ビジョン」を表明し、日本が ASEAN

との防衛協力を促進することを表明した。 

 中国との間では、自衛隊と人民解放軍の間で海空連絡メカニズムの協議が進められ、司

令部間のホットラインの設置や定期協議の開催で合意しているが、メカニズムを領海内で

適用すべきかどうかで意見が一致せず、運用開始に至っていない。日中高級事務レベル海

洋協議では、海洋安全保障に関する分科会も設置され、双方の海洋関係機関の間で対話が

続けられている。 
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